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1  総則 

1.1  適用範囲 

  この仕様書は，航空自衛隊において調達する通信電子関係物品（以下，“部品”という。）の包

装の共通的要求事項を規定する。 

1.2  用語及び定義 

  この仕様書で用いる用語及び定義は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｅ００００１の 1.2 によるほか，次による。 

1.2.1 

 包装 

  部品を輸送又は保管するために，清浄，乾燥，防せい剤の適用，個装，内装，外装又は表示・

標識を行う作業及びその状態 

1.2.2 

 防せい 

  輸送及び保管中において，環境条件による劣化を防止するための手段 

1.2.3 

 緩衝 

  部品の特性，機能，輸送条件に適した材料及び方法を使用して，輸送及び荷役中における部品

の物理的，機能的損傷を防止すること 

1.2.4 

 個装 

  部品を１個又は２個以上の適当な数量ずつにまとめて包み，緩衝を施し，又は容器に納めて，

化学的，物理的又は機能的保護を行う作業及びその状態 
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1.2.5 

 内装 

  個装を１個又は２個以上の適当な数量ずつまとめて，結束，緩衝包み又は容器に納め，中間的

保護を施す作業及びその状態 

1.2.6  

外装 

個装又は内装を，１個又は２個以上の適当な数量ずつ出荷容器に納め，物理的，機能的保護又

は耐侯処理を行う作業及びその状態 

1.2.7 

 表示 

  個装，内装及び外装に部品の種類，状態，取扱要領等を明示すること 

1.2.8 

 標識 

  部品の所属，分類等を明示するために付ける記号 

1.2.9 

 劣化 

  酸化，腐食等の化学的作用により，部品の品質，価値及び機能が低下すること 

1.2.10 

 物理的損傷 

  部品が内部的又は外部的な力により，くぼみ，ひずみ，移動，すりきず，摩擦等の損傷を受け

ること 

1.2.11 

 機能的損傷 

  部品が直接若しくは間接的な衝撃や振動等，又は静電気等の力により，機能に損傷を受けるこ

と 

1.2.12 

 包装レベル 

  部品の保管期間，輸送手段及び荷役手段を一定条件で区分し，それぞれの条件において予想さ

れる部品の劣化及び損傷を防止できる範囲，効果的かつ経済的に設定した包装の段階 

  なお，包装のレベルは，個装及び外装に対して設定する。 

1.2.13 

 クリチカル部品 

  クリチカル部品とは，次のいずれかに該当する部品 

 a) 精度の高いもの又はぜい弱な性質のもので，劣化によりその部品又はそれを取り付けた装置

等に機能的損傷を招くもの 

 b) 精度の低いもの又は強固なものであっても，変質又は汚損により，作業員，機械器具又は設

備に対し，危険な状態を招くもの 

 c) a)又は b)に該当しないが，その部品が損傷又は劣化した場合，修理又は分解手入れにばく大
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な費用を要するか，交換部品の入手に長期間を必要とするもの 

1.2.14 

 商慣習包装 

  部品製造業者が定めた基準による包装 

1.2.15 

 特定化学物質 

  化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第２条第２項に定める特定化学物質 

1.2.16 

 有害物質 

  大気汚染防止法第２条第１項第３号及び水質汚濁防止法第２条第２項第１号に定める有害物質 

1.2.17 

 防衛省仕様書等 

  日本産業規格，防衛省規格，防衛省仕様書，航空自衛隊仕様書，アメリカ政府あるいはアメリ

カ合衆国軍隊が制定する規格，仕様書 

1.2.18 

 ＰＩＦ 

  ＰＩＦ(PACKAGING INFORMATION FORM)とは，部品の個装，内装，外装その他これに関連する

細部資料を記載するために定めた書式 

1.2.19 

 ＪＱＵＰ（航空自衛隊指定個装内容数） 

  ＪＱＵＰ(JAPANESE QUANTITY PER UNIT PACKAGE）とは個装当たりの指定内容数 

1.2.20 

 ＡＣ品目 

  保管期限統制品目のうち，Ｊ．Ｔ．Ｏ．００－２０Ｋ－１シリーズ第１部に定める品目 

1.2.21 

 期限付品目 

  保管期限統制品目のうち，Ｊ．Ｔ．Ｏ．００－２０Ｋ－１シリーズ第２部に定める品目で，物

品（衛材及び糧食を除く。）に有効期間又は有効期限が表示されており，有効期間又は有効期限

が経過した場合に特定の検査等を必要としない品目 

 1.3  引用文書 

  この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を

なすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。ただし，入札書又は見積書の

提出後引用文書に改正があった場合は，その適用について，契約担当官等を通じて調達要求元と協

議する。 

 なお，引用文書に定める内容が，この仕様書に定める内容と相違する場合（法令等を除く。）

は，この仕様書に定める内容が優先する。 
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a)  規格 

Ａ－Ａ－１２４９      PAPER,WRAPPING,TISSUE 

  Ａ－Ａ－１７２２      GRAIN,ABRASIVE 

  Ａ－Ａ－１８９８      CUSHIONING MATERIAL,CELLULOSIC,PACKAGING 

  Ａ－Ａ－２０３       PAPER,KRAFT,UNTREATED 

  Ａ－Ａ－３１７４      PLASTIC SHEET,POLYOLEFIN 

  Ａ－Ａ－５９１３３     CLEANING COMPOUND,HIGH PRESSURE (STEAM) CLEANER 

  Ａ－Ａ－５９１３５     PACKAGING MATERIAL,SHEET 

  Ａ－Ａ－５９１３６     CUSHIONING MATERIAL,PACKAGING,CLOSED CELL FOAM PLANK 

  Ａ－Ａ－５９１４６     CLEANING COMPOUND,ALKALI,BOILING VAT (SOAK) OR  

HYDROSTEAM 

  Ａ－Ａ－５９２６０     CORROSION REMOVING COMPOUND,SODIUM HYDROXIDE  

                BASE;FOR ELECTROLYTIC OR IMMERSION APPLICATION 

  Ａ－Ａ－５９６９２     ADHESIVE,WATER-RESISTANT (FOR CLOSURE OF FIBERBOARD 

                BOXES) 

Ａ－Ａ－５９９２１      CLEANING COMPOUNDS,AIRCRAFT SURFACE 

  ＡＭＳ－Ｃ－１９８５３   CARBON REMOVING COMPOUND (FOR USE IN AGITATED TANKS) 

  ＡＭＳ－Ｒ－５００１    RUBBER CELLULAR SHEET,MOLDED AND HAND-BUILT  

                SHAPES;LATEX FOAM 

  ＡＳＴＭ Ｄ２９５     STANDARD TEST METHODS FOR VARNISHED COTTON FABRICS 

                USED FOR ELECTRICAL INSULATION 

  ＡＳＴＭ Ｄ３９５０    STANDARD SPECIFICATION FOR STRAPPING,NONMETALLIC    

                   (AND JOINING METHODS) 

  ＡＳＴＭ Ｄ３９５５    STANDARD SPECIFICATION FOR ELECTRICAL INSULATING    

                   VARNISHES 

  ＡＳＴＭ Ｄ４０８０    STANDARD SPECIFICATION FOR TRICHIOROETHYLENE, TECHNICAL 

                AND VAPOR-DEGREASING GRADE 

  ＡＳＴＭ Ｄ４０８１    STANDARD SPECIFICATION FOR DRYCLEANING-GRADE  

                PERCHLOROETHYLENE 

  ＡＳＴＭ Ｄ４１２６    STANDARD SPECIFICATION FOR VAPOR-DEGREASING GRADE AND 

                GENERAL SOLVENT GRADE 1,1,1-TRICHLOROETHANE 

  ＡＳＴＭ Ｄ４３７６    STANDARD SPECIFICATION FOR VAPOR-DEGREASING GRADE 

                PERCHLOROETHYLENE 

  ＡＳＴＭ Ｄ５１６８    STANDARD PRACTICE FOR FABRICATION AND CLOSURE OF    

                   TRIPLE-WALL CORRUGATED FIBERBOARD CONTAINERS 

  ＡＳＴＭ Ｄ５３３０    STANDARD SPECIFICATION FOR PRESSURE-SENSITIVE TAPE  

                FOR PACKAGING,FILAMENT-REINFORCED 
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ＡＳＴＭ Ｄ６２５１    STANDARD SPECIFICATION FOR WOOD-CLEATED PANELBOARD 

                SHIPPING BOXES 

  ＡＳＴＭ Ｄ５１１８    STANDARD PRACTICE FOR FABRICATION OF FIBERBOARD 

                SHIPPING BOXES   

  ＡＳＴＭ Ｄ６５７６    STANDARD SPECIFICATION FOR FLEXIBLE CELLULAR RUBBER 

                CHEMICALLY BROWN 

  ＡＳＴＭ Ｄ７４７８    STANDARD SPECIFICATION FOR HEAVY DUTY SHEATHED WOOD 

                CRATES 

    ＡＳＴＭ Ｆ１０４     STANDARD CLASSIFICATION SYSTEM FOR NONMETALLIC GASKET 

                MATERIALS 

  ＪＩＳ Ａ ５５４９    造作用接着剤 

  ＪＩＳ Ｇ ３１３１    熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 

  ＪＩＳ Ｇ ３１４１    冷間圧延鋼板及び鋼帯 

  ＪＩＳ Ｈ ４１６０    アルミニウム及びアルミニウム合金はく 

  ＪＩＳ Ｋ １３１０    工業用塩酸 

  ＪＩＳ Ｋ １４４９    りん酸 

  ＪＩＳ Ｋ １５０１    メタノール 

  ＪＩＳ Ｋ １５２２    イソプロピルアルコール(イソプロパノール) 

  ＪＩＳ Ｋ ２２０１    工業ガソリン 

  ＪＩＳ Ｋ ２２４６    防せい油 

  ＪＩＳ Ｋ ６４０１    耐荷重用軟質ポリウレタンフォーム－仕様 

  ＪＩＳ Ｋ ６８０４    酢酸ビニル樹脂エマルジョン木材接着剤 

  ＪＩＳ Ｌ ３２０１    羊毛長尺フェルト 

  ＪＩＳ Ｐ ０１３８    紙加工仕上寸法 

  ＪＩＳ Ｐ ３４０１    クラフト紙 

  ＪＩＳ Ｚ ０１５０    包装－包装貨物の荷扱い図記号 

  ＪＩＳ Ｚ ０２０２    包装貨物－落下試験方法 

  ＪＩＳ Ｚ ０２０５    包装貨物－水平衝撃試験方法 

  ＪＩＳ Ｚ ０２３２    包装貨物－振動試験方法 

  ＪＩＳ Ｚ ０６０１    プールパレット－ 一貫輸送用平パレット 

  ＪＩＳ Ｚ ０６０４    木製平パレット 

  ＪＩＳ Ｚ ０６０５    金属製平パレット 

  ＪＩＳ Ｚ ０６０６    プラスチック製平パレット 

  ＪＩＳ Ｚ ０６１０    ボックスパレット 

  ＪＩＳ Ｚ １４０２    木箱の構造 

  ＪＩＳ Ｚ １４０３    枠組箱の構造 

  ＪＩＳ Ｚ １４０６    さん付き合板箱 

  ＪＩＳ Ｚ １５０６    外装用段ボール箱 
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  ＪＩＳ Ｚ １５１１    紙ガムテープ（包装用） 

  ＪＩＳ Ｚ １５１４    ポリエチレン加工紙 

  ＪＩＳ Ｚ １５１６    外装用段ボール 

  ＪＩＳ Ｚ １５１９    鉄鋼用気化性防せい剤 

  ＪＩＳ Ｚ １５２２    セロハン粘着テープ 

  ＪＩＳ Ｚ １５２３    紙粘着テープ 

  ＪＩＳ Ｚ １５２４    包装用布粘着テープ 

  ＪＩＳ Ｚ １５２５    包装用ポリ塩化ビニル粘着テープ 

  ＪＩＳ Ｚ １５２７    ポリプロピレン製バンド 

  ＪＩＳ Ｚ １５２８    両面粘着テープ 

  ＪＩＳ Ｚ １５３５    鉄鋼用防せい紙 

  ＪＩＳ Ｚ １５３９    包装用ポリプロピレン粘着テープ 

  ＪＩＳ Ｚ １６０１    鋼製タイトヘッドドラム 

  ＪＩＳ Ｚ １６０２    金属板製 18リットル缶 

  ＪＩＳ Ｚ １６２０    鋼製ペール 

  ＪＩＳ Ｚ １６５１    非危険物用フレキシブルコンテナ 

  ＪＩＳ Ｚ １６５５    プラスチック製通い容器 

  ＪＩＳ Ｚ １７０２    包装用ポリエチレンフィルム 

  ＪＩＳ Ｚ １７０６    ポリエチレンかん 

  ＪＩＳ Ｚ １７０９    収縮包装用フィルム 

  ＪＩＳ Ｚ ８３１０    製図総則 

  ＪＩＳ Ｚ ９０１５－１  計数値検査に対する抜取検査手順－ 第一部：ロットごとの検

査に対するＡＱＬ指標型抜取検査方式 

  ＭＩＬ－Ｃ－１０３８２   CORROSION PREVENTIVE,PETROLATUM,SPRAYING  

                APPLICATION:FOR FOOD HANDLING MACHINERY AND EQUIPMENT   

  ＭＩＬ－Ｃ－１１７９６   CORROSION PREVENTIVE COMPOUND,PETROLATUM,HOT  

                APPLICATION 

  ＭＩＬ－Ｃ－１５０７４   CORROSION PREVENTIVE,FINGERPRINT REMOVER 

  ＭＩＬ－Ｃ－１７４３５   CUSHIONING MATERIAL,FIBROUS GLASS 

  ＭＩＬ－Ｃ－６５２９    CORROSION PREVENTIVE,AIRCRAFT ENGINE 

  ＭＩＬ－Ｄ－１６７９１   DETERGENTS,GENERAL PURPOSE 

  ＭＩＬ－Ｄ－３４６４    DESICCANTS,ACTIVATED,BAGGED,PACKAGING USE AND  

                STATIC DEHUMIDIFICATION 

  ＭＩＬ－Ｄ－６０５５    DRUM,METAL REUSABLE,SHIPPING AND STORAGE 

  ＭＩＬ－ＤＴＬ－１１７   BAGS,HEAT-SEALABLE 

  ＭＩＬ－ＤＴＬ－１７６６７ PAPER,WRAPPING,CHEMICALLY NEUTRAL (NON- CORROSIVE) 

  ＭＩＬ－ＤＴＬ－２２０２０ BAGS,TRANSPARENT,FLEXIBLE,SEALABLE,VOLATILE CORROSION 

                INHIBITOR TREATED 
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  ＭＩＬ－ＤＴＬ－６０５４  DRUM,METAL-SHIPPING AND STORAGE 

  ＭＩＬ－ＤＴＬ－６０６０  BAGS,WATERVAPORPROOF,HEAT-SEALABLE,COMPLEX 

  ＭＩＬ－ＨＤＢＫ－３０４  PACKAGE CUSHIONING DESIGN 

  ＭＩＬ－Ｉ－２２１１０   INHIBITORS,CORROSION,VOLATILE,CRYSTALLINE POWDER 

  ＭＩＬ－Ｉ－８５７４    INHIBITORS,CORROSION,VOLATILE,UTILIZATION OF 

  ＭＩＬ－Ｐ－１３０      PAPER,WRAPPING,LAMINATED AND CREPED 

  ＭＩＬ－ＰＲＦ－１０９２４ GREASE,AUTOMOTIVE AND ARTILLERY 

  ＭＩＬ－ＰＲＦ－１２１   BARRIER MATERIALS,GREASEPROOF,WATERPROOF, FLEXIBLE, 

                HEAT-SEALABLE 

  ＭＩＬ－ＰＲＦ－１３１   BARRIER MATERIALS,WATER VAPORPROOF,GREASEPROOF, 

                FLEXIBLE,HEAT-SEALABLE 

  ＭＩＬ－ＰＲＦ－１６１７３ CORROSION PREVENTIVE COMPOUND,SOLVENT CUTBACK, 

                COLD-APPLICATION 

  ＭＩＬ－ＰＲＦ－１８４８７ COMPOUND,GUN SLUSHING 

  ＭＩＬ－ＰＲＦ－２１２６０ LUBRICATING OIL,INTERNAL COMBUSTION ENGINE, PRESERVATIVE 

                BREAK-IN 

  ＭＩＬ－ＰＲＦ－２２０１９ BARRIER MATERIALS,TRANSPARENT,FLEXIBLE,SEALABLE,    

                   VOLATILE CORROSION INHIBITOR TREATED 

  ＭＩＬ－ＰＲＦ－２２１９１ BARRIER MATERIALS,TRANSPARENT,FLEXIBLE,HEAT- SEALABLE 

  ＭＩＬ－ＰＲＦ－２３６９９ LUBRICATING OIL,AIRCRAFT TURBINE ENGINE, SYNTHETIC 

                BASE,NATO CODE NUMBER O-152,O-154,O-156,AND O-167 

  ＭＩＬ－ＰＲＦ－２３８２７ GREASE,AIRCRAFT AND INSTRUMENT,GEAR AND ACTUATOR    

                    SCREW 

  ＭＩＬ－ＰＲＦ－２６５１４ POLYURETHANE FOAM,RIGID OR FLEXIBLE,FOR PACKAGING 

  ＭＩＬ－ＰＲＦ－３１５０  LUBRICATING OIL,PRESERVATIVE,MEDIUM 

  ＭＩＬ－ＰＲＦ－３２０３３ LUBRICATING OIL,GENERAL PURPOSE,PRESERVATIVE 

  ＭＩＬ－ＰＲＦ－３４２０  WRAPPING MATERIALS,VOLATILE CORROSION INHIBITOR,    

                   TREATED,OPAQUE 

  ＭＩＬ－ＰＲＦ－４６００２ PRESERVATIVE OIL,CONTACT AND VOLATILE CORROSION-    

                   INHIBITED 

  ＭＩＬ－ＰＲＦ－６０８１  LUBRICATING OIL,JET ENGINE 

  ＭＩＬ－ＰＲＦ－６０８５  LUBRICATING OIL,INSTRUMENT,AIRCRAFT,LOW VOLATILITY 

  ＭＩＬ－ＰＲＦ－６８０   DEGREASING SOLVENT 

  ＭＩＬ－ＰＲＦ－８１３０９  CORROSION PREVENTIVE COMPOUNDS,WATER DISPLACING, 

                                ULTRA-THIN FILM 

  ＭＩＬ－ＰＲＦ－８１３２２ GREASE,AIRCRAFT,GENERAL PURPOSE,WIDE TEMPERATURE    

                    RANGE,NATO CODE G-395 

  ＭＩＬ－ＰＲＦ－８１７０５ BARRIER MATERIALS,FLEXIBLE,ELECTROSTATIC DISCHARGE 
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                PROTECTIVE,HEAT-SEALABLE   

  ＭＩＬ－ＰＲＦ－８３６７１ FOAM-IN-PLACE PACKAGING MATERIALS,GENERAL  

                SPECIFICATION FOR 

  ＭＩＬ－ＳＴＤ－３０１０  TEST PROCEDURES FOR PACKAGING MATERIALS AND COTAINERS 

  ＭＩＬ－ＳＴＤ－６４８   SPECIALIZED SHIPPING CONTAINERS 

  ＭＩＬ－Ｔ－８１５３３   TRICHLOROETHANE 1,1,1 (METHYL CHLOROFORM) INHIBITED, 

                VAPOR DEGREASING 

  ＭＩＬ－Ｖ－１３８１１   VARNISH,WATERPROOFING,ELECTRICAL,IGNITION 

  ＭＭＭ－Ａ－１６１７    ADHESIVE,RUBBER BASE,GENERAL PORPOSE 

  ＭＭＭ－Ａ－２６０     ADHESIVE,WATER-RESISTANT,(FOR SEALING WATERPROOFED       

  PAPER) 

  ＭＳ ２０００３      INDICATOR,HUMIDITY,CARD,THREE SPOT,IMPREGNATED  

                AREAS (COBALTOUS CHLORIDE) 

  Ｐ－Ｃ－４４４       CLEANING COMPOUND,SOLVENT SOLUBLE,GREASE  

                EMULSIFYING 

  ＰＰＰ－Ｂ－５６６     BOXES FOLDING PAPERBOARD 

  ＰＰＰ－Ｂ－６７６     BOXES SETUP 

  ＰＰＰ－Ｃ－１１２０    CUSHIONING MATERIAL,UNCOMPRESSED BOUND FIBER FOR 

                 PACKAGING 

  ＰＰＰ－Ｃ－１６８３    CUSHIONING MATERIAL,EXPANDED POLYSTYRENE LOOSE- FILL 

                BULK（FOR PACKAGING APPLICATION） 

  ＰＰＰ－Ｃ－１７９７    CUSHIONING MATERIAL,RESILIENT,LOW DENSITY, UNICELLULAR, 

                POLYPROPYLENE FOAM 

  ＰＰＰ－Ｃ－７９５     CUSHIONING MATERIAL,CLOSED CELL FLEXIBILE,PLASTIC FILM 

 

  ＰＰＰ－Ｃ－８５０     CUSHIONING MATERIAL,POLYSTYRENE EXPANDED, 

                RESILIENT (FOR PACKAGING USES) 

  ＰＰＰ－Ｃ－９６      CANS,METAL,28 GAGE AND LIGHTER 

  ＳＡＥ Ｊ １９９３    HIGH-CARBON CAST-STEEL GRIT 

  ＳＡＥ Ｊ ８２７     HIGH-CARBON CAST-STEEL SHOT 

  ＳＡＥ ＡＭＳ１５４７   CLEANER,ANODIC,ELECTROLYTIC,ALKALINE,FOR STEEL, TANK 

                TYPE 

  ＳＡＥ ＡＳ２６８６０   INDICATOR,HUMIDITY,PLUG,COLOR CHANGE 

b)  仕様書 

Ｃ＆ＬＰＳ－Ｅ００００１ 通信電子関係物品共通仕様書 

Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７ 調達品等一般共通仕様書 

 c)  法令等 

   化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和４８年法律第１１７号） 
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   大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号） 

水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号） 

装備品等の製造設備等の認定に関する訓令(昭和５０年防衛庁訓令第４４号) 

d)  その他 

Ｊ．Ｔ．Ｏ．００－２０Ｋ－１ 航空自衛隊装備品等の保管期限統制 

ＮＤＳ Ｃ ７９９９   電子管包装通則 

ＮＤＳ Ｚ ０００１      包装の総則 

2  包装に関する要求 

  包装に関する要求については，附属書Ａによるほか，2.1～2.6による。 

2.1  包装要領の選定の基準 

  包装要領の選定の基準は，次の優先順位による。 

a)  個別仕様書 

b)  ＮＤＳ Ｃ ７９９９ 

c)  附属書Ｂ 

d)  附属書Ｃ 

2.2  個装及び外装のレベル 

  個装及び外装のレベル（以下，“包装レベル”という。）は，個別仕様書に指定がない場合は，

全て次のレベルを適用する。 

a) 個装のレベル：レベルＡ 

b) 外装のレベル：レベルＩ 

2.3  外装の省略 

  次の場合は，外装を省略することが可能である。 

a)  製造工場から納入部品を破損のおそれなく納地まで輸送する場合において，次の事項を満足す

る場合。ただし，耐候処理を必要とする場合又は同一荷姿で納地から転送が予想される場合を

除く。 

1)  個装又は内装に，両面段ボール箱などの容器が使用されており，必要に応じてバンドなど 

   で所要の補強をしてある場合。 

2)  包装内容品の物理的保護の種類が，附属書ＡのＡ6.3に規定するＬａ又はＬｂである場合。 

b)  納入部品が同一会社内の修理工場等に官給するため，当該工場等を納地又は搬入地とする    

場合。 

2.4  再使用可能容器 

個別仕様書において，特に指定する場合は，外装に再使用可能な容器を使用する。 

2.5   キットの包装要領 

キットの包装要領は，附属書Ｄによる。 

2.6   包装の実施 

  契約の相手方は，個別仕様書に指定された包装レベルについて，契約担当官等の承認を得たＰＩ

Ｆ（以下，“承認ＰＩＦ”という。）に基づき包装を実施する。ただし，個装のレベルがＣの場合

には，ＰＩＦを提出する必要はない。 
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3  品質保証 

  品質保証は，附属書ＡのＡ.8による。 

4  その他の指示 

4.1  提出書類 

  契約の相手方は，ＰＩＦの作成を必要とする場合は，附属書ＥによりＰＩＦを作成し，提出す

る。 
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附属書Ａ 

（規定） 

包装の通則 

 

Ａ.1 総則 

Ａ.1.1 適用範囲 

 この通則は，航空自衛隊用として調達する通信電子用部品（以下，“部品”という。）の

包装に必要な共通的事項について規定する。 

Ａ.2 清浄及び乾燥 

Ａ.2.1 清浄 

 清浄は，次による。 

a) 清浄は完全に行うものとし，部品表面に汚れや腐食生成物を残してはならない。 

b) 清浄に際し，部品にきずをつけてはならない。 

c) 分解して清浄する必要のある場合は，汚れの除去が確認できる範囲内に限定する。 

要すれば，複雑な組立品の内部部品は，組立前に清浄し，以後の汚染を避けるよう留意

する｡ 

d) クリチカル部品の表面又は精密仕上げされた表面からは，腐食，汚れ，油脂，汗，指紋

又はその他の酸及びアルカリの残留物を確実に除去しなければならない。 

Ａ.2.2 清浄剤 

 清浄用材料は，表Ａ.１に規定するものを使用する。 

Ａ.2.3 清浄方法 

清浄は，部品に適応した表Ａ.１の清浄剤及び表Ａ.２の中の適正な方法を選定して行う。 

清浄剤及び清浄方法の選定に当たっては，次の事項を十分に考慮する。 

a) 部品の材質と組成  

 1) アルミニウム又は亜鉛製部品は，高アルカリ清浄剤を使用すると有害な影響を受け 

るので使用しない。 

 2) ゴム，皮革，織物，コルクその他の有機質のような非金属部品は，C-1の方法により清

浄するものとし，有機質清浄剤又は水溶性アルカリ清浄剤を使用しない。 

b) 部品の表面仕上 

 1) 研磨したアルミニウムには，アルカリ清浄法を適用しない。 

 2) 金属のクリチカル部品表面には，可能な限り石油系溶剤清浄法又は蒸気脱脂法を用 

いる。 

 3) 多孔性表面，小さなくぼみ又は毛細管状の孔を有する部品，広範囲の重ね継ぎ部， 

ベット結合部，スポット溶接部などの構造を有する部品には，アルカリ清浄法を適用

しない。 

 4) オイル又は黒鉛を含浸させた部品は，乾燥した布で拭き取って清浄する。 

 5) 磁器製品を含む部品又は塗装表面は，強アルカリ溶液で清浄しない。 
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 c) 構造の複雑さ 

 1) 清浄剤がたまりやすい不規則な表面，くぼみ，アンダーカット及びポケットを有する

部品を，溶剤清浄法で清浄する場合は，ブラシがけ又は拭き取りによる。 

 2) 内部の防せいを必要とする複雑な部品は，使用する清浄剤を完全に部品から滴下させ

る。 

 3) 圧力噴射による方法は，比較的簡単な構造のもので，噴射が全表面に到達しうる部品

に限り適用する。 

d) 要求される清浄度 部品に要求される清浄度は，原則としてこの通則のＡ.8.5 に定める清

浄度試験に合格しうるものでなければならない。ただし，個別装備品等の防衛省仕様書等

において規定がある場合には，その規定を満足するものでなければならない。 

Ａ.2.4 特殊系統の清浄 

 飛しょう体の複雑な油圧，空気及び推薬系統，ある種の兵器の一次冷却系統，航空機のタ

ービンの高速ベアリング系統，追尾・誘導系統の特殊電子装置などの清浄度は，特別な基準

が要求されるので，じんあい度については清浄度管理を行う。 

Ａ.2.5 清浄設備 

 清浄装置は，清浄方法及び清浄剤の種類によって多種多様であり，選定された方法，清浄

剤及び部品の特性に適合した設計のものを使用しなければならない。 

 なお，溶剤等のほとんどが，危険物又は有害物であるので清浄設備及び清浄作業場は，関

連する法規に適合するよう配慮する。 

Ａ.2.6 乾燥 

 清浄後直ちに清浄剤や残存湿気を除去するため，適当な方法を用いて完全に乾燥しなけれ

ばならない。乾燥は表Ａ.３に示す方法のうちから，部品に適した方法を選定し，一つ又は二

つ以上の方法の組合せにより行う。 

Ａ.3 防せい剤とその適用 

Ａ.3.1 金属部品の防せい 

 金属部品の防せいについては，次による。 

a) 清浄及び乾燥後に行う。 

b) 接触防せい剤は，部品表面に密着させるとともに，均一で連続した皮膜となるように

行う。 

c) 部品の使用時に防せい剤を除去する場合に，その作業が容易にできるような防せい剤

を使用する。 

d) 部品表面を損傷するおそれのないような防せい剤を使用する。 

Ａ.3.2 接触防せい剤の適用方法 

 接触防せい剤の適用は，表Ａ．５に示す方法のいずれかによるか，その組合せにより行

う。 

Ａ.3.3 気化防せい剤の適用方法 

 気化性防せい剤は，表Ａ．４の P-18 及び P-20 に規定するもののいずれか，又はその組

合せによるものとし，その適用方法は次に示すとおりであるが ，いずれの場合においても

包装系内から気化ガスが消失しないように行う。 

 なお，使用上の制限その他の細部事項は，ＭＩＬ－Ｉ－８５７４（気化性防せい剤の使



13 

 

用法）による。  

a) 気化性さび止め紙等 部品の寸法及び形状に応じて，気化性さび止め紙又は気化性さび

止め透明フィルムで 包み，テープで密封するか，又は気化性さび止め透明袋に入れ，

ヒートシールにより密封する。この場合，さび止め剤処理面を部品の表面に接触させる

か，又は近接させる。透明フィルム及び透明袋は，透明包装を必要とする場合に適用す

る。 

  作動油で被覆された部品に，気化性さび止め紙等を適用した場合は，耐油性バリヤ材で

上包みを施す。ただし，気化性さび止め紙等が耐油性を有する場合を除く。 

  なお，複雑な形状の大型部品を気化性さび止め紙等で包んだとき，部品表面から 30 cm

以上離れる場合には，気化性さび止め剤を併用する。 

b) 気化性さび止め剤 気化性さび止め剤は，部品表面に散布するか，又はガス透過性の清

浄な袋に詰めて使用する。できれば包装容器内に散布し，直ちに容器を密封する。容器

内の気化性さび止め剤の量は，1 ㎥当たり最低 35 gとする。 

c) 気化性さび止め油（Ａ．４参照） 

Ａ.3.4 防せい剤の適用除外 

 防せい剤は，次の部品には適用しない。 

a) クロム，銀，ニッケル，亜鉛又はすずによりめっき又はコーティングされた非クリチカ

ル部品 

b) 固形皮膜潤滑剤，ガラス質又はプラスチック皮膜の処理を施してある部品 

c) プライマ，ペイント，エナメル，ラッカー等により塗装した部品 

d) 防せい剤により損傷するおそれのある材質の部品（繊維，コード類，プラスチック，雲

母，ゴム，紙，フェルト，革及び革製品，あるいは潤滑剤入りブッシング等） 

e) 防せい剤により損傷するおそれのある構造の部品（コンデンサ，電気コネクタ，発電機

回転子，回路遮断器，フューズ，スイッチ，抵抗器，整流器等の電気及び電子部品並び

に機器） 

f) 防せい剤の適用又は除去に際し，構造の損傷，機能の不具合又は操作上の危険を生ずる

おそれのある部品 

Ａ.3.5 非金属部品の保護 

 非金属部品に対しては，必要に応じ適当な処理剤を使用して，硬化，乾燥，老化，腐敗，

変質，分解などによる部品の劣化を防止する処理を行う。 

a) 電気回路系統の保護 電気装置，電子装置，電気回路系統等に使用される非金属部品は，

かび，菌類及び湿気から十分に保護する必要がある。保護剤としては，かび防止・防湿性

ワニス（ＡＳＴＭ Ｄ３９５５，ＡＳＴＭ Ｄ２９５）及び防水性電気点火装置用ワニス

（ＭＩＬ－Ｖ－１３８１１）などを使用する。 

b) 皮革及び皮革製品の保護 皮革及び皮革製品については，皮革の割れ，かびの発生及び水

の浸透に対する保護処理が必要である。保護剤としては，かび防止性皮革処理剤があり，

乳剤形及び溶剤形の２つのタイプがある。 

c) 繊維製品の保護 織物，フェルト，ロープその他の繊維製品については，かび，虫害，菌

類などに対する保護が必要であり，主として化学薬剤を用いる。虫害に対しては，ナフタ

リン又はパラジクロルベンゼンのような気化性殺虫剤を使用する。 
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Ａ.4 個装 

Ａ.4.1 一般原則 

 個装は，輸送及び保管中における環境条件による部品の劣化を防止するため，適切な手段

を用いて部品を保護する技法であり，清浄，乾燥，防せい剤の適用並びに必要に応じて包み

材，緩衝材及び個装容器の使用を包含する。 

この技法（以下，“個装法”という。）は，表Ａ.６のとおり基本法と細別方法とに分類し，

基本法の概要を図Ａ.１に示す。 

個装は，部品の組成及び表面の特性，要求される個装レベル等を考慮し，適切な個装法を選

定して実施しなければならない。 

 なお，清浄からバリヤ材の密封までの各工程は，一連の継続した作業で行うものとし，中

断の必要がある場合は，一時的な保護を行い部品を汚損しないようにしなければならない｡ 

個装に関する要求事項は，次のとおり。 

a) 個装の容積及び質量は，必要最小限にとどめる。 

b) 使用する材料は，規定された品質に合致するものでなければならない。 

c) 選定した個装法において，袋又は容器の使用が要求されている場合は，必要に応じて下

包み，緩衝材又は詰め物を使用して，部品の突起部や鋭角部により袋又は容器が破損し

ないよう保護するとともに，部品が袋又は容器内で自由に移動しないようにする。 

d) 防水又は防湿バリヤ材の内部に使用する緩衝材は，清浄で乾燥したものでなければなら

ない。 

e) 透明個装を必要とする場合，個装内の下包み材又は緩衝材は透明なものを使用する。 

f) 防せい剤皮膜を施した部品に接触する下包み材には，耐油性バリヤ材を使用する。 

  ただし，個装法において，ＭＩＬ－ＰＲＦ－１２１のグレードＡ，ＭＩＬ－ＰＲＦ－１

３１又はＭＩＬ－ＰＲＦ－２２１９１のタイプⅠ又はⅡによる袋を使用する場合は，防

せい剤皮膜を保護するためのみの下包みを施す必要はない。 

g) 防せい剤を適用しない素肌金属部品に直接触れる下包材緩衝材等は，非腐食性でできる

だけ乾燥したものを使用する。非腐食性とは，ＭＩＬ－ＳＴＤ－３０１０（容器及び包

装材料の試験方法）の方法３００５に規定する接触腐食試験に合格する場合をいい，Ｍ

ＩＬ－Ｐ－１３０（しわ付き包装紙）及びＭＩＬ－ＤＴＬ－１７６６７（中性包装紙）

は，これを満足する材料である。 

h) 保管は取扱上の都合により必要と認められる場合は，紙箱，段ボール箱その他の適切な

容器を使用して追加の保護を行う。 

i) 静電気等に対する保護（遮へい－shielding） 電子的高感度部品及び環境場力 

  （environmental field force）により損傷を受けやすいその他の部品については，製造

時から使用時に至るまでの取扱い，輸送及び保管中における静電気，電磁気，磁気又は

放射能による損傷を防止するため，次の要領のいずれか又はその組合せにより保護する

ものとし，Ａ.4.5 のいずれの個装レベルにも適用する。 

 1) 静電気に対する保護 静電気に対する保護を必要とする部品は，ＭＩＬ－ＤＴＬ－１

１７のタイプⅠ，クラスＦ，スタイル１又はタイプⅡ，クラスＨ，スタイル２の袋に

より包装する。 

 2) 電磁気に対する保護 電磁気に対する保穫を必要とする部品は，ＭＩＬ－ＤＴＬ－１
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１７のタイプⅠ，クラスＦ，スタイル１の袋により包装する。静電気及び電磁気の両

者に対する保護を必要とする部品についても同じ要領とする。 

 3) 磁気に対する保護 単純な磁場（無線周波数又は電磁放射と対照して）に対する保護

を必要とする部品は，必要とする保護の程度に対し十分な厚さを有する鉄製又はフェ

ライト系成分の材料により完全に囲って保護する。 

 4) 放射能に対する保護 放射能に対する保護を必要とする部品は，鉛又は鉛入り材料に

より完全に囲って保護する。 

Ａ.4.2 包装用材料 

 包袋用材料は，表Ａ.７～表Ａ.１２で規定する品目及びこれと同等の品質のものを使用す

る。ただし，個別装備品等の防衛省仕様書等において規定がある場合には，その材料を使用

しなければならない。 

Ａ.4.3 緩衝 

a) 緩衝設計及び緩衝技法 特に緩衝設計を必要とする部品についての，設計方法及び緩衝

技法はＭＩＬ－ＨＤＢＫ－３０４（緩衝包装方法）を参考とする。 

b) 緩衝材使用上の条件 防水又は防湿バリヤ材の内部に使用する綬衝材については，それ

ぞれの緩衝材の適用仕様書等の要求事項に加えて，次の条件を満足するものでなければ

ならない。 

 1) できるだけ乾燥している。 

 2) 非腐食性である｡ 

 3) 防せい剤皮膜を施した部品については，耐油性バリヤ材で下含みした後に緩衝を施す。 

Ａ.4.4 熱封かん（ヒート・シール） 

a) ヒート・シールに関する要求事項  ヒート・シール可能バリヤ材のヒート・シールは，

次の３項目を満足するものでなければならない。 

 1) ヒート・シール部から空気の漏えいがあってはならない。 

 2) ヒート・シール部は，それぞれのバリヤ材の該当仕様書等に規定されている防水性，

防湿性及び耐油性と同一品質の性能を有する。 

 3) ヒート・シールは規定の試験に合格しなければならない。 

Ａ.4.5 個装のレベル 

 個装のレベルは，部品の保管期間及び保管環境等に応じて，次のとおりに分類する。 

a) レベルＡ 部品の保管期間が長期にわたる場合，又は温度，湿度，塩分等の影響を受け

やすいような悪い状態で保管する場合の個装 

b) レベルＢ 部品の保管期間が長期にわたらない場合又は保管状態がレベルＡより良好な

場合の個装 

c) レベルＣ 部品が納地で受領後，直ちに使用される場合の個装 

Ａ.4.6 個装実施要領 

 個装は，次の事項を十分に考慮し表Ａ.１３の個装実施要領に基づいて行う。 

 なお，レベルＣの個装を実施する場合には，部品製造会社等の商慣習による包装を実施す

ることが可能である。 

a) 部品の鋭い突起物や角は，適当な材料で保護し，包み材料，袋又は容器の破損を防止す

る。この場合，透明包装の内部にはできるだけ透明な材料を使用する。 
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b) 防水又は防湿包装を行う場合は，包装内部の容積をできるだけ小さくし，下包み材や緩

衝材は十分に乾燥したものを使用し，密封する場合は内部の空気をできるだけ抜く。 

c) 容器に収納する場合は，容器内で部品が自由に移動しないよう緩衝材，支持材（ブロッ

キング)又は押え（ブレーシング）などで固定する。 

d) 個装法５０に使用する乾燥剤は，袋入りの活性吸湿剤とし，できるだけ包装内の全ての

空間に対し吸湿作用がゆきわたり，また，部品の精密仕上面又は防せい剤皮膜に接触し

ないような位置に，テープ，ひもなどで固定する。 

e) 乾燥剤の所要量の計算は，次の 1)又は 2)のいずれかによる。 

 1) 防湿バリヤ材で密封の場合 

   Ｕ＝１７Ａ＋Ｘ１Ｄ＋Ｘ２Ｄ＋Ｘ３Ｄ＋Ｘ４Ｄ 

 2) 金属容器密封の場合 

   Ｕ＝４２Ｖ＋Ｘ１Ｄ＋Ｘ２Ｄ＋Ｘ３Ｄ＋Ｘ４Ｄ 

   Ｕ：使用する乾燥剤のユニット数（ＭＩＬ－Ｄ－３４６４に規定する乾燥剤の単位） 

   Ａ：使用する防湿バリヤ材の面積（㎡) 

   Ｖ：容器の内容積（㎥） 

   Ｄ：包装内部の吸湿性材料の質量（㎏） 

  Ｘ１：繊維性材料（木材を含む）及び下記以外の材料 ・・・・１６．０ 

  Ｘ２：固着繊維（ゴムで固めた合成繊維又は械吻繊維）・・・・・７．０ 

  Ｘ３：ガラス繊維 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４．０ 

  Ｘ４：ゴム及びプラスチックフォーム ・・・・・・・・・・・・１．０ 

f) 個装法５０においては，必ず湿度指示計を使用する。湿度指示計はＭＳ ２０００３（カ

ード式）又は，ＳＡＥＡＳ２６８６０（プラグ式）を使用し，カード式湿度指示計は，

乾燥剤からなるべく離れた位置で防湿バリヤ材の最終密封部の近くの内側に挿入する。

また，検査窓を取り付けた場合は，その内側の見やすい位置に挿入する。 

g) 個装法５０において，防湿バリヤ材の袋を使用する場合は，少なくとも２回開封して再

密封ができる大きさの袋を使用する。 

Ａ.4.7 個装単位 

 個装の包装単位は，個別装備品等の防衛省仕様書等に指定されている場合はこれを適用し，

指定のない場合は，ＪＱＵＰ（航空自衛隊指定個装内容数）による。これらのいずれにも該

当しない場合は，次の事項を標準として決定するものとし，全ての個装レベルに適用する。 

a) 通常は１００の約数を採用するものとし，特に小形部品の場合は１０００の約数を採用

する。 

b) 組又はセットとなった部品は，それぞれ１組又は１セットを個装単位とする。 

c) キットについては，構成品の数量に関係なく１キットを個装単位とする。 

d) 個装法５０を通用する部品の個装単位は全て１個とする。 

e) 商慣習によって一定の基準数量がある部品については，その数量を採用することが可能

である。 
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Ａ.5 内装 

Ａ.5.1 内装の基準 

a) 内装は，荷役，保管及び出荷に際し，個装した部品を直接外装することが不適当な場合，

又は特に必要と認められる場合に実施する。 

b) 内装の実施要領は，個別装備品等の防衛省仕様書等に規定されない限り，次のとおりと

する。 

 1) 原則として同一部品ごとに内装する。 

 2) 内装容器に収納する個装数量は最大１００とする。 

 3) 内容品質量は，原則として 18 ㎏以下とする。 

  4) 航空自衛隊各補給処において，自動倉庫内に保管するために特に指定された部品の内 

装寸法は，各補給処ごとに定める寸法以下とする。 

Ａ.5.2 内装方法 

 内装は，Ａ.4.2 に規定する材料を使用し，個装した部品を２個以上の適当な数量にまとめ，

次の方法のいずれかにより実施し，内装表示を行なう。 

a) 段ボール箱等の容器に収納し，必要に応じて緩衝を施し，テープ又は接着剤で封かんす

る。封かんは，完全密封の必要はなく，容易に開かない程度とする。 

b) 適当な包み用材料で包むか袋に入れ，テープなどで封をする。 

c) 適当な緩衝材で包みテープなどで封をする。 

d) バンド又はテープなどで結束する。 

Ａ.6 外装 

Ａ.6.1 外装の基準 

 外装の基準は，個別装備品等の防衛省仕様書等に規定されない限り，次による。ただし，

個装法の規定において剛性容器の使用が指定され，出荷容器を兼ねることができる場合には，

外装を施す必要はない。 

a) 外装は，Ａ.6.3 の物理的保護の区分を設計条件とし，Ａ.6.2 の外装のレベルに合致する。 

b) 外装の容積及び質量は，必要な範囲で経済性を考慮する。 

c) 外装に適用する緩衝材，支持材及び押さえ材等は，効果的に使用する。 

d) 外装には，所定の表示及び標識を明記する。 

Ａ.6.2 外装のレベル 

 外装のレベルは，輸送機関の種類，輸送距離及び積替えの度数などに応じて，次のとおり

分類する。 

a) レベルⅠ 納地までの輸送中に積替えが行われる場合又は納地から転送が予想される場

合の外装 

b) レベルⅡ 納地までの輸送中に積替えがなく，かつ，納地から転送を考慮する必要のな

い場合の外装 

Ａ.6.3 物理的保護の区分 

 物理的保護の区分は，外装の種類，強度及び緩衝材を決定するための要素として，部品の

形状，寸法，質量及び特性等を考慮し，表Ａ.１４に基づき設定する。 
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Ａ.6.4 外装方法 

 外装はＡ.4.2 に規定する材料を使用し，次に基づき適切な方法で行う。ただし，レベルⅡ

の外装を実施する場合には，部品製造会社等の商慣習による外装を実施することが可能であ

る。 

a) 容器の選定 外装の容器は，表Ａ.１０に規定するもののうち，次を考慮して，表Ａ.１

５及び表Ａ.１６に基づき選定する。 

 1) 個装又は内装の程度 

 2) 指定された外装のレベル 

 3) 物理的保護の区分 

 4) 納地の環境条件 

b) 容器内における部品の固定 個装又は内装した部品は，適当な数量ごとにまとめ，必要に

応じて次のいずれかの方法により容器に収納し固定する。 

 1) Ａ.4.3 により適切な緩衝材又は詰め物を使用して，固定及び保護を行う。 

 2) 不規則な形状若しくは損傷しやすい突起部のある部品又は重心の片寄った部品は，容

器内において移動等による破損等を防止するため，支持材又は押さえ材を使用して固

定する。 

   なお，支持材又は押さえ材により固定する場合は，部品の最も強度及び剛性のある部

分を選び，できるだけ支持する面積を大きくするか，又は分散して支持しなければな

らない。 

 3) 機械類及び組立部品類において，粗暴な取扱いに十分耐える強度のボルト穴を有す 

る場合は，ボルトを使用して容器に固定するものとし，次の点を留意しなければなら

ない。 

 3.1) 部品のボルト穴を損傷しないように保護する。 

 3.2) 外装容器の底部に滑材（スキッド）がある場合は，滑材を通してボルト締めをうも

のとし，ボルトの頭部は滑材の外面下に埋め込むとともに，ナットは振動等による緩

みを防止する方法で締め付ける。 

 3.3) 部品と外装容器の内面（側，つま及び天井）との間には，適切な間隔をとる。 

c) 容器の密閉 容器の密閉は，容器の該当仕様書又は規格等により実施する。 

d) 容器の補強 容器の補強は，必要に応じて，帯鋼又はテープ等を使用して行う。 

Ａ.6.5 通箱の使用 

 紙箱，両面段ボール箱又はファイバ箱により個装又は内装を施し，かつ，部品の物理的保

護の区分がＡ.6.3 に規定するＬａ又はＬｂの場合には，外装に代えて通箱を使用することが

可能である。ただし，納地から転送が予想される場合を除く。 

Ａ.6.6 混合包装 

 ２品目以上の個装又は内装を組み合わせて外装（以下，“混合包装”という。）する方が

経済的，かつ，合理的である場合は，混合包装をすることが可能である。ただし，この場合

は，個装又は内装に結束，緩衝包み，紙箱，両面段ボール箱又はファイバ箱等を使用し，か

つ，緩衝材等を用いて部品に損傷のおそれのないようにしなければならない。 

Ａ.6.7 集合包装 

 部品の種類，特性及び出荷数量等に応じて，荷役及び出荷作業の便宣を図るために，集合
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包装によることが可能である。 

Ａ.6.8 耐候処理 

 屋外保管又は特に耐候処理を個別装備品等の防衛省仕様書等で指定された場合は，耐水性

容器を使用するか，又は防水紙により容器内にケースライナ（図Ａ．２参照）又は内張りを

施す。 

Ａ.7 表示・標識 

Ａ.7.1 一般事項 

 包装の表示及び標識の実施に関する要求は，次のとおりとする。ただし，通箱については

適用しない。 

a) 表示の書き方 原則として，左からの横書きとし，数字はアラビア数字，漢字は常用漢

字を用いる。 

b) 表示・標識の色 特に指定するものを除き黒色とする。ただし，ＯＤ（Ｏｌｉｖｅ Ｄ

ｒａｂ）色の容器には黄色，また青色の容器には白色をそれぞれ使用する。 

c) 表示方法 表示は，刷り込み，スタンプ，ラベル又は印刷等によるものとし，見やすい

箇所に明確に表示するとともに，輸送，荷役及び保管において，にじみ，退色，剥落，

消滅等が生じないようにしなければならない。 

  なお，屋外保管を指定された場合は，外装の表示及び標識に耐水性の処理を施す。 

d) 個装法５０の表示 個装法５０の包装を実施した場合は，個装，内装及び外装のいずれ

にも図Ａ．３の表示を行なう。 

e) 一般貨物の荷扱い図記号の表示 ＪＩＳ Ｚ ０１５０により，必要な表示を個装，内

装及び外装に行う。 

f) 静電気等警告マークの表示 静電気等に対する保護を必要とする包装を実施した場合

は，図Ａ．４の該当する表示を行う。 

Ａ.7.2 表示・標識用材料 

 表示・標識用材料は，Ａ.4.2の規定によるほか，次の各項による。 

a) 表示・標識用材料は，耐水性のステンシル及びマーキング用インク又は塗料を使用する。

また，ラベルを張る場合の接着剤は，耐水性のものを使用する。 

b) Ａ.6.8の耐候処理を適用した場合のラベルには，耐水性の処理を施した物を使用する。 

c) ラベル用紙 ラベル用紙は，特に指定のない限り白色とする。 

d) 使用可能（合格）物品票 使用可能（合格）物品票（以下，”物品票”という。）及び

記載要領は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 2.4.7 による。 

e) パッキング・リスト挿入用封筒 パッキング・リスト及び管理換票挿入用封筒は，耐水

性とする。 

Ａ.7.3 個装の表示 

 個装の表示は，表Ａ．１３によるほか，次による。 

a) 内容品表示 内容品表示は，原則次のとおり行う。ただし，1）～6）について，表題は

表示せず直接，必要項目を記入することが可能である。 

 1) 調達要求番号（地方調達の場合は，契約番号） 

 2) ITEM NO. 

 3) 物品番号 
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 4) 部品番号 

 5) 品名 

 6) 数量 

 7) 個装法及び包装実施年月 

 8) ＰＩＦ整理番号（適用される場合のみ。） 

 9) 製造番号（SERIAL NO.）（適用される場合のみ。） 

 10) ＡＣ開始年月（Ａ.7.6 d)参照） 

 11) 契約不適合の修補等請求期限（契約条項に定める契約不適合の修補等請求期限の年月

を歴年月で記入する。） 

 12) 包装責任者押印又はスタンプ 

b) 個装法５０の表示 個装法５０の表示は，Ａ.7.1 d)による。 

c) 静電気等警告マークの表示 静電気等警告マークの表示は，Ａ.7.1 f)による。 

d) 特定化学物質・有害物質の使用表示 特定化学物質及び有害物質（以下，“特定化学物

質等”という。）を使用している部品で，当該部品に直接表示が不可能な場合は，個装

の見やすい位置に，Ａ.7.6 g)により表示を行う。 

e) 物品票の張付け 個装のまま混合包装又は通箱により出荷する場合，若しくは内装又は

外装を省略して納入する場合は，Ａ.7.2 d)による物品票を張り付ける。この場合，a)の

内容品表示は省略することが可能である。 

f) 特殊表示 特殊表示については，Ａ.7.6 のうち，該当項目についてのみ適用する。ただ

し，個別装備品等の防衛省仕様書等に規定されている場合は，その表示を行わなければ

ならない。 

g) その他 個装法に規定される最終容器が，出荷容器を兼ねるとみなされる場合は，最終

容器にはＡ.7.5 に定める外装の表示を行う。 

Ａ.7.4 内装の表示 

 内装の表示は，次による。 

a) 物品票の張付け 内装には，Ａ.7.2 d)による物品票を張り付ける。 

b) 個装法５０の表示 個装法５０の表示は，Ａ.7.1 d)による。 

c) 静電気等警告マークの表示 静電気等警告マークの表示は，Ａ.7.1 f)による。 

d) 特殊表示 特殊表示については，Ａ.7.6 のうち，該当項目についてのみ適用する。ただ

し,個別装備品等の防衛省仕様書等に規定されている場合は，その表示を行わなければな

らない。 

Ａ.7.5 外装の表示・標識 

 外装の表示・標識は次のとおりとし，表示要領は図Ａ．５を基準とする。円筒形容器につ

いてはこれを準用する。 

a) 内容品表示 内容品表示は，内容品表示票（図Ａ．６）によるものとし，原則として外

装正面に行う。 

なお，直接記入する場合は，表題は表示せず直接必要項目を次のように行う。 

 1) 調達要求番号（地方調達の場合は，契約番号） 

 2) 物品番号 

 3) 部品番号 
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 4) 品名 

 5) 数量 

 6) 個装法及び包装実施年月 

 7) 製造番号（SERIAL NO.）(適用される場合のみ。) 

 8) ＡＣ開始年月（Ａ.7.6 d)参照） 

 9) 質量・容積 

 10) 外側寸法（Ａ.7.6 b)参照） 

b) 個装法５０の表示 個装法５０の表示は，Ａ.7.1 d)による。 

c) 静電気等警告マークの表示 静電気等警告マークの表示は，Ａ.7.1 f)による。 

d) ボックス番号の表示 ボックス番号は，CP(中央調達）又は DP（地方調達）番号及びその

出荷個数を次のとおり表示する。ただし，CP(中央調達）又は DP（地方調達）番号を指定

しない場合は，包装組合せ番号のみを表示する。 

   例 （中央調達） 

     CP 3651 8417 0001-2/51) 

      CP又は DP 番号     包装組合せ番号 

     注
1)
 包装組合せ番号を示すもので，同一部品が５包装になった場合 

       1/5，2/5，…… 5/5のように示す。 

e) 航空自衛隊標識 航空自衛隊標識は，ＮＤＳ Ｚ ０００１に示す標識を使用し，外装の

大きさに適した寸法で表示を行い，その場所は，外装正面中央上部を原則とする。 

f) 荷受人及び発送人の名称並びに同住所に関する表示 荷受人及び発送人の名称並びに同

住所に関する表示は，外装裏面の中心部の底から１／３の位置に次の項目を表示する。 

  荷受人：荷受人の名称及び同住所（県・郡又は市・町） 

  発送人：発送人の名称及び同住所（県・郡又は市・町） 

g) 物品票 Ａ.7.2 d)による物品票を，外装の左側面に張り付ける。 

h) 特殊表示 特殊表示については，Ａ.7.6 のうち，該当項目についてのみ適用する。ただ

し，個別装備品等の防衛省仕様書等に規定されている場合は，その表示を行わなければ

ならない。 

Ａ.7.6 特殊表示 

 特殊表示については，次の各項のうち必要なものを個装，内装又は外装の適当な位置に表

示する。 

a) セットの表示 部品をセットとして出荷する場合，外装の正面及び左側面（つま）の右

下部にセット番号とセット当たりの箱数及び直径 50 ㎜の円を表示する。 

   例 同一部品が２４セット出荷される場合，その各セットが４個の容器に包装された

場合は，あるセットの第２番目の容器は次のように表示を行う。 

       ● ………………… セットのマーク 

       SET 24 …………… ２４セットの表示 

       PKG 2 of 4  ……… ４個のうちの２番目 

b) 外側寸法の表示 外装の一辺が 1.8 ｍを超える場合，又は容積が 0.85 ㎥以上の場合に

は，次の例に準じて表示しなければならない。 

   例 2×1.8×1.2Ｍ〔長さ(Ｌ)×幅(Ｗ)×高さ(Ｈ)〕 
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c) 構造上の表示 次のような表示を必要とする場合は，それぞれの該当部位の上側又はそ

の近くのよく見える個所に表示する。 

 1) 検査窓 

 2) まず頂部を外せ 

 3) 再使用可能容器 

 4) ここを切れ 

 5) ここから外せ 

d) ＡＣ開始年月表示 Ｊ.T.Ｏ.００－２０Ｋ－１シリーズによりエイジコントロール（Ａ

Ｃ）が要求されている部品（以下，“ＡＣ品目”という。）は，次の例によってＡＣ開

始年月を表示する。ただし，異なったＡＣ開始年月を持つ２個以上の部品を同一包装内

に入れる場合には，その部品の最も早いＡＣ開始年月を記入する。 

e) 防水包装の表示 ケースライナ等による防水包装のものについては，ステンシル又はラ

ベルにより次のとおり表示する。 

  防水包装：使用又は検査のほか開こんを禁ず。 

f) ＶＣＩ（気化性防せい剤）使用の表示 ＶＣＩ（気化性防せい剤）を使用した包装には，

その旨を表示する。 

g) 特定化学物質等の使用表示 特定化学物質等を使用している部品で，当該部品に直接表

示が不可能な場合は，個装及び外装に次の表示を，ラベル，スタンプなどを使用し朱色

をもって表示する。 

 

（特定化学物質等名）使用 又は 特定化学物質等名 

    （単一部品） 

 

         （特定化学物質等名） 

本製品には，次の部品に（特定化学物質等名）が含まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

品     名 
  

 

 

 

 

 

 

物 品 番 号 
 

部 品 番 号 
 

 
 

（組部品，機械，装置等） 

Ａ.7.7 混合包装の表示・標識 

 混合包装の表示及び標識は，次によるほか，Ａ.7.5 に準じて行う。 

a) 内容品表示 内容品表示は，次のとおり行うものとし，表題は表示せず必要事項を直接

表示することも可能である。 

 1) 調達要求番号（地方調達の場合は，契約番号） 

 2) 品名 

 3) 包装実施年月 
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 4) 質量・容積 

 5) 外側寸法（Ａ.7.6 b)参照） 

  例 3-27-2045-040A-A-0301 

    混合（内容明細パッキング・リスト参照） 

    9/15（月/西暦下２桁） 

    WT:160 KG   CU:4.32 ㎥ 

    2×1.8×1.2 M 

b) ボックス番号の表示 ボックス番号の表示は，Ａ.7.5 d)による。ただし，CP(中央調達）

又は DP（地方調達）番号を記載することが困難な場合は，パッキング・リストに記載す

ることにより外装の表示を省略することが可能である。 

c) 物品票 物品票の張付けは，Ａ.7.5 g)による。ただし，内容明細の記入に当たっては，

物品番号欄に“混合（内容明細パッキング・リスト参照）”と記入する。 

d) パッキング・リスト 混合内容の明細がわかるパッキングリストを２部作成し，１部を

外装容器内部に挿入，他の１部を耐水性の封筒に挿入後，外装表面に釘又はテープ等で

取り付けるものとし，同封筒の表面に“パッキング・リスト”と明記しなければならな

い。取付場所は，外装左側面（つま）の右手下部を原則とする。 

Ａ.8 品質保証 

Ａ.8.1 一般事項 

 包装がこの通則の要求事項に合致していることを保証するための検査を実施しなければな

らない。 

 なお，包装材料等において，認定検査又は初回試験が要求される場合には，これらの検査

又は試験に合格していることを確認しなければならない。 

Ａ.8.2 認定検査 

 包装に使用する材料において，装備品等の製造設備等の認定に関する訓令第４条に規定す

る指定品目に該当する品目は，認定検査に合格したものでなければならない。 

Ａ.8.3 初回試験等 

 包装に使用する材料において，仕様書で初回試験が要求されている場合は，防衛省仕様書

等に基づく初回試験に合格したものでなければならない。また，輸入材料を使用する場合は，

外国政府，軍及び公共機関又は外国における原製造業者が仕様書及び規格等で要求する試験

に合格したものでなければならない。 

Ａ.8.4 検査 

 包装見本検査及び包装検査とし，次のとおり実施する。 

a) 包装見本検査 包装の設計，材料及び方法の適否をあらかじめ確認する必要がある場合

は，防衛省仕様書等に規定するところにより包装見本検査を実施するものとし，その要

領は，表Ａ．１７による。 

  なお，包装見本は，量産用包装と同一の包装を行ったものでなければならない。 

b) 包装検査 量産用包装について，この通則に合致していることを確認するため，次の検

査を実施する。 

 1) 受入検査 購入する包装用材料が該当仕様書等に合致していることを確認するため，

受入検査を実施するものとし，その方法等は，該当仕様書等による。 
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 2) 工程中の検査 包装の方法及び工程の適否を確認するため，表Ａ．１７における分類

Ａの検査項目について，検査を実施するものとし，検査ロットの選定及び抜取りは，

原則として下記の 4）及び 5）による。 

 3) 完成品の検査 個装の完成品がこの通則に合致していることを確認するため，表Ａ．

１７における分類Ｂの検査項目について，検査を実施するものとし，検査ロットの選

定及び抜取りは，原則として 4）及び 5）による。ただし，耐漏えい性の検査について

は，個装法が３１～３３，４１～４５，５１～５５の場合に実施する。 

なお，表Ａ．１７における分類Ｃの検査は，特に指示がある場合に実施する。 

 4) 検査ロット いかなる場合においても検査ロットは，作業命令，契約，品目及び数量

に関係なく，同等の包装材料を使用しているものについては，同一とする。 

 4.1) 工程中の検査については，実質的に同等の作業条件に属するものを同一ロットと 

する。 

 4.2) 完成品の検査については，次のいずれかに属するものを同一ロットとする。 

 4.2.1) 同等の個装法により包装し，かつ，同一試験方法を適用する。 

 4.2.2) 個装法は異っているが，同一のバリヤ材（タイプ，グレード及びクラスが同一の

もの）又は全く同一の封かん方法を適用する。 

 4.2.3) 表Ａ．１７の分類Ｃの検査は，同等の方法で外装を実施した同一部品の包装を同

一ロットとする。 

 5) 抜取り 検査用試料の抜取りを実施する場合は，原則として，ＪＩＳ Ｚ ９０１５

－１に準拠して実施するものとし，検査水準及び合格品質水準（以下，“ＡＱＬ”とい

う。）は，次のとおりとする。ただし，品質が安定している場合には，ほかの検査水準

及びＡＱＬを採用することが可能である。 

 5.1) 表Ａ．１７における分類Ａの検査項目については，検査水準Ⅰ，ＡＱＬ 4.0％ 

    とする。 

 5.2) 表Ａ．１７における分類Ｂの検査項目については，次による。 

 5.2.1) なみ検査は，検査水準Ｓ－４，ＡＱＬ 4.0％とする。 

 5.2.2) ゆるい検査は，検査水準Ｓ－３，ＡＱＬ 4.0％とする。 

 5.3) 表Ａ．１７における分類Ｃの検査項目については，特に指示のある場合を除き任意

に検査水準，ＡＱＬ及び検査の厳しさを決定することが可能である。 

 6) 品質管理計画又は検査体系 製造業者等（外注業者を含む。）において，品質管理計

画又は検査体系が確立されており，この通則の要求事項を満足する包装を保証し得る

抜取り及び検査の規定を包含する場合は，上記の抜取り及び検査の条項に代えて，そ

の計画又は体系を適用することが可能である。 

c) 不合格の処理 検査の結果，不合格となった包装又はロットについては，不良材料を除

き，包装の工程，方法及び作業条件等を必要に応じて改善し，再検査を受けることが可

能である。 

  なお，不良の包装は，是正処置を行うか，又は良品と区別する。 

d) 資料の処置 検査及び試験に使用した全ての資料は，必要に応じて再包装を行うものと

し，最初の個装法と同一方法で再包装したものは，最初のロットの一部分とみなすこと

が可能である。  
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ただし，試験の結果，部品が損傷を受けたとみなされる場合は，その部品の使用可能性

を確認するための必要な処置を講じる。 

Ａ.8.5 試験方法 

 包装の試験は，表Ａ．１８の指示に基づき，次に規定する方法により行う。ただし，２種

類以上の個装法が適用されている場合は，それぞれの個装法に指示された項目について行わ

なければならない。 

a) 清浄度試験 清浄度試験は，全ての個装法について行うものとし，次のいずれか若しく

は組合せの方法により行う。ただし，クリーン・ルームにおいて作業を行った部品には

適用しない。 

1) 目視試験 部品表面に汚れ，さび，ごみ，油，グリース，繊維などの異物が残ってい

るかどうかを肉眼で調べる。 

   異物による汚染が認められないときは合格とする。 

2) 拭き取り試験 清浄で毛羽立たない白布及び黒布で，部品表面のそれぞれ別な一部を

拭き取り，異物による汚れの有無を調べる。 

   白布及び黒布のいずれにも，肉眼で判明する汚れが認められないときは合格とする。 

3) 酸及びアルカリの残留試験 最終清浄後金属部品の表面がぬれている間（乾燥してい

る場合はその一部を蒸留水でぬらす。）にｐＨ試験紙で試験する。ｐＨ試験紙は，メ

チルレッド紙及び赤色リトマス紙又は万能ｐＨ指示紙を使用し，変色の有無を調べる。 

      メチルレッド紙及び赤色リトマス紙のいずれにも変色がないときは合格とする。また，

万能ｐＨ指示紙を用いた場合は，ｐＨが 6.4～8.3の範囲内のときは合格とする。 

     なお，この試験は，清浄方法としてアルカリ清浄法，乳剤清浄法又は電解清浄法を採

用した場合だけに適用する。 

b) 防せい剤皮膜の試験 防せい剤を適用した場合，被膜の均一性，連続性及び保持性を肉

眼で調べる。硬質防せい剤皮膜については，亀裂の有無について厳密に調べる。 

  防せい剤皮膜の不均一や被膜の減少が認められない場合，あるいは部品のバリヤ材と 

の接触部に腐食が認められない場合，並びに硬質防せい剤皮膜に亀裂が認められない場

合は合格とする。 

c) 耐漏えい性試験 

 1) 一般事項 

 1.1) 耐漏えい性試験のうち，真空室漏えい試験又は温水漏えい試験を行う試料は，試験

に先立って周囲の条件と同一に調整するため，４時間以上放置しなければならない。 

    部品及び材料が，工程中又は工程前に周囲の条件の下に置かれていた場合は，その

時間を調整時間の一部とみなすことが可能である。 

 1.2) 界面活性剤 包装表面の空気を除き，バリヤ材からの実際の空気の漏えいを見やす

くするために，界面活性剤を試験用の水の中に加える。 

    界面活性剤は，着色したスルホこはく酸ジオクテルナトリウムの 1％溶液を使用す

る。 

 2) 真空室漏えい試験 水を入れた容器を真空室に納め，1.1)で調整した試料を容器内の

水中に，試料の最上部が水面から 25 mm を超えない深さに浸せきする。真空室の内部

を，試料が熱封かん袋及び金属容器の場合は水銀柱 216 mm，金属以外の剛性容器の場
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合は水銀柱 140 mm の真空度にする。この減圧状態で３０秒間保持し，その間の空気の

漏えいの有無を調べる。 

    なお，試験は試料を反転させて繰り返し行う。 

    試料の各位置について気泡の発生を調べ，表面又は封かん部から一様な気泡の流出又

は継続的な気泡の発生が認められないときは合格とする。ただし，試料表面に現われ

てそのまま付着しているか，または徐々に分離する気泡は差し支えない。 

 3) 減圧保持試験 試料のバリヤ材又は容器に管を取り付け，管を減圧装置（アスピレー

タ又は真空ポンプ）と接続する。圧力計又はマノメータで測定して，水銀柱 9 mm±1 

mm，又は水柱 127 mm±13 mm になるまで試料内の空気を抜いて管を閉じる。この場合，

試料内の圧力を平衝状態にするため数回にわたって空気を抜く。次いで，試料をその

まま１０分間放置後，真空度の減少の割合を測定する。 

   なお，試料に取り付ける管は，試験終了後容易に試料から取り外すことができ，かつ，

容易に試料を再密封できるようなものでなければならない。 

     １０分間放置後，試料の最初の真空度の 25％以上真空度が減少していないときは合格

とする。 

 4) 浸水漏えい試験 試料を密封したときの環境温度より低い温度 5 ℃以上）の水中に試

料を浸せきする。試料の上面が水面から 25 mm～50 mm の深さの位置になるようにし，

１時間以上浸せきする。浸せき後取り出し，試料の外側の水分を注意深く除き，試料

を開いて浸水の有無を調べる。 

試料の内部に浸水が認められないときは合格とする。 

 5) 圧力保持試験 試料に空気供給用の管を取り付け，空気供給装置（コンプレッサなど）

及び圧力計と接続する。試料内に圧縮空気を徐々に送り込み，内部圧を，試料がバリ

ヤ材及び金属容器の場合は水銀柱 216 mm，金属以外の剛性容器の場合は水銀柱 140 mm

の空気圧になるまで加圧し，平衝状態に保持して空気の供給口を閉じる。この場合，

試料内の圧力を平衝状態にするため，数回にわたって空気を送り込むものとし，規定

の内圧以上に上げすぎないよう注意する。 

次に，次のいずれかにより，圧力計の圧力の減少の有無又は気泡の発生による漏えい

の有無を調べる。 

 5.1) 試料を３０分放置した後，圧力計の圧力を測定する。圧力の減少が全く認められな

いときは合格とする。 

 5.2) 水槽の使用が可能で，容器が比較的小さい場合は，加圧した試料の上面が水面から

25 mm～50 mm の深さになるように水中に浸せきし，反転させて漏えいの有無を調べ

る。 

 5.3) 水槽が利用できないか，又は容器が大きすぎる場合は，試料の封かん部や継ぎ目に

石けん水を塗布して気泡の発生の有無を調べる。 

 5.4) 5.2)，5.3)のいずれの場合においても，空気の漏えいにより気泡が大きくなるとか，

破裂するとか，又はいずれかの表面から一様な気泡の流出や継続的な気泡の    

発生などが認められないときは合格とする。 

    仮に，5.1)の場合において圧力の減少が認められたときは，超音波漏えい検出器又

は 5.2)，5.3)のいずれかの方法により，漏えい部分を検出し，必要な容器の修理を
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行う。 

超音波漏えい検出器は，全てのタイプ及び寸法の加圧容器の極めて小さい漏えいの部

分の検出が可能である。 

なお，圧力の減少が認められるにもかかわらず，漏えい部分が発見できないときは，

試験を繰り返し行う。 

 6) 温水漏えい試験 1.1）で調整した試料を，その調整温度より 28 ℃以上高い温度に加

熱した温水中に，試料の上面が水面から 25 mm 以内の深さの位置になるようにして，

１５秒間以上浸せきする。 

   同様に試料の全ての面を同じ位置に回転させ，全表面について繰り返し漏えいの有無

を調べる。ただし，温水中に浸せきする時間は全部で 8 分間以内とする。 

   試料の各位置について気泡の発生を調べ，表面又は封かん部から一様な気泡の流出，

又は継続的な気泡の発生が認められないときは合格とする。 

   なお，試料の表面に付着しているか，又は徐々に分離する気泡は差し支えない。 

 7) 圧縮漏えい試験（柔軟性試験のみに適用する）出荷時と同一環境中において，柔軟性

容器の密封中にできるだけ多くの空気を試料内部に封入する。次いで，試料を表面か

ら 25 mm～50 mmの深さになるよう水中に浸せきするか，又は試料の全ての封かん部及

び継ぎ目に石けん水を塗布した上，試料を圧縮して内部の圧力を増加させ漏えいの有

無を調べる。 

   気泡の発生が認められないときは合格とする。 

d) 封かん試験 

 1) 試料の選定 熱封かん又はインパルスシールなどの溶融密封部に対する封かん試験の

試料は，原則として密封した包装から採取する。ただし，生産時の使用状態と同一に

調整した封かん機械で作成した試験片から試料を採取してもよい。この場合には，必

要に応じて包装作業前に各機械ごとに各種バリヤ材の試験片を作成して試験を実施し

なければならない。さらに，必要に応じて実際の包装から試料を採取して試験を行う。 

 2) 方法 包装又は試験片の封かん部が完全に冷却した後，封かん部の線に直角に 25 mm

幅の試料を切り取る。切り取った試料は，折り目を付けないようにして封かん部の線

と荷重の方向が直角になるように，資料の両端を適当なクランプで留める。この場合，

封かん部はクランプの中間になるようにする。次に，一方のクランプを適当な装置に

固定し，他方のクランプを利用して試料に衝撃を与えないように，静かに均一に静荷

重を加え，室温で５分間放置する。この間２分後及び５分後の２回にわたり，封かん

部の剥離の状況を記録する。静荷重は，材料により表Ａ．１９のとおりとする。 

   ただし，室温が 32 ℃を超える場合には，静荷重を 5％減少することが可能である。 

 3) 結果の判定 試験の終りの３分間に，試料の封かん部が剥離しないときは合格とする。

初めの２分間に実際の封かん部に隣接した部分の，部分的な溶着の剥がれは差し支え

ない。 

e) 循環ばく露試験 循環ばく露試験は，個別装備品等の防衛省仕様書等において，包装見

本検査の実施が規定された場合に行う試験で，外装完了品（個装法に規定する最終容器

が，出荷容器を兼ねる場合を含む。）について，該当漏えい試験に先立って実施する。

試験は，次に規定する方法Ａ又は方法Ｂに基づいて行う。 
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 1) 方法Ａ 

    1 夜放置（約 16時間） …… 49 ℃～55 ℃ 

    散水 2 時間 …………………… 10 ℃～16 ℃ 

    放置 2 時間 ………………… －23 ℃～－18 ℃ 

    散水 2 時間 …………………… 49 ℃～55 ℃ 

    散水 2 時間 …………………… 10 ℃～16 ℃ 

    1 夜放置（約 16時間） …… 17 ℃～10 ℃ 

    放置 4 時間 …………………… 49 ℃～55 ℃ 

    散水 2 時間 …………………… 10 ℃～16 ℃ 

    放置 2 時間 …………………… 17 ℃～10 ℃ 

    1 夜放置（約 16時間）……… 49 ℃～55 ℃ 

    散水 2 時間 …………………… 10 ℃～16 ℃ 

    放置 2 時間 ………………… －23 ℃～－18 ℃ 

    放置 3 時間 …………………… 17 ℃～10 ℃ 

    1 夜放置（約 16時間） …… 49 ℃～55 ℃ 

 2） 方法Ｂ 次の循環順序で連続 3 日間ばく露を繰り返した後，49 ℃～55 ℃で１夜放置

する。 

    1 夜放置（約 16時間） …… 49 ℃～55 ℃ 

    散水 2 時間 …………………… 10 ℃～16 ℃ 

    放置 4 時間 …………………… 49 ℃～55 ℃  

    散水 2 時間 …………………… 10 ℃～16 ℃ 

 3) 結果の判定 試験した包装部品を開いたとき，包装内部に湿気の侵入が認められず，

又は部品に腐食が認められないときは合格とする。 

f) 耐衝撃性試験 耐衝撃性試験は，個別装備品等の防衛省仕様書等において，包装見本検

査の実施が規定された場合に行う試験で，外装完了品（個装法に規定する最終容器が，

出荷容器を兼ねる場合を含む。）について，該当漏えい試験に先立って実施する。試験

は，次の 1)～4)に基づいて行う。 

 1) 100 kg 未満の包装の場合 総質量が 100 kg 未満で，いずれか一辺の最大寸法が     

150 cm未満の包装については，振動試験を行い，次に自由落下試験を行う。 

 2) 100 kg 以上の包装の場合 総質量が 100 kg 以上か，又はいずれか一辺の最大寸法が

150 cm 以上の包装については，傾斜衝撃試験又は対かど落下試験（片支持）を行う。

ただし，容器の形状又は寸法の都合により，対かど落下試験（片支持）が実施不可能

な場合は，対りょう落下試験（片支持）を行う。 

 3) 試料の作成 衝撃試験用試料は，原則として量産用と同一の包装を使用するが，実際

の部品を使用することが困難な場合には代用品を使用することが可能である。代用品

は，部品と同じ質量及び形状のものを使用し，量産時の包装と同一方法で行う。 
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4) 方法 試験方法は，次による。 

 

自由落下試験  

ＪＩＳ Ｚ ０２０２ 

 

対かど落下試験 

対りょう落下試験 

振動試験 ＪＩＳ Ｚ ０２３２ 

傾斜衝撃試験 ＪＩＳ Ｚ ０２０５ 

 

 5) 結果の判定 試験の結果は，次の要求事項を満足するものでなければならない。 

 5.1) 包装に使用されている全ての材料及び構成品について，包装の効果に影響するよう

な損傷や防せい剤の移動が認められてはならない。 

 5.2) 個装の内部の材料に，目視可能な損傷が認められてはならない。 

 5.3) 実際の部品を使用した場合に，部品に対する損傷の形跡が，目視検査のみでは判断

できない場合は，機能試験を行って機能障害を起こしていないことを保証する。 
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表Ａ.１－清浄剤 

 

名    称 適用仕様書又は規格 用 途 b） 

 

 

 

溶 

 

 

 

剤 

 

 

 

 

 

ドライクリーニング 

ソルベント 

JIS K 2201 5 号 C-3,5,8 

 MIL-PRF-680 

メタノール JIS K 1501 C-3,5,8 

 

トリクロルエチレン 

 

 

ASTM D4080 

 

 

C-3,5,7,8,18 

 

パークロルエチレン 

（テトラクロルエチレン） 

 

ASTM D4081 

ASTM D4376 

 

C-3,5,7,8,18 

 

 

シンナー MIL-PRF-680 C-3,5,8,18 

1,1,1-トリクロロエタン 

 

ASTM D4126 

MIL-T-81533 

C-3,5,7,8,18 

 

イソプロピルアルコール JIS K 1522 C-1 

指紋除去形さび止め油 

 

JIS K 2246 NP-O C-5,8,18 

 MIL-C-15074 

アルカリ清浄剤 A-A-59146 C-9 

高圧蒸気清浄剤 A-A-59133 C-9,14 

電解清浄剤 SAE AMS1547 C-11 

乳化性清浄剤 P-C-444 C-12 

 

研 

磨 

材 

 

 

鉄鋼グリッド及びショット 

 

SAE J 1993 

SAE J 827 

C-15 

 

無機質研磨材 

（けい砂，石英砂ガーネット，アルミナ，

ガラスビーズ等） 

 

 

 

C-16 

 

 

研磨材（軟質グリット） A-A-1722 C-17 

超音波清浄用清浄剤 a） 

 

AMS-C-19853 C-19 

 A-A-59921 

 

酸 

 

 

塩酸 JIS K 1310  C-1 

 

 

 

硫酸 民生品 

りん酸 

 

JIS K 1449 

 

アルカリ除せい剤 A-A-59260 C-1 

非イオン性清浄剤 MIL-D-16791 C-1 

 

注 a) C-19 用として，この清浄剤のほか，表中の溶剤及び清浄剤を使用することが可能であ

る。 

注
b)
 用途欄の記号は，表Ａ.２による。 
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表Ａ．２－清浄方法 

記号及び方法 適用要領 注 記 

C-1  

任意の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部品を損傷しない限り，次の C-3 以下に定める方法に限定

されることなく，任意の方法又は２種以上の方法の組合せ

により清浄を行う。この方法に含まれる主なものは，次の

とおりである。 

１．機械的方法 

 (1)真空清浄   ：真空ポンプでじんあいなどを吸収し

て清浄する。 

 (2)バレル研磨  ：部品を各種研磨材や研磨助材といっ

しょに容器に満たし，容器を回転又

は振動させて清浄する。 

 (3)工具使用法  ：ハンマー，タガネ，スクレーパなど

を使用し，スケール，さび，塗装被

膜などを除去する。 

 (4)ブラン掛け法 ：ワイヤーブラシを使用して，緩く付

着したスケールなどの付着物を除去

し洗浄する。 

２．科学的方法 

 (1)酸洗い    ：各種酸の水溶液(ピックリング)中に

金属部品を浸せきし，スケールやさ

びなどを除去した後，水洗又は湯洗

を行い，更に必要に応じて中和，水

洗などを行う。 

 (2)アルカリ除せい：アルカリ除せい剤を使用し，浸せき

法又は電解法により金属部品のスケ

ールやさびなどを除去した後，水洗

いを行う。 

 (3)洗剤清浄   ：洗剤を使用して，オイル，グリース

その他の汚れを除去し清浄する。 

３．人為的方法 

布等による 拭き取り：ゴム，皮革，コルク等単品の部品に

適用する。 

 

 

 

 

 

電子機器の構成品等

に適用する。 

小形部品のスケール

などの除去に適用す

る。 

オイル，グリースなど

の汚れは，あらかじめ

他の方法で除去する

必要がある。 

 

 

油溶性の汚れは，あら

かじめ他の方法で除

去する必要がある。 

 

 

 

 

金属部品，ゴム，プラ

スチック，キャンバス

など広範囲の部品に

適用可能である。 

 

 

C-3  

溶剤清浄法 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．第１次清浄 溶剤で汚れを洗い落す。 

清浄作業は次のいずれかによる。 

 (1)溶剤中に部品全体を浸せきし，振とう又はかくはんす

る。 

 (2)溶剤を浸したブラシ又は布で洗う。できれば，部分的

浸せきを併用する。 

 (3)溶剤を圧力噴射により吹き付ける。 

２．第２次清浄 きれいな溶剤で清浄作業を繰り返す。第

２清浄は，できる限り全体を浸せきする。きれいな溶剤を

用いて圧力噴射により清浄を行ったときは，第２次清浄を

省略することが可能である。 

オイル，グリース，切

削油剤などによる軽

度の汚れを除去する

場合に適用する。 

溶剤再循環式装置を

使用する場合は，汚染

物を除去するために

ろか設備を備えたも

のでなければならな

い。 
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表Ａ．２－清浄方法（続き） 

記号及び方法 適用要領 注 記 

C-5  

溶剤清浄と汗

・指紋除去清

浄との組合せ

法 

C-3の溶剤清浄を行い，次いで C-8 の汗・指紋除去清浄を行

う。 

 

 

 

 

 

 

C-7  

蒸気脱脂法 

 

 

 

 

部品を塩素系溶剤（トリクロルエチレン等）の蒸気にさら

し，溶剤の凝縮が起こらなくなるまで清浄する。この方法

を適用する場合，アルミニウムの表面が腐食抑制剤の不足

又は溶剤の分解により影響されないよう注意しなければな

らない。 

 

 

比較的簡単な構造で

温度の影響を受けな

い金属部品の，オイ

ル，グリースなどによ

る多量の汚れを除去

する場合に適切であ

る。 

C-8  

汗・指紋除去

清浄法 

 

部品を指紋除去形さび止め油に浸せきし，２分間以上かく

はんする。浸せきできない大形部品の精密仕上面は，油を

浸みこませたきれいな布で清浄する。次いで，きれいな溶

剤を用いて残さや油のこん跡を洗い落す。 

クリチカルな機能や

精密仕上面を有する

部品の清浄に適用す

る。 

C-9  

アルカリ清浄

法 

 

部品をアルカリ洗浄剤中に浸せきするか，又は圧力噴射に

より吹き付けて清浄する。次いで 82 ℃以上の熱水で十分

にすすぐ。 

 

緩く付着している異

物，油性又は水溶性の

汚れなどの除去に適

切である。 

C-11  

電解清浄法 

 

 

部品を電解槽の電解清浄剤溶液中に浸せきし，電極として

作用させ， 気分解により汚れや付着物を除去する。 

次いで 82 ℃以上の熱水で十分にすすぐ。 

 

内部に空間のない簡

単な構造で，クリチカ

ルな表面を有しない

鉄鋼製品の清浄に適

用する。 

C-12  

乳剤清浄法 

 

 

乳化性清浄剤に石油系溶剤を加えて乳化した乳化清浄剤

を，部品に圧力噴射するか，又は部品を室温の清浄剤に浸

せきし汚れを除去する。次いで 82 ℃以上の熱水で十分に

すすぐ。 

油溶性及び水溶性の

汚れの除去に適切で

ある。 

 

C-14  

熱水蒸気清浄

法 

 

 

 

部品に熱水蒸気を吹き付けて汚れを除去する。又は，アル

カリ清浄剤（Ａ－Ａ－５９１３３）を加えた熱水蒸気を吹

き付けて汚れを除去した後，熱水蒸気のみを吹き付けて清

浄する。 

 

 

清浄槽に浸せきでき

ない大形の部品に適

用する。さび，スケー

ル以外の大半の汚れ

を除去することが可

能である。 

C-15 

ブラスト清浄

法 

 

 

部品に研磨材を高速度で吹き付けて清浄する。吹き付けは，

圧縮空気を用いる空気式，又は高速回転する羽根車による

遠心投射式を利用する。 

 

粗鋳造品又は表面金

属が多少除去されて

も差し支えのない部

品の清浄に適切であ

る。 

C-16  

液体ホーニン

グ法 

微粒無機質研磨材と適当な腐食抑制剤を加えた水を，霧状

にして高速度で部品に吹き付けて清浄する。 

 

軽度のさび又はスケ

ールの除去に適切で

ある。 
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表Ａ．２－清浄方法（続き） 

記号及び方法 適用要領 注 記 

C-17  

軟質グリット

ブラスト法 

部品に，軟質グリット研磨材を加えた水を高速度で吹き付

けて清浄する。必要に応じて腐食抑制剤を添加する。 

 

比較的軟質の汚れの

除去に適切である。 

 

C-18  

蒸気脱脂と汗

・指紋除去清

浄との組合せ

法 

C-7の蒸気脱脂を行い，次いで C-8 の汗・指紋除去清浄を行

う。 

 

 

 

 

 

 

C-19 

超音波清浄法 

 

部品を清浄剤中につるし，超音波をかけて清浄を行う。 

この方法は，清浄度に関してクリーンルームにおける規格

が要求されるような非吸収性部品，精密部品，電子機器構

成品等に適用する。 

 

 

 

 

表Ａ．３－乾燥方法 

記号及び方法 適用要領 注 記 

D-1  

圧縮空気吹き付

け法 

部品に乾燥した圧縮空気を吹き付けて乾燥

する。 

 

空気圧は最大 205 kpaとする。 

 

D-2  

乾燥器法  

 

 

適当な換気装置を備え，温度調節可能な乾

燥器内で部品に加熱空気を当てて乾燥す

る。 

 

温度は 132 ℃～177 ℃とするが，

高温により損傷するおそれのあ

る部品の場合は，温度を下げる。 

D-3  

赤外線ランプ法 

 

 

 

部品を赤外線ランプの直射熱線にさらして

乾燥する。余分な水滴等をあらかじめ圧縮

空気で取り除いておくと効果的である。 

 

部品表面の温度が約 70 ℃となる

ように調整する。乾燥時間は，ラ

ンプの数と配置及び部品の量な

どにより適宜調節する。 

D-4  

拭き取り法 

 

清浄で乾燥した毛羽立たない布で部品表面

を拭き取って乾燥する。 

 

この方法は，他の方法が実用的で

ない場合に限り適用する。  

 

D-5  

しずく切り法  

 

 

部品から溶剤を完全に滴下させることによ

り乾燥する。この方法は，清浄の最終工程

に石油系溶剤を使用する場合に限り許容さ

れる。 

この方法は，部品に常温使用の

溶剤希釈形さび止め油を適用

する場合に限定する。 
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表Ａ．４－防せい剤 

符号 名 称 適用仕様書又は規格 適用方法 注 記 

P-1 

 

 

 

防せい希釈形さび止

め油 

（硬質膜） 

 

MIL-PRF-16173  

グレード 1 

常温にて，浸せき，吹

き付け，又ははけ塗り

による。 

 

屋外保管するクリチカルで

ない部品，使用時に防せい

剤除去を必要としない部品

などに適用する。 

JIS K 2246 NP-1 

 

P-2 

 

 

防せい希釈形さび止

め油 

（軟質膜） 

MIL-PRF-16173  

グレード 2 

同上 

 

 

屋外保管を行う金属部品の

長期防せい用に適用する。 

 JIS K 2246 NP-2 

P-3 

 

 

 

 

防せい希釈形さび止

め油 

（水置換性，軟質膜） 

 

 

MIL-PRF-16173  

グレード 3 a) 

同上（部品外表面），

又は常温でスラッシ

ング若しくは充填法

による（部品内面）。 

 

水又は塩水を置換する必要

のある場合，機械装置の内

面の防せい，クリチカルな

素肌の鋼又は燐酸塩処理面

などに適用する。 

JIS K 2246 NP-3 

 

P-6 

 

 

さび止めペトロラタ

ム（軟質膜） 

 

MIL-C-11796 クラ

ス 3 

常温ではけ塗り又は

加熱浸せきによる。

（加熱温度は 82 ℃以

下とする。） 

転がり軸受の防せい及び精

密仕上表面に適用する。 

 JIS K 2246 NP-6 

P-7 

 

 

一般さび止め油 

（中質） 

 

MIL-PRF-3150 常温で，霧充満法以外

のいずれの方法でも

適用可能である。 

組立機械の内面の潤滑油及

び防せいに適用する。 

 

JIS K 2246 NP-7 

 

P-9 

 

一般さび止め油 

（特軽質） 

MIL-PRF-32033 常温でいずれの方法

でも適用可能である。 

小形火器等の防せい用 

 JIS K 2246 NP-9 

P-10 

 

 

 

一般さび止め油 

 

 

 

MIL-PRF-21260 常温でいずれの方法

でも適用可能である。 

使用時に除去する必

要がない。 

地上器材用一般エンジンの

防せい用 JIS K 2246 NP-10 

MIL-C-6529 タ イ

プⅢ 

航空機用ターボジェットエ

ンジンの防せい用 

P-11 

 

 

 

さび止めグリース 

 

 

 

MIL-PRF-10924 常温にてはけ塗り又

はグリースがんによ

る。 

使用時に除去する必

要がない。 

車両及び火砲用 

MIL-PRF-23827 航空機及び計器等用 

MIL-PRF-81322 

 

航空機一般用 

 

P-14 

 

食品機器用さび止め

油 

 

MIL-C-10382 

 

常温にて吹き付けに

よる。 

 

 

P-15 

 

油圧系統さび止め油 

 

系統別に多種類あ

り 

 

個別装備等の要求に

よる。 

 

 

P-17 

 

航空計器さび止め油 

 

MIL-PRF-6085 

 

浸せき，吹き付け又は

注油器による。 

航空計器，電気装置などに

適用する。 
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表Ａ．４－防せい剤（続き） 

符号 名 称 適用仕様書又は規格 適用方法 注 記 

P-18 

 

 

 

 

 

 

 

気化性さび止め紙 

 

 

MIL-PRF-3420 

 

Ａ.3.3を参照する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JIS Z 1535 

気化性さび止め透明

バリヤ材 

MIL-PRF-22019 

 

気化性さび止め透明

袋 

MIL-DTL -22020 

気化性さび止め剤 

 

MIL-I-22110 

JIS Z 1519 

P-19 

 

 

溶剤希釈形さび止め

油（透明，非粘着性

膜） 

 

MIL-PRF-16173  

グレード 4 

常温にて浸せき又は

はけ塗りによる。 

 

一般金属部品の屋内又は条

件付き屋外保管防せい用 

 JIS K 2246 NP-19 

P-20 

 

気化性さび止め油 

 

MIL-PRF-46002 充填法又は噴霧法に

よる。 

密閉空間内に存在する鉄鋼

部分の防せい用 JIS K 2246 NP-20 

P-21 

 

 

溶剤希釈形さび止め

油（水置換性，軟質

膜） 

 

MIL-PRF-16173  

グレード 5 

 

Ｐ－３と同じ。 

 

 

除去に際し化学的煮沸が可

能な場合に，Ｐ－３と同じ

用途に使用する。 

― 

 

熱間浸せき形可はく

性プラスチック 

民生品 

 

熱間浸せきによる。 

 

 

 

― 

 

銃砲用さび止め油 

 

MIL-PRF-18487 

 

浸せき又ははけ塗り

による。 

 

 

― 航空機用潤滑油 MIL-PRF-23699 充填法による。 ガスタービンエンジン用 

― 

 

ジェットエンジン用

潤滑油 

MIL-PRF-6081 

 

充填法による。 

 

燃料タンク及び燃料系統の

内面の防せい用 

 

注 a) 塩水のしぶきを受けることが予想される場合には，ＭＩＬ－ＰＲＦ－８１３０９   

    （水置換性超薄膜さび止め油）を使用する。 
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表Ａ．５－接触防せい剤の適用方法 

方 法 適用要領 注 記 

浸せき法 

 

 

部品を防せい剤の浴中に浸せきして

被覆した後，引き上げて余剰の防せい

剤を滴下させる。 

主として小型部品に適用する。 

 

 

流し塗り法 

 

部品の表面に防せい剤を注いで被覆

した後，余剰の防せい剤を滴下させ

る。 

パイプの内面，大型部品の部分的防せい

などに適用する。 

スラッシング法 

 

 

 

 

部品の内部に防せい剤を注入し，部品

を回転，振とう又は傾斜させて内面全

体に防せい剤をゆきわたらせた後，余

剰の防せい剤を排出し，全ての開口部

を密封する。 

金属タンク，オイルクーラーなどのよう

な内部に空間のある部品の内面の防せい

に適用する。 

 

 

はけ塗り法 

 

 

はけで防せい剤を部品表面に被覆す

る。 

 

 

主として大型部品で，他の方法が適用で

きない場合，又は一部分だけを防せいす

る場合に適用する。 

充填法 

 

 

 

 

部品の内面が完全に覆われるまで防

せい剤を注入した後，排出する。排出

を行わない場合は，温度変化による膨

張の余地を残して，全て開口部を密封

する。 

 

 

 

 

 

噴霧法 

 

部品の内部に防せい剤を，飽和状態に

なるまで噴霧し被覆する。 

タンク，密閉容器等の内面の防せいに適

用する。 

吹き付け法 

 

 

 

 

 

部品の内面に防せい剤を吹き付けて

被覆する。防せいを必要としない部分

は，クラフト紙及び粘着テープなどで

マスキングを施す。 

作業場所には，十分な換気措置が必要

である。 

浸せき法が適用できない大型で重量のあ

る部品，又は特定部分のみを防せいする

必要のある組部品などに適用する。 
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表Ａ．６－個装法の分類 

基 本 法 細 別 方 法 

１０ 

機械的・物理的保護のみの包装 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０ 

防せい剤被覆 

（必要に応じて耐油性上包みを

行う。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３０ 

防水又は防水・耐油包装 

（必要に応じて防せい剤適用） 

３１ 

防水袋密封 

 

３２ 

容器 

+防水袋密

封 

３３ 

耐油・ 

防水袋密封 

 

 

 

 

 

 

４０ 

防湿包装 

（必要に応じて防せい剤適用） 

４１ 

防湿袋密封 

 

４２ 

容器 +防湿

袋 

密封+容器 

４３ 

浮かし 

防湿袋密封 

４４ 

金属以外の 

剛性容器密

封 

４５ 

剛 性 金 属

容器密封 

５０ 

乾燥剤使用防湿包装 

（必要に応じて防せい剤適用） 

５１ 

(４１) 

+乾燥剤 

５２ 

(４２) 

+乾燥剤 

５３ 

(４３) 

+乾燥剤 

５４ 

(４４) 

+乾燥剤 

５５ 

(４５) 

+乾燥剤 

 

表Ａ．７－緩衝材 

名 称 適用仕様書又は規格 分類又は特性 注 記 

繊維性緩衝材 

 

Ａ－Ａ－１８９８ 

 

グレードⅠ：吸水性 

グレードⅡ：耐水性 

軽量でぜい弱な部品の

摩擦防止用 

包装用 

ロック緩衝材 

 

 

ＰＰＰ－Ｃ－１１２０ 

 

 

 

タイプⅡ：軟質 

タイプⅢ：半硬質 

タイプⅣ：硬質 

 

振動及び衝撃を緩和す

る。 

シート状又は部品の形

状に合わせて形成して

使用する。 

ポリスチレンフォ

ーム包装用緩衝材 

 

ＰＰＰ－Ｃ－８５０ 

 

 

タイプⅠ：シート状 

タイプⅡ：ロール状 

 

振動及び衝撃を緩和し，

応力集中を防止する。 

 

クッション用軟質

ウレタンフォーム 

 

 

ＪＩＳ Ｋ ６４０１ 

 

 

 

１種：スラブストック又は

加工品 

２種：モールド品 

３種：粉砕フォーム接着品 

 

 

 

 

包装用ポリウレタ

ンフォーム緩衝材 

 

 

ＭＩＬ－ＰＲＦ－２６

５１４ 

タイプⅠ：スタンダード 

タイプⅢ：静帯電防止 

一般緩衝用及び部品固

定用 

 

 

 

ＭＩＬ－ＰＲＦ－８３

６７１ 

現場発泡体 

 

ファイバグラス 

 

ＭＩＬ－Ｃ－１７４３

５ 

 

タイプⅠ：表面未処理 

タイプⅡ：表面処理 
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表Ａ．７－緩衝材（ 続き ） 

名 称 適用仕様書又は規格 分類又は特性 注 記 

段ボール 

 

ＪＩＳ Ｚ １５１６ 

 

両面段ボール：１種～４種 

複両面段ボール：１種～４

種 

当て物，仕切り，詰め物

又は固定用 

包装用ポリエチレ

ンフォーム緩衝材 

 

 

 

 

Ａ－Ａ－５９１３５ 

 

 

クラス１  

グレードＡ～Ｄ 

 

シート状 

グレードＢ 

静帯電防止 

Ａ－Ａ－５９１３６ 

 

 

クラス１ 

グレードＡ～Ｄ 

 

厚板状 

グレードＢ 

静帯電防止 

包装用プラスチッ

クフォーム緩衝材 

民生品 

 

 

 

一般緩衝用及び詰め物

用 

 

クッション用フォ

ームラバー 

 

 

ＡＭＳ－Ｒ－５００１ 

 

 

タイプⅠ，Ⅱ 

グレードＡ～Ｃ 

クラス１～４ 

 

 

いずれも硬さによる分

類あり。 

 

ＡＳＴＭ－Ｄ６５７６ 

 

タイプⅠ，Ⅱ 

グレードＡ～Ｃ 

羊毛長尺フェルト 

 

 

ＪＩＳ Ｌ ３２０１ 

 

 

１０種類 

 

 

主として大形部品の受

け台用の緩衝材及び当

て物として使用する。 

プラスチック毛 民生品  一般緩衝用及び詰め物

用 

気泡入りプラスチ

ックフィルム緩衝

材 

 

ＰＰＰ－Ｃ－７９５ 

 

 

クラス１：一般用 

クラス２：静帯電防止性 

クラス３：耐炎性 

緩衝包み，詰め物，当て

物などに使用する。 

 

ポリプロピレンフ

ォーム緩衝材 

ＰＰＰ－Ｃ－１７９７ 

 

タイプⅠ：一般用 

タイプⅡ：静帯電防止性 

緩衝包み及び摩擦防止

用 

 

板紙緩衝材 

 

 

 

シート状，ロール状 

破裂強度 196 kpa 

片面段ボール及び波形

成形パルプ等 

弾性体緩衝材 

 

 

Ａ－Ａ－５９１３６ 

 

 

クラス１～４ 

グレードＡ～Ｄ 

タイプⅠ～Ⅴ 

振動及び衝撃を緩和し，

応力集中を防止する。 

 

澱粉ベース 

バラ状緩衝材 

ＰＰＰ－Ｃ－１６８３ 

 

 

 

天然素材使用 

（水に溶け，土に還る。） 

空気注入式 

エア緩衝材 

 

ＰＰＰ－Ｃ－７９５ 

 

 

クラス１：一般用 

クラス２：静帯電防止性 

クラス３：耐炎性 

空気注入前はフィルム

のロール巻 
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表Ａ．８－バリヤ材及び包み用材料 

名 称 適用仕様書又は規格 分類又は特性 注 記 

防水耐油性バ

リヤ材 

ＭＩＬ－ＰＲＦ－１２１ 

 

タイプⅠ 中荷重 

タイプⅡ 軽荷重 

防せい剤を使用した部品の

下包み用及び防水・耐油包

装用 

しわ付き包装

紙 

ＭＩＬ－Ｐ－１３０ 

 

タイプⅠ～Ⅲ：重荷重用～軽

荷重用 

耐油性，防水性を必要とし

ない非精密部品の下包み用 

防湿バリヤ材 ＭＩＬ－ＰＲＦ－１３１ クラス１～３ 防湿包装用 

アルミニウム

及びアルミニ

ウム合金はく 

 

 

 

ＪＩＳ Ｈ ４１６０ 

 

 

 

 

 

巻取品 

厚さ 0.006 mm～0.2 ㎜ 

平判品 

厚さ 0.007 mm～0.2 ㎜ 

 

 

防せい剤を使用した部品の

下包み用 

カドミウム，アルミニウム，

マグネシウム及び亜鉛以外

の金属部品には使用しな

い。 

ターポリン紙 

 

民生品 

 

 

 

ケースライナ，容器の内張

り及び防水上包み用 

クラフト祇 

 

 

 

ＪＩＳ Ｐ ３４０１ １種～５種 化学的中性，耐油性，防水

性又は防湿性を必要としな

い場合の下包み用 

一般上包み用 

Ａ－Ａ－２０３ 

 

 

スタイル１～２ 

 

 

しわ付き防水

紙 

民生品 

 

 

 

防水上包み用 

 

中性包装紙 

 

 

 

 

ＭＩＬ－ＤＴＬ－１７６６

７ 

 

 

 

 

タイプⅠ：平滑 

タイプⅡ：しわ付き 

 

 

 

防せい材を使用しない部品

の下包み用 

銀及びマグネシウムの変色

防止を必要とする場合には

使用してはならない。 

薄葉紙（機械

すき和紙） 

Ａ－Ａ－１２４９ 

 

タイプⅠ，Ⅱ 

 

かすり傷の付きやすい部品

の下包み用 

包装用ポリエ

チレンフィル

ム 

 

 

ＪＩＳ Ｚ １７０２ 

 

１種Ａ，Ｂ 

２種Ａ，Ｂ 

一般下包み用 

光線，オゾンなどを遮る必

要のある場合は，赤色のも

のを使用する。 

 

Ａ－Ａ－３１７４ 

 

 

タイプⅠ～Ⅵ，クラス１～４ 

グレードＡ～Ｃ， 

仕上げ１～２ 

ポリエチレン

加工紙 

ＪＩＳ Ｚ １５１４ 

 

１～５級 

 

一般下包み用 

 

塩化ビニリデ

ン加工紙 

民生品 

 

 

 

一般下包み用 

 

熱封可能透明

バリヤ材 

 

ＭＩＬ－ＰＲＦ－２２１９

１ 

 

 

タイプⅠ：防湿・耐油性 

タイプⅡ：防水・耐油性 

タイプⅢ：防水性 

透明包装を必要とする場合

の防水，防湿包装用 

 

収縮包装用フ

ィルム 

ＪＩＳ Ｚ １７０９ 

 

１種（１号，２号） 

２種（１号，２号） 

集合包装用 
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表Ａ．８－バリヤ材及び包み用材料（ 続き ） 

名 称 適用仕様書又は規格 分類又は特性 注 記 

静帯電防止

バリヤ材 

 

 

ＭＩＬ－ＰＲＦ－８１７

０５ 

 

 

タイプⅠ：防湿性，静電気

及び電磁気防止 

タイプⅢ：防水性，透明，

静電気防止 

静電気及び電磁気により

損傷しやすい部品の包装

に使用する。 

 

難燃性防湿

バリヤ材 

民生品 

 

柔軟性，熱封可能 

 

難燃性を必要とする場合

に使用する。 

導電性プラ

スチックフ

ィルム 

民生品 

 

 

電気抵抗 30,000 オーム以

下 

柔軟性，熱封可能 

推薬，爆薬等導電性包装を

必要とする場合に使用す

る。 

 

 

表Ａ．９－テープ及び接着剤 

名 称 適用仕様書又は規格 分類又は特性 注 記 

布粘着テープ 

 

 

ＪＩＳ Ｚ １５２４ 

 

 

１種（１号～３号） 

 

 

主として耐水性段ボー

ル箱などの封かん用に

使用する。 

紙粘着テープ 

 

ＪＩＳ Ｚ １５２３ 

 

１種～２種 

 

主として段ボール箱な

どの封かん用に使用す

る。 

紙ガムテープ ＪＩＳ Ｚ １５１１ １～５種 同上 

セロハン粘着テープ ＪＩＳ Ｚ １５２２     

ポリ塩化ビニル粘着テープ ＪＩＳ Ｚ １５２５ １種，２種  

両面粘着テープ ＪＩＳ Ｚ １５２８ １種～５種  

ポリプロピレン粘着テープ ＪＩＳ Ｚ １５３９ ４０，６０  

繊維補強粘着テープ 

 

ＡＳＴＭ Ｄ ５３３

０ 

 

タイプⅠ～Ⅳ 

 

容器封かん，補強，結束

用 

酢酸ビニール樹脂エマル

ジョン木材接着剤 

ＪＩＳ Ｋ ６８０４ 

 

１種～３種 

 

万能型 

 

耐水性接着剤 

 

 

 

 

Ａ－Ａ－５９６９２ 

 

タイプⅠ～Ⅲ 

 

段ボール箱，ファイバー

箱の封かん用 

ＭＭＭ－Ａ－２６０ 

 

 

タイプⅠ，Ⅱ 

クラス１～３ 

グレードＡ，Ｂ 

防水バリヤ材の接着用 

 

 

ゴム系接着剤 

 

ＭＭＭ－Ａ－１６１７ 

 

タイプⅠ～Ⅲ 

 

ゴム系ガスケット接着

用 

個装法４３，５３に使用 

造作用接着剤 ＪＩＳ Ａ ５５４９ １４種類  
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表Ａ．１０－容器 

名 称 適用仕様書又は規格 分類又は特性 注 記 

個装用袋 ＭＩＬ－ＤＴＬ－１１７ 表Ａ.１１参照  

防湿個装用袋 

 

 

ＭＩＬ－ＤＴＬ－６０６０ 

 

 

ＭＩＬ－ＰＲＦ－１３

１のクラス１による袋 

 

ＭＩＬ－ＤＴＬ－１

１７をカバーできな

い場合に適用する。 

紙製袋 

 

民生品 

 

 

 

緩衝材付き又は補強

したもの 

気化性さび止め透明

袋 

 

ＭＩＬ－ＤＴＬ－２２０２

０ 

 

表Ａ．４   

Ｐ－１８参照 

 

 

組立紙箱 

 

ＰＰＰ－Ｂ－６７６ 

 

タイプⅠ～Ⅳ 

バラエティ 1～4 

主として個装用 

 

折り畳み紙箱 

 

ＰＰＰ－Ｂ－５６６ 

 

バラエティ 1～2 スタイ

ルⅠ-ⅩⅣ 

同上 

 

メタルステイ付紙箱 民生品  個装，内装用 

両面段ボール箱 ＪＩＳ Ｚ １５０６ １種～４種  

複両面段ボール箱 ＪＩＳ Ｚ １５０６ １種～４種 外装用 

ファイバ箱 民生品   

複々両面段ボール箱 

 

 

ＡＳＴＭ Ｄ ５１６８ 

 

 

クラス CF,CG, 

CFWR,CGWR, 

CFFR,CGFR 

外装用 

 

 

耐候性段ボール箱 

 

ＡＳＴＭ Ｄ ５１１８ 

 

タイプＣＦ 

耐候性クラス 

耐候性を必要とする

個装・内装用 

 

 

耐候性ファイバ箱 

 

ＡＳＴＭ Ｄ ５１１８ 

 

タイプＳＦ 

耐候性クラス 

金属ドラム 

 

ＭＩＬ－ＤＴＬ－６０５４ 

ＭＩＬ－Ｄ－６０５５ 

再使用可能容器 

 

 

金属かん ＰＰＰ－Ｃ－９６ 各種形状の軽容器 

ファイバかん 民生品  個装法４４，５４用 

ファイバドラム 民生品   

鋼製タイトヘッドド

ラム 

ＪＩＳ Ｚ １６０１ 

 

 

 

 

 

金属板製１８リット

ル缶 

ＪＩＳ Ｚ １６０２ 

 

ぶりき及びテインフリ

ースチール 

 

 

ペール缶 ＪＩＳ Ｚ １６２０ Ｔ型，Ｓ型  

ポリエチレン缶 ＪＩＳ Ｚ １７０６ 偏平形，角形  

さん付ファイバ箱 

 

 

ＡＳＴＭ Ｄ ６２５１ 

 

 

タイプⅠ－Ⅳ 

クラス１～２ 

スタイルＡ～Ｋ 

 

 

 

さん付合板箱 ＪＩＳ Ｚ １４０６ Ａ形，Ｂ形，Ｃ形  
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表Ａ．１０－容器 (続き) 

名 称 適用仕様書又は規格 分類又は特性 注 記 

木箱 

 

 

 

ＪＩＳ Ｚ １４０２ 

 

 

 

普通木箱（Ⅰ形）， 

腰下付木箱（Ⅱ形） 

密閉（Ａ形），透かし（Ｂ

形），密閉合板（Ｃ形） 

密閉形の場合，特に

要求のない限り防水

規定を除く。 

 

枠組箱 

 

 

 

ＪＩＳ Ｚ １４０３ １形～３形（Ａ形，Ｂ形）  

 

 

 

ＡＳＴＭ Ｄ７４７８ 

 

 

タイプⅠ，Ⅱ 

クラス１，２  

スタイルＡ，Ｂ 

金属製小形コンテナ 民生品  通箱に使用する。 

非危険物用フレキシ

ブルコンテナ 

 

 

ＪＩＳ Ｚ １６５１ 

 

 

 

ランニングⅠ形 

ランニングＪ形 

クロススタンダード形 

クロスシングル形 

 

 

 

 

腰下盤 民生品   

一貫輸送用平パレッ

ト 

ＪＩＳ Ｚ ０６０１ 1 100×1 100  

木製平パレット ＪＩＳ Ｚ ０６０４ １１種類  

金属製平パレット ＪＩＳ Ｚ ０６０５ ９種類  

プラスチック製平パ

レット 

ＪＩＳ Ｚ ０６０６ 

 

８種類 

 

 

 

ボックスパレット 

 

ＪＩＳ Ｚ ０６１０ 

 

固定式，折り畳み式，取

外し式 

 

 

プラスチック製通い

容器 

ＪＩＳ Ｚ １６５５ 

 

ネスティング形，スタッ

キング形 
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表Ａ．１１－個装用袋（ＭＩＬ－ＤＴＬ－１１７）の分類 

袋の分類 a) 使 用 材 料 

タイプ クラス スタイル 適用仕様書又は規格 タイプ クラス 

Ⅰ Ｅ １ MIL-PRF-131 ― １ 

Ⅰ Ｅ ２ MIL-PRF-22191 Ⅰ １or２ 

Ⅰ 

 

Ｅ 

 

３ 

 

MIL-PRF-131 

MIL-PRF-22191 

― 

Ⅰ 

１ 

１or２ 

Ⅰ Ｆ １ MIL-PRF-81705 Ⅰ １or２ 

Ⅱ Ｃ １ MIL-PRF-121 Ⅰ ― 

Ⅱ Ｃ ２ MIL-PRF-22191 Ⅱ １or２ 

Ⅱ 

 

Ｃ 

 

３ 

 

MIL-PRF-121 

MIL-PRF-22191 

Ⅰ 

Ⅱ 

― 

１or２ 

Ⅱ Ｅ １ MIL-PRF-131 ― ２ 

Ⅱ Ｈ ２ MIL-PRF-81705 Ⅲ １or２ 

Ⅲ 

 

Ｂ 

 

２ 

 

MIL-PRF-22191 

A-A-3174 b) 

Ⅲ 

ⅠorⅡ 

１or２ 

１c) 

Ⅲ Ｃ １ MIL-PRF-121 Ⅱ ― 

Ⅳ Ｅ １ MIL-PRF-131 ― ３ 

注 a) タイプⅠ：重荷重用 

    タイプⅡ：中荷重用 

    タイプⅢ：軽荷重用 

    タイプⅣ：超重荷重用 

 

    クラスＢ：防水性 

    クラスＣ：防水・耐油性 

    クラスＥ：防湿・耐油性 

    クラスＦ：防湿・静帯電防止・電磁シールド性 

    クラスＨ：防水・静帯電防止性 

 

    スタイル１：不透明 

    スタイル２：透明 

    スタイル３：片面不透明，片面透明 

 

注 b) ポリエチレンシートの厚さ 0.1 ㎜ 

 

注 c) 仕上げは treated 
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表Ａ．１２－その他の材料 

名 称 適用仕様書又は規格 分類又は特性 注 記 

袋入り乾燥剤 ＭＩＬ－Ｄ－３４６４ タイプⅠ～Ⅲ 通常タイプⅠを使用す

る。 

プラグ式湿度指示

計 

ＳＡＥ ＡＳ２６８６０ タイプⅠ，Ⅱ  

カード式湿度指示

計 

ＭＳ ２０００３ スリースポット  

ガスケット 

 

ＡＳＴＭ Ｆ１０４ 

 

アスベストを含まないも

の 

個装法４３及び５３に

使用する。 

帯鋼 

 

ＪＩＳ Ｇ ３１３１ 熱間圧廷 ４種  

ＪＩＳ Ｇ ３１４１ 冷間圧廷 ５種  

紙ひも製バンド 民生品   

ポリプロピレン製

バンド 

ＪＩＳ Ｚ １５２７ 

 

12 ㎜，15.5 ㎜， 

19 ㎜ 

 

 

非金属製バンド 

 

ＡＳＴＭ Ｄ３９５０ 

 

タイプⅠ，ⅠＡ 

Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ 

 

 

 

表Ａ．１３－個装実施要領 

個装法 個装実施要領 主要材料 表示要領等 

１０ 

機械的・物

理的 

保護のみ

の包装 

 

 

 

 

次の方法のいずれか，又はその組合せによ

る。 

１．適当な下包み材で包み，テープ，ひも

などで封をする。 

２．緩衝材を用いて適当な容器に納め，封

をする。 

３．剛性容器内で支持材（ブロッキング），

押え（ブレーシング）などを用いて固

定する。 

下包み材 

（表Ａ.８に規定するも

の） 

容器 

（表Ａ.１０に規定する

もの） 

 

 

 

包み上又は容器上に

表示する。 

 

 

 

 

 

 

 

２０  

防せい剤

被覆 

 

 

 

 

 

 

 

１．防せい剤を適用する。 

２．次のいずれかにより防せい剤皮膜を保

護する。ただし，Ｐ－１又はＰ－１９

を適用して完全に乾燥させた場合，あ

るいはＰ－１８の気化性さび止め紙

を使用した場合は省略してもよい。 

 (1) 耐油性バリヤ材で緩く包み，テープ

などで留める。 

 (2) 耐油性バリヤ材の袋に入れ，テープ

などで封をするか熱封かんする。 

３．必要に応じて適切な容器に納める。 

防せい剤（表Ａ.４に規定

するもの） 

ＭＩＬ－ＰＲＦ－１２１

のタイプⅠ，Ⅱ又は 

ＭＩＬ－ＰＲＦ－２２１

９１のタイプⅡ 

 

 

 

 

１．包みの上又は容

器上に表示する。(容

器に表示する場合

は，容器内の包みの

上には不要) 

２．この個装法は，

各種溶剤，蒸気脱脂

又はアルカリ清浄剤

により防せい剤の除

去が可能な部品に適

用する。 
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表Ａ．１３－個装実施要領 (続き) 

個装法 個装実施要領 主要材料 表示要領等 

３０ 

防水又は

防水耐油

包装 

 

 

必要に応じて防せい剤を適用する。防せい

剤を施した場合は耐油性バリヤ材で下包

みを施す。 

防せい剤を適用しない場合は，必要に応じ

て非腐食性の下包み材又は緩衝材で保護

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３１ 

 

 

 

 

 

防水袋密封 

１．必要に応じて下包み又は緩衝を施す。 

２．防水袋に納めて熱封かんする。 

３．必要に応じて更に容器に納める。 

 

 

ＭＩＬ－ＤＴＬ－１１７ 

タイプⅢ 

クラスＢ 

スタイル２ 

又はＭＩＬ－ＤＴＬ－２

２０２０ 

防水袋上及び容器上

（使用したとき）に

表示する。 

 

 

 

３２ 

 

 

 

 

 

容器+防水袋密封 

１．必要に応じ下包みを施す。 

２．緩衝材を用い容器に納め封をする。 

３．耐水袋に納め熱封かんする。 

４．必要に応じて更に容器に納めるか上包

みを施す。 

ＪＩＳ Ｚ １５０６ 

ＭＩＬ－ＤＴＬ－１１７ 

タイプⅢ 

クラスＢ又はＣ 

スタイル１，２ 

防水袋上及び容器又

は上包み上（使用し

たとき）に表示する。 

 

 

３３ 

 

 

 

 

 

耐油・防水袋密封 

１．必要に応じて下包み又は緩衝を施す。 

２．耐油・防水袋に納め封かんする。 

３．必要に応じて更に適切な容器に納め

る。 

 

ＭＩＬ－ＤＴＬ－１１７ 

タイプⅡ又はⅢ 

クラスＣ 

スタイル１，２又は３ 

又はＭＩＬ－ＤＴＬ－２

２０２０ 

耐油・防水袋上及び

容器上（使用したと

き）に表示する。 

 

 

 

４０ 

防湿包装 

 

 

 

必要に応じ防せい剤を適用する。防せい剤

を適用した場合は，耐油性バリヤ材で下包

みを行う。 

防せい剤を適用しない場合は，必要に応じ

て非腐食の下包み材又は緩衝材で保護す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４１ 

 

 

 

 

防湿袋密封 

１．必要に応じて下包み又は緩衝を施す。 

２．防湿バリヤ材の袋に挿入し熱封かんす

る。 

３．必要に応じて更に適切な容器に納め

る。 

ＭＩＬ－ＤＴＬ－１１７ 

タイプⅠ，Ⅱ又はⅣ 

クラスＥ，Ｆ 

スタイル１，２又は３ 

 

防湿袋上又は容器上

（使用した場合）に

表示する。 
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表Ａ．１３－個装実施要領 (続き) 

個装法 個装実施要領 主要材料 表示要領等 

４２ 

 

 

 

 

 

 

 

容器+防湿袋密封+容器 

１．下包みを施す。 

２．緩衝材を用いて容器に納め封をす

る。 

３．防湿袋に挿入し熱封かんする。 

４．更にぴったりした容器に納めて封を

する。 

 

 

ＪＩＳ Ｚ １５０６

（内箱） 

ＭＩＬ－ＤＴＬ－１１

７ 

タイプⅠ，Ⅱ又はⅣ 

クラスＥ，Ｆ 

スタイル１，２又は３ 

又は 

ＭＩＬ－ＤＴＬ－６０

６０ 

１．防湿袋上及び外

箱上に表示する。 

２．外箱にさん付合

板箱又は木箱を使

用する場合は，クラ

フト紙により防湿

袋に上包み又は外

箱に内張りを施す。 

４３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浮かし防湿袋密封 

１．部品支持台を準備し，これに取付用

ボルト・ナットなどの金具と防湿バ

リヤ材を取り付ける。 

２．防湿バリヤ材の部品取付用の穴の部

分にガスケットを接着する。 

３．ボルト・ナットなどにより部品を支

持台に取り付ける。 

４．下包み材で包み，防湿バリヤ材を熱

封かんする。 

５．必要に応じて緩衝材を使用する。 

６．容器に納め，支持台と容器とをボト

ル・ナットなどで固定し，封をする。 

ＭＩＬ－ＤＴＬ－１１

７ 

タイプⅠ又はⅡ 

クラスＥ，Ｆ 

スタイル１又は２ 

 又は 

ＭＩＬ－ＤＴＬ－６０

６０ 

部品支持台 

ボルト・ナット類 

ガスケット 

 

 

防湿袋上及び容器

上に表示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４４ 

 

 

 

金属以外の剛性容器密封 

１．下包みを施す。 

２．緩衝材を使用して剛性容器に納め

る。 

３．機械締めにより容器を密封する。 

透湿度が 1.1ｇ／㎡／24

ｈ以下の容器 

 

 

容器上に表示する。 

 

 

 

４５ 

 

 

 

 

 

剛性金属容器密封 

１．下包みを施す。 

２．剛性金属容器に納める。 

３．緩衝材又は固定用材を使用して容器

内での移動を防ぐ。 

４．容器を密封する。 

容器は，機械締め方式又

は再使用可能なリング

シール方式のいずれか

を使用する。 

 

 

金属容器に直接表

示する。 
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表Ａ．１３－個装実施要領 (続き) 

個装法 個装実施要領 主要材料 表示要領等 

５０ 

乾燥剤使

用 

防湿包装 

 

 

 

 

 

 

必要に応じて防せい剤を適用する。防せ

い剤は，部品の使用時に除去する必要の

ないものでなければならない。 

防せい剤を適用した場合は，耐油性バリ

ヤ材で下包みを施す。防せい剤を適用し

ない場合は，必要に応じて非腐食性の下

包み材又は緩衝材で保護する。 

包装内には必ず乾燥剤及び湿度指示計

を封入する。 

ＭＩＬ－Ｄ－３４６４ 

ＭＳ ２０００３ 又

は 

ＳＡＥ ＡＳ２６８６

０ 

 

 

 

 

 

 

この個装法は，湿気

が失われると損傷

するおそれのある

部品に適用しては

ならない。 

 

 

 

 

５１ 

 

 

 

 

 

 

（４１）＋乾燥剤＋湿度指示計 

１．必要に応じて下包み又は緩衝を施

す。 

２．防湿バリヤ材の袋に納める。 

３．乾燥剤を挿入し袋を熱封かんする。

最終密封部の内側に湿度指示計を

挿入する。 

４．必要に応じて更に適切な容器に納め

る。 

ＭＩＬ－ＤＴＬ－１１

７ 

タイプⅠ，Ⅱ又はⅣ 

クラスＥ，Ｆ 

スタイル１，２又は３ 

又はＭＩＬ－ＤＴＬ－

６０６０ 

 

防湿袋上及び容器

上（使用したとき）

に表示する。 

 

 

 

 

５２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４２）＋乾燥剤＋湿度指示計 

１．下包みを施す。 

２．緩衝材を用いて容器に納める。 

３．乾燥剤を挿入し容器を封ずる。 

４．防湿袋に入れ熱封かんする。最終密

封部の内側に湿度指示計を挿入す

る。 

５．更にぴったりした容器に納めて封を

する。 

 

ＪＩＳ Ｚ １５０６

（内箱） 

ＭＩＬ－ＤＴＬ－１１

７ 

タイプⅠ，Ⅱ又はⅣ 

クラスＥ，Ｆ 

スタイル１，２又は３ 

又はＭＩＬ－ＤＴＬ－

６０６０ 

 

１．防湿袋上及び外

箱上に表示す

る。 

２．外箱にさん付合

板箱又は木箱

を使用する場

合は，クラフト

紙により防湿

袋に上包み又

は外箱に内張

りを施す。 
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表Ａ．１３－個装実施要領 (続き) 

個装法 個装実施要領 主要材料 表示要領等 

５３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４３）＋乾燥剤＋湿度指示計 

１．部品支持台を準備し，これに取付用

ボルト・ナットなどの金具と防湿バ

リヤ材を取り付ける。 

２．防湿バリヤ材の部品取付用の穴の部

分にガスケットを装着する。 

３．ボルト・ナットなどにより部品を支

持台に取り付ける。 

４．必要に応じて緩衝材を使用し，下包

み材で包む。 

５．乾燥剤をテープ又はひもで取り付け

る。 

６．防湿バリヤ材を熱封かんする。最終

密封部の内部にカード式湿度指示

計を挿入する。 

７．容器に納め，支持台と容器とをボル

ト・ナットなどで固定し封をする。 

ＭＩＬ－ＤＴＬ－１１

７ 

タイプⅠ又はⅡ 

クラスＥ，Ｆ 

スタイル１又は２ 

又はＭＩＬ－ＤＴＬ－

６０６０ 

部品支持台 

ボルト・ナット類 

ガスケット 

 

 

 

 

 

 

 

防湿袋上及び容器

上に表示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５４ 

 

 

 

 

（４４）＋乾燥剤＋湿度指示計 

１．下包みを施す。 

２．緩衝材を用いて剛性容器に納める。 

３．乾燥剤及び湿度指示計を挿入する。 

４．機械締めにより容器を密封する。 

透湿度 1.1 ｇ／㎡／24

ｈ以下の容器 

 

 

 

容器上に表示する。 

 

 

 

 

５５ 

 

 

 

 

 

 

（４５）＋乾燥剤＋湿度指示計 

１．下包みを施す。 

２．剛性金属容器に納める。 

３．緩衝材又は固定用材を使用して容 

器内での移動を防ぐ。 

４．乾燥剤及び湿度指示計を挿入する。 

５．容器を密封する。 

容器は，機械締め方式又

は再使用可能なリング

レール方式のいずれか

を使用す 

る。 

 

 

 

金属容器に直接表

示する。 

 

 

 

 

 

 

注記 透明容器を使用した場合の個装の表示要領として，透明又は不透明なラベルを個装容器

に封入してもよい。 

    この場合，ラベルが個装法に影響を与えない場合に限るものとし，ラベルが個装容器

内で動かないようにしなければならない。また，不透明なラベルの場合には，個装容器

の一面の 50％以下の大きさのものを使用する。 
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表Ａ．１４－物理的保護の区分 

区分 記号 説     明 

軽保護 

 

 

 

Ｌａ 

 

 

 

部品が輸送及び荷役において，容易に損傷しないもの，又は外装

の全内容に密着し，保護されているもの 

例：事務用品，箱詰めキット，収納箱入り工具，木製又は金属製

キャビネット 

中保護 

 

 

Ｌｂ 

 

 

部品が外装に対して，適度の集中荷重を与えるもので，直接外装

容器に納められ，緩衝材により保護されるか，又は段ボール箱等

により内装を実施して保護される最も普通のタイプのもの 

重保護 

 

 

 

 

Ｌｃ 

 

 

 

 

部品が外装に対して非常に強い集中荷重を与えるもの，又は壊れ

やすいもので，外装のいずれの面にも当たらないよう高度の保護

を必要とするもの 

例：精密計器，プラスチック製ノーズ又はドーム，着陸装置（ス

トラット），特殊な燃料セル，プロペラ，精密電子機器等 

 

注記 Ｌｃに該当する部品であっても，適切な緩衝材，詰め物又は内装等の適用により， 

 Ｌａ又はＬｂで十分保護される場合には，それぞれの区分に変更することが可能であ 

  る。



  

表Ａ .１５－外装容器の選定基準  

 
5
0
 

 

 

部品 

最大 

質量 

(kg)a) 

最大 

内のり 

寸法 

(長さ+幅

+深さ) 

(cm)b） 

JIS Z 

1506 

外装用 

両面段ボ

ール箱 

 

外装用フ

ァイバー

箱 

 

 

 

JIS Z 

1506 

外装用 

複両面段

ボール箱 

 

ASTM 

D5168 

複々両面段

ボール箱 c) 

 

 

ASTM D6251 

さん付 

ファイバー箱 

 

JIS Z 

1406 

さん付合

板箱 

 

JIS Z 1402 

木箱 

 

 

 

 

JIS Z 1403 

枠組箱 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

破裂強さ 

両面段ボ
ール 

ファイバ
ーボード 

密閉 透かし 密閉 透かし 

1 0  1 2 0  １ 種  破 裂 強
さ  
1.37 MP a  
29 .5  k g  
19 1  cm  

 
 １ 種  
 

 
 
 
 
 
 
ク ラ ス  
Ｃ Ｆ  
Ｃ Ｇ  
Ｃ Ｆ Ｗ Ｒ  
Ｃ Ｇ Ｗ Ｒ  
Ｃ Ｆ Ｆ Ｒ  
Ｃ Ｇ Ｆ Ｒ  
 
 
 
 
 

 
 
1 . 3 7  M P a 以 上  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
通 常  
Ａ ５ 形
を 適 用
す る 。  
滑 材 を
付 け る
場 合
は ， 高
さ  
5 c m，  
幅  
9 c m  
以 上 と
す る 。  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
普 通 木
箱  
Ⅰ ･Ａ 形  
2 0 0  k g  
以 下  
 
 
Ⅰ ･Ｃ 形  
1 5 0  k g  
以 下  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
普 通 木
箱  
Ⅰ ･Ｂ 形  
2 0 0  k g  
以 下  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
密 閉 く
ぎ 付 け  
( 1 ･ Ａ
形 )  
密 閉 ボ
ル ト 締
め  
( １ ･ Ｂ
形 )  
密 閉 合
板 く ぎ
付 け  
( ２ ･ Ａ
形 )  
密 閉 合
板 ボ ル
ト 締 め  
( ２ ･ Ｂ
形 )  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
透 か し
く ぎ 付
け  
( ３ ･ Ａ
形 )  
透 か し
ボ ル ト
締 め  
( ３ ･ Ｂ
形 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 0  1 5 0  ２ 種  

3 0  1 7 5  ３ 種  ２ 種  

 
4 0  

 

 
2 0 0  

 

 
４ 種  

 

1.89  MPa  
40.8  kg  
229  cm  

 
３ 種  

 
1 . 8 9  M P a 以 上  
 5 0  2 5 0  ―  

2.40  MPa  
 54.4 kg  
  254 cm  

 
４ 種  

 

6 8    ―   ―    ―   ―  

1 0 2    ―   ―    ―   ―  2 . 0 7  M P a 以 上  

1 2 5    ―   ―    ―   ―  
2 . 4 0  M P a 以 上  

1 3 6    ―   ―    ―   ―  

1 8 0    ―   ―    ―   ―    ―  2 . 5  7 M P a 以 上  

2 2 5    ―   ―    ―   ―    ―       ―  腰 下 付
木 箱  
Ⅱ ･Ａ 形  
Ⅰ ･Ｃ 形  

腰 下 付
木 箱  
Ⅱ ･ Ｂ
形  

4 5 4    ―   ―    ―   ―    ―       ―  

1 5 0 0    ―   ―    ―   ―    ―       ―  
  ―  

6 0 0 0 0    ―   ―    ―   ―    ―       ―    ―    ―    ―  



  

 
 

表Ａ.１５－外装容器の選定基準（続き）  

注記１ 容器の選定に当たっては，最初に左側のものを選び，これが不適当であるとみなされている場合には，順次，

右側のものを選ぶ。  

注記２ 容器の選定に当たっては，この表によることが困難な場合又はこの表に示す以外の容器の使用が好ま  しいと

考えられる場合には，表Ａ.１０から選ぶことが可能である。  

注記３ 外装用両面段ボール箱（ＪＩＳ Ｚ １５０６）及び外装用ファイバー箱は，表Ａ.１４の物理的  保護の区

分に示すＬａ又はＬｂの場合だけ使用する。  

 

   注 a )   外装用両面及び複両面段ボール箱（ＪＩＳ Ｚ １５０６）外装用ファイバー箱又は複々両面段ボール箱  

      （ＡＳＴＭ Ｄ５１６８）の選定に当たっては，この表の部品最大質量を外装総質量と読み替える。  

   注   b )   最大内のり寸法は，ＪＩＳ Ｚ １５０６及び外装用ファイバー箱についてのみ適用する。  

   注   c )   複々両面段ボール箱（ＡＳＴＭ Ｄ５１６８）は，木枠，パレットなどで補強することにより，外装総重量  

         を 1 800 kg とすることが可能である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

5
1
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表Ａ.１６－標準容器寸法 

 

No. 

 

外側寸法(mm) 
 

No. 

 

外側寸法(mm) 

 縦       横      高さ  縦       横       高さ 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

 

 

1190   990    1000 

1190   990    480 

1190   990    360 

1190   990    240 

1190   990    120 

1190   490    480 

1190   490    360 

1190   490    240 

1190   490    120 

1190   240    240 

1190   240    120 

1190   190    240 

1190   190    120 

1090   1090    1000 

1090   1090     480 

1090   1090    360 

1090   1090    240 

1090   1090    120 

1090   540    480 

1090   540    360 

1090   540    240 

1090   540    120 

1090   260    240 

1090   260    120 

1090   210    240 

1090   210    120 

1090   350    360 

 

 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

 

 

 

720    350    240 

720    350    120 

650    430    360 

650    430    240 

650    430    120 

590    490    480 

590    490    360 

590    490    240 

590    490    120 

590    240    360 

590    240    240 

590    240    120 

490    290    360 

490    290    240 

490    290    120 

490    190    360 

490    190    240 

490    190    120 

290    240    360 

290    240    240 

290    240    120 

290    190    360 

290    190    240 

290    190    120 

240    190    240 

240    190    120 

 

 

注記 標準容器については，この表の中から容器の大きさを選定する。 

   ただし，部品の形状，寸法等により，これにより難い場合は，この限りではない。 
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表Ａ.１７－包装（見本）検査の分類等 

分 類 検査項目 適用項目 

 

 

 

 

Ａ 

 

 

 

 

 

１．清浄度 

 (1) 目視試験 

 (2) 拭き取り試験 

 (3) 酸及びアルカリの残留試験 

２．防せい剤皮膜の試験 

３．使用包装材料の適正度 

４．外観 

５．表示，標識の適正度 

 

Ａ.2.3，Ａ.8.5 

 

 

 

Ａ.3.4，Ａ.8.5 

Ａ.4.6，表Ａ.１８ 

表Ａ.１８ 

表Ａ.１３ 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

１．耐漏えい性 

 (1) 真空室漏えい試験 

 (2) 減圧保持試験 

 (3) 浸水漏えい試験 

 (4) 圧力保持試験 

 (5) 温水漏えい試験 

 (6) 圧縮漏えい試験 

２．封かん（試験） 

 

Ａ.8.5，表Ａ.１８ 

 

 

 

 

 

 

Ａ.8.5，表Ａ.１８ 

 

 

 

 

Ｃ 

（特に表示がある場 

合に実施する。） 

 

 

 

 

 

１．循環ばく露（試験） 

 (1) 方法Ａ 

 (2) 方法Ｂ 

２．耐衝撃性 

 (1) 自由落下試験 

 (2) 対かど落下試験（片支持） 

 (3) 振動試験 

 (4) 傾斜衝撃試験 

 (5) 対りょう落下試験（片支持） 

 

 

Ａ.8.5 

 

 

Ａ.8.5 
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表Ａ.１８－個装法と試験実施要領 

 

個装法 

 

 

防せい剤 

皮膜の試験 

 

漏えい試験 

（真空室試
験） 

 

封かん 

試験 

 

作業の良否 

 

20 必要 

  

 

1.包装内の空気をできるだけ少なくしている。 

2.固く包みすぎて防せい剤皮膜が傷ついていない。 

3.必要に応じて緩衝材又は支持材を使用している。 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防せい剤を 

適用した場
合に必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要 d） 

 

 

 

 

1.包装内の空気をできるだけ少なくしている。 

2.下包みのほか，追加の保護が必要な場合に，緩衝材
又は支持材を使用している。 

 

41 

 

 

必要 a） 

 

 

必要 

 

1.適当な大きさの袋を使用している。 

2.包装内の空気をできるだけ少なくしている。 

3.必要に応じて緩衝材を使用している。 

 

44 
 

必要 d） 

 

 

 

 

1.包装内の空気をできるだけ少なくしている。 

2.下包みのほか，追加の保護が必要な場合に，緩衝材
又は支持材を使用している。 

 

42 

 

必要 c）e） 

 

 

必要 

 

1.包装内の空気をできるだけ少なくしている。 

2.必要に応じて緩衝材又は支持材を使用している。 

3.内箱の角を潰してある。 

43 必要 b）e） 必要 

1.包装内の空気をできるだけ少なくしている。 

2.必要に応じて緩衝材又は支持材を使用している。 

 

33 

 

 

必要 

 

 

必要 

 

1.適当な大きさの袋を使用している。 

2.包装内の空気をできるだけ少なくしている。 

3.必要に応じて緩衝材を使用している。 

 

32 

 

 

必要 

 

 

必要 

 

1.包装内の空気をできるだけ少なくしている。 

2.必要に応じて緩衝材又は支持材を使用している。 

3.内箱の角を潰してある。 

 

31 

 

 

必要 

 

 

必要 

 

1.適当な大きさの袋を使用している。 

2.包装内の空気をできるだけ少なくしている。 

3.必要に応じて緩衝材を使用している。 

53 必要 a）b）e） 必要 
1.包装内の空気をできるだけ少なくしている。 

2.適当量の乾燥剤を使用してあること。(Ａ．4.6 e)
参照) 

3.湿度指示計を適当な位置に封入してある。 

4.必要に応じて湿度指示計用の窓を付けている。 

5.柔軟性バリヤ剤については,封かん部に十分な余裕
がとってある。 

6.必要に応じて緩衝材又は支持材を使用している。 

7.個装法５２の場合，内箱の角を潰してある。 

52 必要 a）c）e） 必要 

51 必要 a） 必要 

55 必要 d） 
 

54 必要 d） 
 

10 
  

 

 

 

1.必要に応じて容器に適切な緩衝材等及び上包みを
施してある。 
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表Ａ.１８－個装法と試験実施要領（続き） 

 注 a) 包装の寸法又は形状により，真空室試験が適用できない場合は，真空室試験の代わりに温

水試験又は減圧保持試験を行うことが可能である。 

     真空室試験設備を利用できない場合も同様とする。 

注 b) 真空室試験の代わりに減圧保持試験を行うことが可能である。 

 注 c) 特定品目について指定された場合は，真空室試験に代えて減圧保持試験を行う。 

 注 d) 真空室試験の代わりに圧力保持試験を行うことが可能である。 

 注 e) 試験に際して，防水又は防湿バリヤ材の外側に使用している容器，上包み及び緩衝材を取

り除く。 

 

 

 

表Ａ.１９－封かん試験用荷重 

 

材料名 

 

適用仕様書 

 

静荷重（最小） 

 

 防水耐油性バリヤ材 

 

 MIL-PRF-121 

 

 1 000 gf    

 

 ポリエチレンフィルム 

 

 A-A-3174 

 

 

 

 1 400 gf 

 

 

 

 防湿バリヤ材 

 

 MIL-PRF-131 

 

 熱封可能透明バリヤ材 

 

 MIL-PRF-22191 

 

 静帯電防止バリヤ材 

 

 MIL-PRF-81705 

 

 

 1 600 gf 

 

 

 

 その他の熱封可能バリヤ材 
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図Ａ．１－基本法の概要 
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図Ａ．２－ケースライナの適用方法 

 

注記 
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個装法５０包装 

（従来の個装法Ⅱ） 

注記 

注記 文字及び影の部分は赤，下地は白で表記する。 

図Ａ．３－個装法５０の表示 
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図Ａ．４－静電気等警告マーク 
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Ｄ 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｅ Ｆ 

Ｇ 

Ｈ 

Ｊ

1 

Ｋ 

Ｊ 

Ｅ 

Ｆ 

Ｈ 

Ｉ1 

Ｉ1 

Ｉ2 

Ｉ3 

図Ａ．５－外装の表示及び標識要領 

 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図Ａ．６－内容品表示票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図Ａ．６－内容品表示票 

 

 

 

 

 

図Ａ．６－内容品表示票 

 

注記 
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附属書Ｂ 

（規定） 

特定部品の包装要領 

Ｂ.1  総則 

Ｂ.1.1  適用範囲  

  この要領は，航空自衛隊用として調達する特定部品の基本的包装要領について規定する。ただ

し，この要領で規定する以外は，この仕様書の定めるところによる。 

Ｂ.1.2  特定部品  

  特定部品とは，次のものをいう。 

a)  ボルト，ナット，スクリュー，ピン，リベット，ワッシャ，ファスナ，ターンバックル，

スタッド，チューブ，フィッティング等（以下，“ハードウェア”という。） 

b)  転がり軸受（外径が 400 ㎜以下，又は質量が 18 ㎏以下のもの）及び軸受部品（以下， 

“軸受”という。） 

Ｂ.2  ハードウェア 

Ｂ.2.1  防せい 

  個別仕様書等において特に指定しない場合は，次の材料を使用したもの又は表面処理を施した

ものは，原則として防せい剤を必要としない。        

a)  使用材料  アルミニウム，銅，ニッケル，クローム，黄銅又は耐食鋼（オーステナイト系及

び耐熱合金） 

b) 表面処理 クロームめっき，すずめっき，鉛めっき，ニッケルめっき，銀めっき，りん酸塩

皮膜（補助油塗油） 

Ｂ.2.2 個装 

Ｂ.2.2.1 個装法 

 個装法は，表Ｂ.１によるものとし，容器の動揺により部品の損傷を防止するため，適切な緩

衝材及び表Ｂ.２の保護材を使用しなければならない。 

表Ｂ.１－個装法 

  

製品の材質 表 面 処 理 防せい剤 部 品 名 
個装法 a） 

レベル 
  Ａ 

レベル 
  Ｂ 

    鋼 

カドミウム又は亜鉛 

めっき以外の表面処理 
使用しない 

ボルト ナット 

スクリュー  ピン 

スタッド リベット 

ワッシャー キー  

金具類 

 １０  １０ 

カドミウム又は亜鉛 

めっき 

使用する  ２０  ２０ 

使用しない  ３０  ３０ 

軸部をめっきしないもの 使用する 軸部研磨ボルト  ４０  ３０ 

耐 食 鋼 

非 鉄 金属 
表面処理に関係ない 使用しない 

ボルト ナット ス
クリュー ワッシャ 

リベット ターンバ 

ックル 金具類 

 １０  １０ 

材 質 に 

関 係 ない 

 

表面処理に関係ない 
使用できな 

い 

セルフロッキング 

ナット 
 ４０  ３０ 

チューブ 

フィッティング 
 ３０  ３０ 

    注 a)  附属書Ａの表Ａ.１３による。 
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表Ｂ.２－保護材 

   

 
品   名 保 護 材 

７／１６以上のボルト シールピール又はスリーブ 

精密ボルト シールピール又はスリーブ 

チューブ，フィッティング キャップ又は下包み 

Ｂ.2.2.2  個装容器 

 個装に箱や，缶を用いる場合は，表Ｂ.３から選択する。 

 
表Ｂ.３－個装容器の選択基準 

     
内容 

 
 
 
内容品 
 
質量(kg) 

 ＰＰＰ－Ｂ－ 
５６６ 
 
 折り畳み 
 紙箱 
 
 破裂強さ 
 (kpa) 

 ＰＰＰ－Ｂ－ 
６７６ 
 
 組立紙箱 
 
 
 破裂強さ 
 (kpa) 

  
 
 
 メタルステ 
 ッチ付紙箱 
 
 破裂強さ 
 (kpa) 

ＪＩＳ Ｚ 
１５０６ 
 
外装用段ボ
ール箱 
 
 

 
 
 
ファイバ－ 
缶 
 
 
 

    ～ 1.0    764以上     823以上 
  1 029以上 1種 

又は 

2種 

内容品質量 

9 kg以下 

  1.0～ 2.3   1 098以上    960以上 

  2.3～ 4.5   1 235以上   1 098以上   1 411以上 

  4.5～ 10.0 － －   2 058以上 

Ｂ.2.3  内装 

  内装容器として，組立紙箱を使用した場合は，最大質量を 4.5  ㎏以下とし，メタルステッチ

付紙箱は，最大質量が 18 ㎏以下でなければならない。また，段ボ－ル箱は，それぞれの規格に

準拠した質量及び寸法による。 

Ｂ.2.4 外装  

 外装の総質量は，60 ㎏以下とする。 

Ｂ.3  軸受 

Ｂ.3.1 材料 

Ｂ.3.1.1 清浄剤  

 清浄に使用する材料は，附属書ＡのＡ.2.2による。 

Ｂ.3.1.2 防せい剤  

 防せい剤は，表Ｂ.４による。ただし，特別の用途などのため表Ｂ.４の防せい剤を使用できな

い軸受は，使用時の潤滑油を用いる。 

 

表Ｂ.４－軸受の防せい剤 

 軸受の形式 軸 受 外 形（㎜） 防 せ い 剤 

開 放 形      25未満 Ｐ－３，Ｐ－６，Ｐ－９，Ｐ－１０，Ｐ－１７ 

    25～150未満 Ｐ－３，Ｐ－６，Ｐ－９ 

    150～400未満 Ｐ－３，Ｐ－６ 

密 封 形  Ｐ－１１ 
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Ｂ.3.1.3 下包み材料  

 下包み材料は，アルミニウム及びアルミニウム合金はく（ＪＩＳ Ｈ ４１６０），包装用ポ

リエチレンフイルム（0.05 ㎜の厚さ：ＪＩＳ Ｚ １７０２又はＡ－Ａ－３１７４），又は防

水耐油性バリヤ材（ＭＩＬ－ＰＲＦ－１２１）でなければならない。ただし，アルミニウムはく

及びバリヤ材の使用は，表Ｂ.５による。 
 

表Ｂ.５－アルミニウムはくの厚さ及びバリヤ材のタイプ  

軸受の質量 

（㎏） 

ＪＩＳ Ｈ ４１６０ 

アルミニウムはくの厚さ（㎜） 

ＭＩＲ－ＰＲＦ－１２１ 

バリヤ材のタイプ 

          0.45未満 0.04 Ⅱ 

          0.45～2.20未満 0.04 Ⅰ 

         2.20～18.00未満 0.05 Ⅰ 

Ｂ.3.1.4 透明プラスチック容器 

 透明プラスチック容器は，次による。                     

a) 防せい剤及び潤滑油に耐える透明な剛性のあるものでなければならない。 

b) 寸法は，軸受の外径と容器の内径との隙間が 0.25 ㎜以上になるようにし，更に体積及び質

量は，できるだけ最小になるようにしなければならない。 

c) 再密封できるように設計されなければならないが，使用するために一度開封したものは，必

ずしも完全に気密を保証できなくてもよい。 

Ｂ.3.1.5  内装用材料  

  内装用材料は，表Ｂ.６による。 

 

    表Ｂ.６－内装用材料 

名   称 適用仕様書又は規格 特性又は分類 

折り畳み紙箱 ＰＰＰ－Ｂ－５６６  

組立紙箱 ＰＰＰ－Ｂ－６７６  

外装用段ボール箱 ＪＩＳ Ｚ １５０６ 1種 ～ 4種 

Ｂ.3.1.6 外装用材料  

  外装用材料は，附属書ＡのＡ.6による。 

Ｂ.3.2 包装要領 

Ｂ.3.2.1 個装  

  保管期間及び保管環境等に応じて，レベルＡとレベルＣに分類する。 

Ｂ.3.2.1.1  レベルＡ 

Ｂ.3.2.1.1.1  清浄及び乾燥 

 清浄及び乾燥は，次による。 

a)  清浄及び脱磁 軸受の清浄室については，湿度の管理は要求しない。しかし，じんあいの

発生源となる包装材料，くず物入れ等は，できるだけ少なくしなければならない。清浄前の

軸受の磁力は５ガウスを超えてはならない。開放形の軸受の清浄は，附属書Ａの表．２に規

定するＣ－５の方法によらなければならない。 

b)  乾燥 全ての軸受は，清浄後直ちに附属書Ａの表．３に規定するＤ－１，Ｄ－２又はＤ－
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３の方法あるいはこれらの方法の組合せによって乾燥しなければならない。Ｄ－１の方法で

乾燥する場合には，軸受を急速に回転させてはならない。しかし，乾燥中は乾燥に用いる空

気に軸受の全表面をさらさなければならないので，低速回転はしてもよい。この場合に使用

する空気は，乾燥しているもので，かつ，0.002 ㎜のフィルタを通したものでなければなら

ない。 

Ｂ.3.2.1.1.2  防せい 

 防せいは，次による。   

a)  開放形軸受は，乾燥作業終了後直ちに表Ｂ.４による防せい剤に浸して，全表面に均一連続

に，十分塗布しなければならない。 

b)  防せい包装のための室は十分に照明されていなければならない。室に入る空気はフィルタ

を通したり，外気と完全に遮断する必要はないが，近辺に亜硫酸ガス，硫化水素ガス等の発

生源及びじんあいの発生源となりそうなものは少なくしなければならない。 

Ｂ.3.2.1.1.3  個装方法 

  個別仕様書で特に指定のない場合の個装は，軸受寸法により区分した表Ｂ.７に定める方法に

よらなければならない。ただし，円筒ころ軸受以外の分離形軸受を組み立てて包装する場合は，

ブリネル圧痕を防止するために適当な保護を行わなければならない。 

 

表Ｂ.７－個装方法及び個装単位 

軸受外径（㎜） 個 装 方 法 a） 個装単位（個） 

     25未満 ４１，４４ 1 

   25～150未満 ４１ 1 

    150～400未満 ４１ 1 

 注 a)  附属書Ａの表Ａ.１３による。 

 a)  個装法（４１） 清浄，乾燥後，直ちに軸受は，Ｂ.3.2.1.1.2 に従って防せい剤を塗布 

しなければならない。軸受は，Ｂ.3.1.3 の材料で包む又は袋に入れなければならない。

包み方は，石けん包み又はヒートシールをする。次に，必要に応じて緩衝材を用い，防

湿バリヤ材（ＭＩＬ－ＰＲＦ－１３１）で作った防湿袋に入れ，ヒートシールする。ヒ

ートシールを行うとき，袋内の空気を最小にするため適当な方法で抜かなければならな

い。下包みした軸受は必要に応じて個装容器に入れる。全ての個装容器は附属書Ａの表

Ａ.１３に基づいて密封する。しかし，角を無理に折り曲げて包装材料を損傷してはなら

ない。 

 b)  個装法（４４） 清浄，乾燥後，直ちに軸受は，Ｂ.3.2.1.1.2 に従って防せい剤又は潤

滑油を塗布し，Ｂ.3.1.3の材料を用いて下包みし，Ｂ.3.1.4に定める透明プラスチック

容器に入れる。必要に応じ緩衝材を用いて容器の中で軸受が移動するのを防止する。 

Ｂ.3.2.1.2  レベルＣ 

  個別仕様書で特に指定された場合に行う個装であって，附属書ＡのＡ.4.6に従って行う。 

Ｂ.3.2.2  内装  

  軸受の内装は，附属書ＡのＡ.5.2による。 

Ｂ.3.2.3 外装  

  軸受の外装は，レベルⅠとレベルⅡに分類する。その細部は，附属書ＡのＡ.6による。 
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Ｂ.3.3 表示  

  個装，内装及び外装の表示は，附属書ＡのＡ.7.3，Ａ.7.4 及びＡ.7.5 による。ただし，同一

包装容器に 1個を包装する場合の個装及び内装には，数量の表示を省略し，また，内装される個

装のうち個装に表示困難な場合には，省略することが可能である。 
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附属書Ｃ 

（規定） 

包装方法の選定要領 

Ｃ.1  総則 

Ｃ.1.1  適用範囲 

 この要領は，物品の包装方法の選定について規定する。 

Ｃ.1.2 包装方法 

  契約の相手方は，次の事項を考慮して適切な包装方法を選定しなければならない。 

a)  物品の種類及び特性 

b) 包装のレベル 

c) 補給上（荷役，輸送，保管，開こん）の利便 

d) 入手が容易な包装材料 

Ｃ.2  包装用材料の選定  

  包装用材料は，原則として，附属書Ａに規定するものの中から選定する。ただし，商慣習によ

る個装，内装又は外装を行う場合は，契約の相手方において最も適切と思われる材料を使用する

ことが可能である。 

Ｃ.3  個装法の選定 

Ｃ.3.1 レベルＡ 

 レベルＡは，次による。 

a)  レベルＡの個装が要求された場合は，物品の構成材料又は状態，接触防せい剤の使用の可否，

表面の状態（クリチカル又は非クリチカル），非金属材料との組合せの有無などを調査し，

表Ｃ.１ により包装しようとする物品の属するグループ番号に対応する基本個装法を選定す

る。 

b) 表Ｃ.１ により選定された基本個装法のうち，細別方法の選定を必要とするものについて

は，契約の相手方において最も適当と思われる細別方法を選定する。 

Ｃ.3.2 レベルＢ・Ｃ  

  レベルＢ又はＣの個装が要求された場合は，表Ｃ.１ を参考として，契約の相手方において最

も適当と思われる個装法を選定する。 

Ｃ.3.3 静帯電防止の個装  

  静電気により損傷しやすい繊細な電子部品等の個装については，附属書ＡのＡ.4による。 

Ｃ.4 包装単位 

Ｃ.4.1 個装  

  個装の包装単位の選定は，個別仕様書に指定されていない場合は，ＪＱＵＰによるものとし，

これらのいずれにも該当しない場合は，附属書ＡのＡ.4の規定に基づき選定する。 

Ｃ.4.2 内装及び外装 

  内装及び外装の包装単位の選定は，個別仕様書に指定されていない場合は，附属書ＡのＡ.4.7

の規定に基づき選定する。 
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表Ｃ.１－個装法選定表 

 

1.1  素肌金属物品（電気的物品 a)を除く。） 

 

構成材料又は状態 
接触防せい剤 
の使用不可の 
場合 b) 

クリチカル 
な表面を有 
する場合 

非クリチカ 
ルな表面を 
有する場合 

非金属材料 
との組合せ 
の場合 

グループ 
番号 c) 
 

基 本 
 
個装法 

鉄，鋼－ 
素肌又は黒色酸化
処理 
１７クロム－ 
７ニッケル未満の 
低組成ステンレス 
鋼を含む。 

     －          －         ○         －       ０１   ２０ 

     －          －         ○         ○      ０２    ２０ 

     －          ○         －         －      ０３   ４０ 

     －          ○         －         ○      ０４   ４０ 

     ○          －     ○     －  ０５   ３０ 

     ○          －     ○         ○      ０６   ３０ 

     ○          ○         －     －  ０７   ５０ 

     ○          ○         －     ○      ０８   ５０ 

マグネシウム－ 
素肌又はクロム酸
塩処理 
 
 
 

     －     －     ○         －  ０９   ３０ 

     －     －     ○         ○      １０   ３０ 

     ○          ○         －     －  １１   ５０ 

     ○          ○         －     ○      １２   ５０ 

     ○          －     ○         －  １３   ４０ 

     ○          －     ○         ○      １４    ４０ 

ベリリウム，ニッ 
ケル，黄銅，コバ 
ルト，青銅，銀， 
カドミウム，ステ 
ンスレス鋼，銅，鉛，
チタニウム，モネル
メタル，すず，亜鉛，
アルミニウム，バビ
ット粗鋳造品，焼結
合金，銅合金 

     －     －     ○         －  １５   ３０ 

     －     －     ○         ○     － d) 

     ○          ○         －     －  １６   ３０ 

     ○          ○         －     ○      １７   ３０ 

     －     ○         －     －  １８   ２０ 

      

－
 

 

     

○
 

 

     

－
 

 

     

○
 

 

  

１９
 

 

   

２０
 

 

鉄と非鉄の組合せ      ○     ○     －     －  ２０   ５０ 

     －     －     ○     －  ２１   ３０ 

注 a) 電気的物品とは，使用時に純粋に電気的な機能を果たす物品をいう。ただし，電気装置の構

成品で使用時に純粋に機械的機能のみを果たすもの，例えば取付用ブラケット・クランプフ

ァスナーその他類似のハードウェア等は除く。 

注 b) 接触防せい剤使用不可の場合とは, 次のいずれかに該当する場合をいう。 

  1) 防せい剤により物品が損傷するおそれがある場合。 

   2) 防せい剤の除去が極めて困難な場合。 

  3) 残存防せい剤が，物品の作動油，グリース等と適合せず，作動中に機能不良を生ずる原因 

       となるおそれのある場合。 

  4) 物品の化学的組成が耐食性のもので，防せい剤の適用を必要としない場合。 

注 c) グループ番号は，ＰＩＦの“材料及び仕上げ”欄に記入する場合に使用する記号を示す。  

注  d) 非金属材料に対する基本個装法を適用する。グループ番号は，当該非金属材料に対応する記

号を使用する。 
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表Ｃ.１－個装法選定表（続き） 

 

1.2  メッキ その他の表面処理物品（電気的物品を除く。）             

 

 構成材料又は状態 
接触防せい 
剤の使用不 
可の場合 

クリチカル 
な表面を有 
する場合 

非クリチカ 
ルな表面を 
有する場合 

非金属材料 
との組合せ 
の場合 

グループ 
番号 
 

基 本 
 
個装法 

鉄金属－下記により 
全面メッキされたも 
の 
クローム，銅，ニッケ
ル，銀，すず，金，イ
リジウム，オスミウ
ム，パラジウム， 
ロジウム，ルテニウ 
ム，亜鉛，カドミウ 
ム，すずと鉛の合金 

○ ○ － － ２２ ３０ 

○ ○ － ○ ２３ ３０ 

○ － ○ － ２４ ３０ 

○ － ○ ○ － a) 

－ ○ － － ２５ ２０ 

－ ○ － ○ ２６ ２０ 

非鉄金属－めっき 
 
 
 
 
 

－ － ○ － ２７ １０ 

－ － ○ ○ － a) 

○ ○ － － ２８ ３０ 

○ ○ － ○ ２９ ３０ 

－ ○ － － ３０ ２０ 

－ ○ － ○ ３１ ２０ 

鉄，鋼－りん酸塩処理 
 
銅，黄銅－クロム酸 
塩又は黒色酸化処理 
 

○ － ○ － ３２ ３０ 

－ － ○ ○ － a) 

○ ○ － － ３３ ３０ 

○ ○ － ○ ３４ ３０ 

－ ○ － － ３５ ２０ 

－ ○ － ○ ３６ ２０ 

アルミニウム，マグネ
シウム，亜鉛－陽 
極処理 
亜鉛めっきの鉄又は 
鋼，亜鉛合金鋳物－ 
クロム酸塩処理 
アルミニウム－アル
クラッド 

○ － ○ － ３７ １０ 

○
 

－
 

○
 

○
 

－
 a) 

○ ○ － － ３８ ３０ 

○ ○ － ○ ３９ ３０ 

陽極処理アルミニウ 
ムと不動態化耐食鋼 
の組合せ 

○ － － － ４０ １０ 

金属－ペイント，ワ 
ニスラッカー又はエ 
ナメルにて塗装 

○ － ○ － ４１ １０ 

－ － ○ ○ － 
a) 

多孔性金属－オイル
含浸 

－ － － － ４２ ３０ 

注 a)  非金属材料に対する基本個装法を適用する。グループ番号は，当該非金属材料に対応する記

号を使用する。 
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表Ｃ.１－個装法選定表（続き） 

 

1.3  非金属物品（電気的物品を除く。） 

 

 

 構成材料又は状態 

 

接触防せい 

剤の使用不 

可の場合 

クリチカル 

な表面を有 

する場合 

非クリチカ 

ルな表面を 

有する場合 

非金属材料 

との組合せ 

の場合 

グループ 

番号 

 

基 本 

 

個装法 

プラスチック 

ファイバー 

    ○     －     ○ －  ４３   １０ 

    ○     ○     －     －  ４４   ３０ 

天然又は合成ゴム 

 

    ○     ○     －     －  ４５   ３０ 

    ○     －     ○     －  ４６   ３０ 

皮  革 

 

    ○     －     ○     －  ４７   １０ 

    ○     ○     －     －  ４８   ３０ 

光学ガラス，石英， 

雲母及び構成品にこ 

れらを用いた組立品 

     

○ 

 

     

○ 

 

     

－ 

 

     

－ 

 

  

４９ 

 

 

  ４０ 

 

カーボン，黒鉛，アス

ベスト，セラミック

ス，光学以外のガラス 

    ○     －     ○     －  ５０   １０ 

    ○     ○     －     －  ５１   ３０ 

紙 

 

    ○     －     ○     －  ５２   ３０ 

    ○     ○     －     －  ５３   ３０ 

木材，コルク 

 

    ○     －     ○     －  ５４   １０ 

    ○     ○     －     －  ５５   ３０ 

コーテージ，布製品 

 

    ○     －     ○     －  ５６   １０ 

    ○     ○     －     －  ５７   ３０ 

織  物     ○     ○     －     －  ５８   ３０ 
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表Ｃ.１－個装法選定表（続き） 

 

1.4  電気的機器及び装置                              

1.4.1  完成電気的機器，無線機及びレーダーセット，その他の通信機器          

 

 構成材料又は状態 

 

接触防せい 

剤の使用不 

可の場合 

クリチカル 

な表面を有 

する場合 

非クリチカ 

ルな表面を 

有する場合 

非金属材料 

との組合せ 

の場合 

グループ 

番号 

 

基 本 

 

個装法 

構成材料の如何を問 

わない。密封物品 a) 

で外表面に対し耐食

保護を必要としない

場合。 

 

 

    ○ 

 

 

 

 

    － 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 ５９ 

 

 

 

 

  １０ 

 

 

構成材料の如何を問 

わない。密封物品 a) 

で外表面に対し耐食

保護を必要とする場

合。 

 

 

－ 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 ６０ 

 

 

 

 

  ４０ 

 

 

構成材料の如何を問 

わない。非密封物品の

場合。 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

 ６１ 

 

 

  ５０ 

 

注 a) 密封とは，金属と金属，ガラスとガラス，プラスチックとプラスチックなどの溶着若しくは 

ハンダ付け又はガスケット，プラグ，キャップなどにより，物品の機能を害するじんあい，

水蒸気，その他の異物の侵入を防ぐため物品自体を封ずることをいう。 
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表Ｃ.１－個装法選定表（続き） 

 

1.4.2  無線機及びレーダーセット，その他の通信機器の小組部品並びに構成品（非密封の場合） 

 

 

 構成材料又は状態 

 

接触防せい 

剤の使用不 

可の場合 

クリチカル 

な表面を有 

する場合 

非クリチカ 

ルな表面を 

有する場合 

非金属材

料との組

合せの場

合 

グループ 

番号 

 

基 本 

 

個装法 

鉄，鋼， 

マグネシウム 

 

    ○     －     ○     －  ６２   ４０ 
    ○     ○     － －  ６３   ５０ 

    －     ○     －     ○  ６４   ５０ 

非金属と金メッキ品 

との組合せの電気的 

物品 

 

    － 

 

 

    － 

 

 

    － 

 

 

    － 

 

  

 ６５ 

 

 

  ３０ 

 

光学ガラス，石英， 

雲母，プラグタイプ 

の電子コネクタ，レジ

スタ，キャパシタを含

む。 

    ○     －     ○     －  ６６   ３０ 

     

○ 

 

 
    ○ 

 

 
    － 

 

 
    － 

 

 
 ６７ 

 

 
  ４０ 

 

静電気，電磁気，磁 

気又は放射能に敏感 

な装置又は部品 

 

    ○ 

 

 

    － 

 

 

    － 

 

 

    － 

 

 

 ６８ 

 

 

４０／５０a) 

静電気に敏感な構成

品 

 
    ○ 

 

 
    － 

 

 
    － 

 

 
    － 

 

 
 ６９ 

 

 

３０／４０b） 

銅，黄銅，青銅，ベリ

リウム 

    ○     ○     －     －  ７０  ４０ 

金，銀，白金，イリ 

ジウム，その他の貴金

属 

 

    ○ 

 

 

    － 

 

 

    － 

 

 

    － 

 

 

 ７１ 

 

 

 ４０ 

 

ベアリングによる可 

動物品（構成材料の 

如何を問わない。） 

 

    ○ 

 

 

    ○ 

 

 

    － 

 

 

    ○ 

 

 

 ７２ 

 

 

 ５０ 

 

注 a) 静電気及び電磁気防止防浸材料使用の４０又は５０とする。  

注 b) 静電気防止材料使用の３０又は４０とする。  
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表Ｃ.１－個装法選定表（続き） 

 

1.5  電気的－機械的組部品 

 

 

 構成材料又は状態 

 

接触防せい 

剤の使用不 

可の場合 

クリチカル 

な表面を有 

する場合 

非クリチカ 

ルな表面を 

有する場合 

非金属材料 

との組合せ 

の場合 

グループ 

番号 

 

基 本 

 

個装法 

電気的調 

整補正済 

物品 a) 

 

 

素肌の鉄

鋼，マグネ

シウム 

 

    ○ 

 

 

    － 

 

 

    － 

 

 

    － 

 

 

 ７３ 

 

 

 ５０ 

 

その他     ○     －     －     ○  ７４  ４０ 

構成材料の如可を問

わない。 

（非密封物品） 

 

    ○     －     ○     －  ７５  ４０ 

    －     ○     －     －  ７６  ４０ 

    －     ○     －     ○  ７７  ５０b) 

   ○     ○     －     －  ７８  ５０ 

構成材料の如何を問 

わない。 

（密封物品） 

    －     ○     －     －  ７９  ３０ 

    ○     －     ○     －  ８０  １０ 

注 a)  電気的調整補正済物品とは，湿度若しくは温度変化，使用又は時間の経過により変動する特

性を有する物品で，初期の設計限界値を維持していることを確認するために定期的点検の実

施を必要とするものをいう。 

注 b) 物品の使用時に除去する必要のない作動用潤滑剤を使用してもよい。 

 

1.6  その他 

 

 

 構成材料又は状態 

 

接触防せい 

剤の使用不 

可の場合 

クリチカル 

な表面を有 

する場合 

非クリチカ 

ルな表面を 

有する場合 

非金属材料 

との組合せ 

の場合 

グループ 

番号 

 

基 本 

 

個装法 

構成材料や状態を問

わない。 
    －    －     －     － ＺＺa)    － 

注 a)  グループ番号が“ＺＺ”に該当する部品の場合は，契約の相手方において最も適当と思われ

る個装法を選定する。 
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附属書Ｄ 

（規定） 

キットの包装要領 

Ｄ.1  総則 

 この要領は，キットの包装要領について必要事項を規定する。 

Ｄ.2  個装 

Ｄ.2.1  個装法の選定 

  キットについては，その構成品ごとに附属書Ｃにより個装法を選定する。 

Ｄ.2.2  個装実施要領  

  キット構成品ごとにＤ.2.1により選定した個装法を適用する。この場合，次のいずれかの方法

により，2品目以上の構成品を一括して同一個装内に収納（グループ化）することが可能である。 

a) 同一個装法を適用する構成品を一括し，1つのグループとして，個装する。 

b) 同一系統に属する構成品を一括して，1つのグループとして，個装する。 

例 ポンプに属する構成品とモータに属する構成品が，同一キット内に含まれている場合

は，それぞれをグループとして一括して個装する。この場合，グループ内の構成品の個

々に適用する個装のうち，最も高度の個装法を適用する。 

Ｄ.2.3 個装単位 

  個装単位は，次による。 

a)  キット構成品については，1 キット当たりの数量を単位とする。ただし，数量，品目，特性

等により 1 個装とすることが不適当な場合は，適当な単位に分割又は 1 個ごとに個装を行っ

た後，紙箱などにより 1キット当たりの数量ごとにまとめる。 

b)  個装の最終容器に収納する単位は，1キットとする。 

Ｄ.3  内装及び外装  

  内装及び外装は，附属書ＡのＡ.5及びＡ.6による。           

Ｄ.4  表示                            

Ｄ.4.1 個装の表示 

Ｄ.4.1.1 キット構成品 

 キット構成品の個装には，次の項目を表示する。ただし，グループ化した場合は，グループ記

号のみ記入する。                

a) キット部品番号 

b) 部品番号 

c) 品名 

d) 数量 

e) 製造番号（ＳＥＲＩＡＬ ＮＯ．）（適用される場合のみ。） 

f) ＡＣ開始年月 

Ｄ.4.1.2 最終容器 

 キットの個装の最終容器には，附属書ＡのＡ.7.3の定める個装の内容品表示を行う。  

Ｄ.4.2  内装及び外装の表示 

 内装及び外装の表示は，附属書ＡのＡ.7.4及びＡ.7.5による。 
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Ｄ.5  キット明細表  

  キットの個装の最終容器の内部に，図Ｄ.１ により作成したキット明細表を 1部挿入する。 

Ｄ.5.1 キット明細表の記入要領 

 キット明細表の記入要領は，次による。 

a)  調達要求番号又は契約番号  調達要求番号，契約（認証）番号を記入する。 

b)  キット物品番号  契約書に記載されたキットの物品番号を記入する。 

c)  キット部品番号  契約書に記載されたキットの部品番号を記入する。 

d)  キット名称  契約書に記載されたキットの名称を記入する。 

e)  一連番号  キット構成品に対する一連番号を記入する。 

f)  部品番号 キット構成品の部品番号を記入する。 

g)  品名  キット構成品の名称を記入する。 

h)  数量  キット構成品の１キット当たりの数量を記入する。 

i)  グループ記号  キット構成品の一部を一括して個装した場合のグループ記号を大文字のア

ルファベットＡ，Ｂ，Ｃ，・・・，で記入する。 

j)  製造番号  キット構成品が，製造番号を有する場合に記入する。 

k) ＡＣ開始年月  キット構成品がＡＣ品目の場合に記入する。 
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調達要求番号又は契約（認証）番号  キット物品番号  

キ ッ ト 部 品 番 号  キ ッ ト 名 称  

一連番号  部 品 番号   品  名  数量 グループ記号 製造番号 ＡＣ開始年月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

注記   用紙は，ＪＩＳ Ｐ ０１３８ Ａ列 4番とする。 

 

 

 

図Ｄ.１－キット明細表の様式 
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附属書Ｅ 

（規定） 

ＰＩＦの作成及び提出要領 

Ｅ.1  総則 

Ｅ.1.1 適用範囲 

 この要領は，ＰＩＦの作成及び提出について規定する。 

Ｅ.1.2  作成基準 

 ＰＩＦは，原則として調達要求番号又は契約（認証）番号ごとに作成するものとし，包装レベ

ルとＰＩＦ作成基準は，次のとおりとする。 

a) 包装レベルがＡ，ＡⅠ又はＡⅡ 

の契約の場合には，全てＡⅠを基準とする。 

b)  包装レベルがＢ，ＢⅠ又はＢⅡの契約の場合には，全てＢⅠを基準とする。 

c)  個装のレベルがＣの契約の場合には，外装のレベルに関係なく，ＰＩＦを提出する必要はな

い。 

Ｅ.1.3  提出の省略 

 航空自衛隊のいずれかの部隊等の要求又は契約で，既に同一レベルで承認を受けたＰＩＦ記載

品目と同一品目を他の部隊等と契約した場合は，改めてＰＩＦを提出する必要はない。ただし，

その場合，承認ＰＩＦの写し 1部を契約担当官等に提出する。      

Ｅ.1.4  内容の変更 

 承認ＰＩＦの内容を変更する場合には，新たにＰＩＦを作成し，契約担当官等の承認を得る。 

Ｅ.2  ＰＩＦの作成要領 

Ｅ.2.1  ＰＩＦの構成  

  ＰＩＦの構成は，表紙(ファイル)，承認願書，目次，ＰＩＦカード及び図面からなる。 

Ｅ.2.1.1 表紙   

  表紙の様式は，図Ｅ.１ による。色は，原則として青色とする。 

Ｅ.2.1.2  承認願書  

  承認願書の様式は，図Ｅ.２又は図Ｅ.３ による。 

Ｅ.2.1.3  目次  

  目次は，当該契約において新規又は改正のため申請をする品目を記載するものとし，様式は，

図Ｅ.４ による。 

Ｅ.2.1.4  ＰＩＦカード  

  ＰＩＦカードの様式は，図Ｅ.５ による。 

  なお，ＰＩＦカードは，クラフト紙製封筒又は同等の袋に入れ，封筒の片端をファイルにとじ

込む。ただし，枚数が多くて封筒に入り切れない場合は，別包装とすることが可能である。 

Ｅ.2.1.5 図面  

  ＰＩＦカードでは包装の細部を十分に表現できない場合は，これを補足するための図面を添付

する。また，図面は，青図又は陽図とし，大きさはＪＩＳ Ｐ ０１３８Ａ列を標準とし，様式

はＪＩＳ Ｚ ８３１０による。 
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Ｅ.2.2 ＰＩＦカードの記入要領 

Ｅ.2.2.1 記入事項 

 ＰＩＦカードの記入は，表Ｅ.１によるものとし，記入すべき内容の選定に当たっては，原則

として 2.1 に記載された範囲とする。 

表Ｅ.１－ＰＩＦカードの記入 

番号 項   目 記  入  事  項 

(1) グループ 物品番号の最初の 2桁（Federal Supply Group）を記入する。不明な場

合は空欄とする。 

(2) 

 

物品番号 

 

物品番号（Stock Number）を記入する。 

不明な場合は空欄とする。 

(3) 

 

 

 

部品番号 

 

 

 

調達品目表に記載された部品番号を記入する。その際製造業者の部品番

号のほかに専門業者（Vender）の部品番号があれば，（ ）で併記する。

また，部品番号が付与されていない場合は，製造業者の図面番号又は型

式番号を記入する。 

(4) 品名 調達品目表に記載された品名を記入する。 

(5) ＰＩＦ整理番号 空欄とする。 

(6) 

 

 

 

 

寸法（㎝） 

 

 

 

 

原則として物品自体の外形寸法を㎝単位で記入する。 

 例：長さ（Ｌ）×幅（Ｗ）×高さ（Ｈ） 

ただし，１ ㎝に満たない端数は切り上げ，1 ㎝未満の場合は，“－1.0

”と（ ）内に記入する。 

 例 10×5×（－1.0） 

(7) 

 

 

 

質量（ｇ又は㎏） 

 

 

 

物品の質量をｇ単位で記入する。ただし，1 ｇに満たない端数は切り上

げ，1 000 ｇ（1 ㎏）以上のものはプラス“＋”の記号を付け㎏単位で

記入する。 

 例 ＋1.5 

(8) 

 

 

材料及び仕上げ 

 

 

附属書Ｃの表Ｃ.１ に従いグループ番号を記入する。ただし，表Ｃ.１ 

に示されないものはその材料及び仕上げを明記する。 

(9) 特性 物品の特性を表Ｅ.２ に示す符号で記入する。 

(10) 

 

 

 

仕様書又は技術指

令書 

 

 

物品の製作に当たり適用した仕様書，規格等の番号を記入するものと

し，また，修理契約において，適用した仕様書等で，包装に関する指定

がある場合は，その仕様書等の番号を記入する。 

(11) 

 

包装レベル 

 

該当する個装レベル及び外装レベルを記号で記入する。 

 例 ＡⅠ 

(12) 承認及び日付 空欄とする。 

(13) 個装 個装内に入れる物品の数量をアラビア数字で記入する。 

(14) 個装法 個装法を表Ｅ.３ に示す符号で記入する。 

(15) 防せい剤 適用する防せい剤を表Ｅ.４ に示す符号で記入する。 

(16) 緩衝剤 緩衝材の種類を表Ｅ.５ に示す符号で記入する。 

(17) 包み 包み用材料の種類を表Ｅ.６ に示す符号で記入する 
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表Ｅ.１－ＰＩＦカードの記入（続き） 

番号 項   目 記  入  事  項 

(18) 

 

 

 

容器 

  

 

 

個装容器の種類を表Ｅ.７ に示す符号で，符号のない場合は，仕様書番

号又は図面番号等を記入する。また，2種類以上の材料又は容器を使用

する場合は，使用の順序を記入する。 

(19) 

 

 

寸法（㎝）  

 

 

個装の寸法を㎝単位で記入する。ただし，1 ㎝に満たない端数は，切

り上げる。 

 例 長さ（Ｌ）×幅（Ｗ）×高さ（Ｈ） 

(20) 

 

 

 

容積 

（㎝３又はｍ３） 

 

 

個装の容積を㎝３単位で記入する。ただし，1 ㎝３に満たな端数は切り

上げ，1 000 ㎝３（0.001 ｍ３）以上のものはプラス“＋”の記号を付

けｍ３ 単位で記入する。 

 例 ＋0.012 

(21) 質量（ｇ又は㎏） 個装の質量を(7) に従って記入する。 

(22) 個装数量 a) 内装の中に入れる個装の数量をアラビア数字で記入する。 

(23) 緩衝材 緩衝材の種類を表Ｅ.５ に示す符号で記入する。 

(24) 容器  内装容器の種類を表Ｅ.７ に示す符号で，符号のない場合は，仕様書番

号，図面番号等を記入する。 

(25) 寸法（㎝） 内装の寸法を(19)に従って記入する。 

(26) 容積 

（㎝３又はｍ３） 

内装の容積を(20)に従って記入する。 

 

(27) 質量（ｇ又は㎏） 内装の質量を(7) に従って記入する。 

(28) 個装数量 a)b) 外装の中に入れる個装の数量を記入する。 

(29) 

 

 

保護の種類  

 

 

外装容器の強度及び緩衝材を決定するための要素となる内容品の保護

の種類の度合いを附属書Ａ表Ａ.１４の物理的保護の区分から選択し，

該当する種類を記号Ｌａ，Ｌｂ，Ｌｃで記入する。 

(30) 緩衝材 緩衝材の種類を表Ｅ.５ に示す符号で記入する。 

(31) 

 

容器  

 

外装容器の種類を表Ｅ.７ に示す符号で，符号のない場合は，仕様書番

号，図面番号等を記入する。 

(32) 

 

ケースライナ 

 

ケースライナに使用する材料の種類を表Ｅ.６ に示す符号で，符号のな

い場合は，仕様書番号，図面番号等を記入する。 

(33) 寸法（㎝） 外装の寸法を(19)に従って記入する。 

(34) 

 

容積 

（㎝３又はｍ３） 

外装の容積を(20)に従って記入する。 

 

(35) 質量（ｇ又は㎏） 外装の質量を(7) に従って記入する。 

(36) 

 

 

 

 

組部品  

 

 

 

 

該当する次の上位の組部品（Next Higher Assembly）名，又は同部品番

号を記入する。 

なお，組部品を２以上の外装容器に分けるときは，組部品名の次にアル

ファベット順にＡ，Ｂ，Ｃなどの記号を記入し，同一組部品に属する品

目であることを示す。 
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表Ｅ.１－ＰＩＦカードの記入（続き） 

番号 項   目         記  入  事  項 

(37) 

 

ＡＣ品目 

 

Ｊ．Ｔ．Ｏ．００－２０Ｋ－１シリーズによるエイジコントロールを必

要とする品目に該当する場合は，“＊”（アスタリスク）を付す。 

(38) 

 

改定事項  

 

当該ＰＩＦの改定申請の場合は，旧ＰＩＦの整理番号及び承認日付，改

定部分及び改定理由の概要を記入する。 

(39) 

 

 

 

記事  

 

 

 

各欄に記載した事項を補足するか，欄の割当てられていない事項で特に

承認を受ける必要のある事項，その他参考となるべき事項を記入する。

また,ＰＩＦの再提出の場合は“更新”と記入し，旧ＰＩＦの整理番号

及び承認日付を記入する。 

(40) 機種 適用航空機名又は地上用機器の場合は機器名を記入する。 

(41) 

 

製作・修理業者名 当該品目を製作又は修理する業者名を記入する。 

 

(42) 作成者及び日付 ＰＩＦ作成責任者が押印し，作成年月日を記入する。 

(43) 業者ＰＩＦ番号 業者側のＰＩＦ整理上の一連番号を記入する。 

注 a) 内装及び外装については，最も標準的な数値を記入する。契約数量によって異なる包装単位

を採用した方が経済的，かつ，合理的である場合には，適宜契約の相手方において変更する

ことが可能である。この場合，改めてＰＩＦを作成する必要はない。 

注 b) 2 種類以上の品目を組み合わせて外装する場合は，“数量欄”に“混合”又は“ＭＩＸ”と

記入し，“容器”及び必要があれば，“ケースライナ”欄のみ記入し，他は“Ｘ”と記入す

ることが可能である。        

Ｅ.2.2.2 留意事項 

 ＰＩＦカードの作成に当たり全般的に次の事項に留意しなければならない。  

a)  各欄は，原則として全て記入する。ただし，適用しない場合は，特に空欄とするよう指定し

たものを除き“Ｘ”の記号を記入し，必要があれば，記事欄で説明する。 

b)  表Ｅ.２～表Ｅ．７ により選定した材料等のうち，ＰＩＦカード記入用符号表に符号のない

ものを用いる場合は，適用仕様書番号等をそのまま記入する。この場合は，原則として公共

規格，防衛省仕様書等をもって示すものとし，その他の一般性のないものを用いる場合は，

これを添付する。 

c)  同一欄中において，２種類以上の材料，容器を使用する場合は，使用する順序に記入する。

したがって２種類の場合は，当該欄を上下 2 段に分けて記入し，３種類以上の場合は，記事

欄を利用するか裏面を利用する。 

Ｅ.2.2.3 包括記載 

ＰＩＦカードは，原則として 1カードに 1品目を記載するが，共通部品対象品目等で品目は異

なっても，包装方法が全く同一のもの，又はキットとして包装されるものについては，次の要領

で包括的に記載することが可能である。 

a) 共通部品 共通部品は，次による。 

  1)  包括できる範囲は，ＰＩＦカード記入事項のうち，次の各事項が全く同一である品目のグ

ループに限る。 
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  1.1)  部品番号 基本的な部品番号が同一で補助番号のみが異なる場合。例えば，ボルト等

でＡＮ３４０のうち寸法径の相違を示す番号を付してＡＮ３４０－１，ＡＮ３４０－

２などとなる場合は，ＡＮ３４０を基本番号とするボルト等を同一のグループと考え

る。 

  1.2) 特性 

  1.3) 材料及び仕上げ 

  1.4) 仕様書又は技術指令書                     

  1.5) 個装法 

  1.6) 防せい剤 

 2) ＰＩＦカード記入事項のうち，1.1)～1.6)の 6項目，その他の共通的事項（標準容積等）

は，ＰＩＦカードに記入し，各品目ごとに異なる事項（例えば，物品番号，寸法，ねじ径，

質量等）は，図Ｅ.６ にＰＩＦカードの記入要領に準じて記入し，ＰＩＦカードに添付す

る。 

b) キット  キットとして包装する場合は，キットのＰＩＦを作成し，キットの構成品は，図Ｅ.

７にＰＩＦカードの記入要領に準じて記入する。 

Ｅ.3  ＰＩＦの提出要領 

Ｅ.3.1 事前調整 

 契約の相手方は，ＰＩＦの提出に先立って，あらかじめ航空自衛隊補給担任補給処（通常納入

先補給処）保管部品質統制課長と事前調整を行う。 

Ｅ.3.2 中央調達の場合  

 契約の相手方は，ＰＩＦを４部作成し，航空自衛隊補給担任補給処長（以下，“補給処長”と

いう。）を経由の上，防衛装備庁支出負担行為担当官等（地方防衛局等調達部長等気付）に提出

する。 

Ｅ.3.3 地方調達の場合  

  契約の相手方は，ＰＩＦを４部作成し，補給処長を経由の上，担当補給処分任支出負担行為担

当官に提出する。 

Ｅ.3.4  ＰＩＦの経路図  

  ＰＩＦの処理要領は，図Ｅ.８ による。 
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表Ｅ.２－ＰＩＦ記入用符号表（部品の特性） 

 

符号 特 性 a) 

 

１ 

２ 

３ 

４ 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｅ 

Ｆ 

Ｇ 

Ｈ 

Ｊ 

Ｌ 

Ｍ 

Ｎ 

Ｏ 

 

 

電気的部品 b)又は器具を除く物品。 

電気的部品 b)又は組立品。 

器具（電気的なものを除く。）又はこれに類する組立品。 

繊細な電子部品又は組立品（静電気により損傷を受けやすいもの。） 

クリチカル 

防せい剤により損傷を受けるもの。 

完全密封（金属と金属，ガラスとガラス等の溶融により内容品を封じたもの。） 

密封(ハンダ付け，ガスケット，プラグ，キャップにより内容品を封じたもの。） 

溶封 c)  

調整済又は検定済 

ぜい弱（輸送のショックなどで容易に破壊されるもの。） 

繊細（微妙に調整した計器等のように輸送のショックなどで損傷しやすいもの。） 

強固 

感光性 

磁 性 

放射性 

引火性 

 

注 a) この表の符号は組み合せて用いてもよい。 

    例 １Ａ，１ＡＧ，２ＢＦＧ，３ＤＦＨ 

注 b) 電気的部品とは，使用時に純粋に電気的な機能を果す物品である。ただし，電気装置の

部品で使用時に純粋に機械的機能を果すもの，例えば，取付用ブラケット，クランプフ

ァスナその他類似のハードウェア等は例外である。 

注 c)  －50 ℃～＋70 ℃までの間で物品の機能を害するじんあい，水蒸気，その他の異物の侵

入を防ぐため物品自体を金属，ガラス，単体の溶融又は溶接，ハンダ付け，溶解などの

永久的結合方法を併用して接合密封したもの。 
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表Ｅ.３－ＰＩＦ記入用符号表（個装法） 

 

 

個装法に対する符号 

個  装  法 符  号 

１０ １０ 

２０ １１ 

４５ 

４１ 

４４ 

４２ 

４３ 

３Ｖ 

３Ｇ 

３Ｔ 

３Ｑ 

３Ｈ 

３３ 

３２ 

３１ 

２Ｅ 

２Ｍ 

２Ｄ 

５３ 

５２ 

５１ 

５５ 

５４ 

４Ｈ 

４Ｑ 

４Ｇ 

４Ｖ 

４Ｔ 
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表Ｅ.４－ＰＩＦ記入用符号表（防せい剤） 

 

符号   適用仕様書又は規格       材   料   名 

 

００ 

   

０１ 

   

   

０２ 

   

   

０３ 

   

   

０６ 

   

   

０７ 

   

   

０９ 

   

   

１０ 

   

 

１１ 

１２ 

１４ 

１５ 

１７ 

   

 

１８ 

   

   

 

２０ 

   

２８ 

   

３１ 

３２ 

   

３６ 

 

  

 

 

ＭＩＬ－ＰＲＦ－１６１７３ グレード１ 

ＪＩＳ Ｋ  ２２４６ ＮＰ－１ 

 

 ＭＩＬ－ＰＲＦ－１６１７３ グレード２ 

 ＪＩＳ Ｋ  ２２４６ ＮＰ－２ 

 

 ＭＩＬ－ＰＲＦ－１６１７３ グレード３ 

 ＪＩＳ Ｋ  ２２４６ ＮＰ－３ 

 

 ＭＩＬ－Ｃ－１１７９６ クラス３ 

 ＪＩＳ Ｋ  ２２４６ ＮＰ－６ 

 

 ＭＩＬ－ＰＲＦ－３１５０ 

 ＪＩＳ Ｋ  ２２４６ ＮＰ－７ 

 

 ＭＩＬ－ＰＲＦ－３２０３３ 

 ＪＩＳ Ｋ  ２２４６ ＮＰ－９ 

 

 ＭＩＬ－ＰＲＦ－２１２６０ 

 ＪＩＳ Ｋ ２２４６ ＮＰ－１０－１ 

                ～ＮＰ－１０－３ 

 ＭＩＬ－ＰＲＦ－２３８２７ 

 ＭＩＬ－ＰＲＦ－８１３２２ 

 ＭＩＬ－Ｃ－１０３８２ 

 

 ＭＩＬ－ＰＲＦ－６０８５ 

       

 ＭＩＬ－ＰＲＦ－３４２０  

 ＪＩＳ Ｚ １５１９ 

 ＪＩＳ Ｚ １５３５ 

 

 ＭＩＬ－ＰＲＦ－４６００２ 

 ＪＩＳ Ｋ ２２４６  ＮＰ－２０－１ 

                   ＮＰ－２０－２ 

 

 

 ＭＩＬ－Ｃ－６５２９ タイプⅡ 

 ＭＩＬ－Ｃ－６５２９ タイプⅢ 

  ＭＩＬ－ＰＲＦ－１６１７３ グレード４ 

 ＪＩＳ Ｋ ２２４６ ＮＰ－１９ 

 

 

防せい剤を使用しない場合 

 

溶剤希釈形さび止め油（硬質膜） 

 

 

溶剤希釈形さび止め油（軟質膜） 

 

 

溶剤希釈形さび止め油（水置換形） 

 

 

ペトロラタム形さび止め油（軟質膜） 

 

 

潤滑油形さび止め油（中粘度油膜） 

 

 

潤滑油形さび止め油（低粘度油膜） 

 

 

潤滑油形さび止め油（エンジン用） 

 

 

さび止めグリース（航空機及び計器用） 

さび止めグリース（航空機：一般用） 

食品機器用さび止め剤 

油圧系統さび止め油 

計器ベアリングさび止め油 

 

気化性さび止め剤 

気化性さび止め剤 

気化性さび止め紙 

 

気化性さび止め油 

 

熱間浸せき形可はく性プラスチック 

さび止め潤滑油（レシプロエンジン用） 

さび止め潤滑油（ターボジェットエンジン用） 

 

溶剤希釈形さび止め油（透明硬質膜）
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表Ｅ.４－ＰＩＦ記入用符号表（防せい剤）（続き） 

 

 

符号 

 

 

適用仕様書又は規格  

 

 

     材   料   名 

 

 

３７ 

４１ 

５６ 

７８ 

７９ 

８１ 

 

 

ＭＩＬ－ＰＲＦ－１８４８７ 

ＭＩＬ－ＰＲＦ－１０９２４ 

ＭＩＬ－ＰＲＦ－２３６９９ 

ＭＩＬ－ＰＲＦ－２２０１９ 

ＭＩＬ－Ｉ－２２１１０ 

ＭＩＬ－ＤＴＬ－２２０２０ 

 

 

鉄砲用さび止め油 

さび止めグリース（車両及び火砲用） 

航空機用潤滑油 

気化性さび止め剤 

気化性さび止め剤 

気化性さび止め剤 
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表Ｅ.５－ＰＩＦ記入用符号表（緩衝材） 

 

符号   適用仕様書又は規格       材   料   名 

 

ＡＢ
 

 

ＢＤ 

ＢＧ 

ＤＡ 

ＦＡ 

ＧＡ 

ＧＢ 

ＧＣ 

ＧＤ 

 

ＧＥ 

ＧＦ 

 

ＧＧ 

ＧＨ 

ＧＩ 

Ｇ３ 

Ｇ４ 

 

Ｇ５ 

ＪＡ 

ＫＩ 

ＬＡ 

ＬＫ 

 

Ｌ１ 

Ｌ３ 

Ｌ４ 

Ｌ６
 

ＺＺ 

００ 

 ＡＭＳ－Ｒ－５００１ 

 ＡＳＴＭ Ｄ ６５７６ 

 Ａ－Ａ－１８９８グレードⅠ 

 Ａ－Ａ－１８９８グレードⅡ 

 破裂強度 196 Kpa以上  

 ＰＰＰ－Ｃ－１１２０ 

 ＭＩＬ－ＰＲＦ－２６５１４  

 ＭＩＬ－ＰＲＦ－８３６７１ 

 ＰＰＰ－Ｃ－８５０ 

 Ａ－Ａ－５９１３５ クラス１   

グレードＡ 

 

Ａ－Ａ－５９１３６ クラス１   

グレードＢ 

 ＰＰＰ－Ｃ－１７９７ タイプⅠ 

 ＰＰＰ－Ｃ－１７９７ タイプⅡ 

 ＪＩＳ Ｋ ６４０１ 

 ＰＰＰ－Ｃ－７９５ クラス１ 

 ＰＰＰ－Ｃ－７９５ クラス２ 

 

 

ＪＩＳ Ｚ １５１６ 

 

 

 

 

 ＪＩＳ Ｌ ３２０１ 

 ＭＩＬ－Ｃ－１７４３５ 

 Ａ－Ａ－５９１３６ 

 ＰＰＰ－Ｃ－１６８３ 

 

特殊設計 

 

 

 

クッション用フォーム・ラバー
 

 

繊維性緩衝材（吸水性） 

繊維性緩衝材（耐水性） 

板紙緩衝材 

包装用ロック緩衝材 

包装用ポリウレタン・フォーム緩衝材（発泡材） 

包装用ポリウレタン・フォーム緩衝材（現場発泡材） 

包装用ポリスチレン・フォーム緩衝材 

包装用ポリエチレン・フォーム緩衝材 

 

包装用プラスチック・フォーム緩衝材 

包装用ポリエチレン・フォーム緩衝材 

（静帯電防止性） 

ポリプロピレン・フォーム緩衝材 

ポリプロピレン・フォーム緩衝材（静帯電防止性） 

クッション用軟質ウレタン・フォーム 

気泡入りプラスチック・フィルム緩衝材 

気泡入りプラスチック・フィルム緩衝材 

（静帯電防止性） 

空気注入式エア緩衝材 

段ボール 

プラスチック毛 

シュレッド・ペーパ 

支持材（ブロッキング）押さえ（プレーシング） 

又は金具類 

羊毛長尺フェルト 

ファイバ・グラス 

弾性体緩衝材 

ポリスチレンバラ状緩衝材 

澱粉ベースバラ状緩衝材 

添付図面又は包装要領による 

緩衝材を使用しない場合 

注記 この表に示すもののうち，次のグループ内のものは，互換性材料として相互に適用すること

が可能である。ただし，優先順に 2種類を記入する。 

    例 ＢＤ ｏｒ ＤＡ 

      Ａグループ：ＢＤ，ＢＧ，ＤＡ，Ｇ３ 

      Ｂグループ：ＧＡ，ＧＢ，ＧＣ，ＧＤ，ＧＥ，Ｇ１，Ｋ１ 

      Ｃグループ：ＧＦ，ＧＨ，Ｇ４ 
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表Ｅ.６－ＰＩＦ記入用符号表（バリヤ材及び包み用材料） 

 

符号 適用仕様書又は規格 材   料   名 

 

ＢＡ 

ＣＡ 

 

ＤＡ
 

ＥＡ 

ＦＡ 

ＧＢ 

ＧＭ 

ＨＤ 

Ｈ１ 

Ｈ２ 

Ｈ３ 

Ｈ４ 

 

ＪＡ 

ＪＢ 

ＪＣ 

ＪＤ 

ＪＬ 

ＪＶ 

Ｋ３ 

ＭＡ 

Ｎ８ 

ＺＺ 

 

００ 

 

 

  ＪＩＳ Ｈ ４１６０ 

  ＪＩＳ Ｐ ３４０１ 

  Ａ－Ａ－２０３ 

  

Ａ－Ａ－１２４９  

  ＭＩＬ－ＤＴＬ－１７６６７ 

  ＭＩＬ－Ｐ－１３０ 

  ＭＩＬ－ＰＲＦ－１２１ 

  ＭＩＬ－ＰＲＦ－１３１クラス１ 

 

 

ＪＩＳ Ｚ １５１４ 

 

ＪＩＳ Ｚ １５３５ 

  ＭＩＬ－ＰＲＦ－３４２０ 

  ＪＩＳ Ｚ １７０２ 

  Ａ－Ａ－３１７４ 

  ＰＰＰ－Ｃ－７９５ 

ＪＩＳ Ｚ １７０９ 

 

  ＭＩＬ－ＰＲＦ－２２０１９ 

  ＭＩＬ－ＰＲＦ－２２１９１ 

  ＭＩＬ-ＰＲＦ-８１７０５タイプⅢ 

  破裂強度 196 Kpa以上 

  ＭＩＬ-ＰＲＦ-８１７０５タイプⅠ 

  特定仕様書又は規格 

 

 

 

 

アルミニウム及びアルミニウム合金はく 

クラフト紙 

薄葉紙（機械すき和紙） 

ティッシュペーパー 

中性包装紙 

しわ付き包装紙 

防水耐油性バリヤ材 

防湿バリヤ材 

ターポリン紙 

しわ付き防水紙 

ポリエチレン加工紙 

塩化ビニリデン加工紙 

気化性さび止め紙 

 

包装用ポリエチレン・フィルム 

気泡入プラスチック・フィルム 

収縮包装用フィルム 

ストレッチ包装用フィルム 

気化性さび止め剤処理の透明フィルム 

熱封可能透明フィルムバリヤ材 

静帯電防止・防水性バリヤ材 

板紙包み材 

静帯電防止・防湿性バリヤ材 

記事欄若しくは裏面に示すか添付図面又は包装要領

による 

バリヤ材及び包み用材料を使用しない場合 

 

 

注記 この表に示すもののうち，次のグループ内のものは，互換性材料として相互に適用することが

可能である。ただし，優先順に 2種類を記入する。 

    例 ＣＡ ｏｒ Ｈ２ 

         Ｄグループ：ＣＡ，ＥＡ，ＦＡ，Ｈ２，ＪＡ，Ｋ１         
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表Ｅ.７－ＰＩＦ記入用符号（個装，内装及び外装容器） 

 

符号 適用仕様書又は規格 材   料   名 

 

ＡＣ 

ＢＬ 

ＢＭ 

ＢＮ 

ＢＯ 

ＢＰ 

ＢＱ 

ＢＲ 

ＢＳ 

ＢＴ 

ＢＹ 

ＤＡ 

ＤＥ 

ＤＪ 

ＤＰ 

ＤＵ 

ＥＣ 

ＥＤ 

ＥＮ 

ＥＰ 

ＥＷ 

ＦＡ 

ＦＢ 

ＦＣ 

ＦＤ 

ＦＥ 

ＨＡ 

ＪＣ 

ＫＯ 

ＫＩ
 

ＫＰ 

 

ＭＡ
 

 

 

 

 

ＪＩＳ Ｚ １７０２  

Ａ－Ａ－３１７４ 

ＪＩＳ Ｚ １５１４ 

 ＭＩＬ－ＤＴＬ－６０６０ 

 ＭＩＬ－ＰＲＦ－１２１ 

 ＭＩＬ－ＤＴＬ－１１７ クラスＨ 

 ＭＩＬ―ＤＴＬ－１１７ クラスＢ 

 ＭＩＬ－ＤＴＬ－１１７ クラスＣ 

 ＭＩＬ－ＤＴＬ－１１７ クラスＥ，タイプＩ 

 ＭＩＬ－ＤＴＬ－２２０２０ 

 ＭＩＬ－ＤＴＬ－１１７クラスＦ 

 ＰＰＰ－Ｂ－５６６  

 ＰＰＰ－Ｂ－６７６  

 

ＡＳＴＭ－Ｄ５１６８   

 ＡＳＴＭ－Ｄ６２５１   

 ＪＩＳ Ｚ １５０６  

 ＡＳＴＭ－Ｄ５１１８ 

 

ＡＳＴＭ－Ｄ５１１８ 

 ＪＩＳ Ｚ １５０６  

 ＪＩＳ Ｚ １４０２（防水規定を除く。） 

 ＪＩＳ Ｚ １４０２ 

 ＪＩＳ Ｚ １４０２（防水規定を除く。） 

 ＪＩＳ Ｚ １４０６ 

 ＪＩＳ Ｚ １４０２ 

 ＰＰＰ－Ｃ－９６ 

 

 

ＭＩＬ－ＤＴＬ－６０５４ 

 ＭＩＬ－Ｄ－６０５５ 

 ＭＩＬ－ＳＴＤ－６４８ 

  

 ＪＩＳ Ｚ １４０３ 

 ＡＳＴＭ－Ｄ７４７８ 

 

 

紙製袋（緩衝又は補強したもの。） 

包装用ポリエチレン・フイルム袋 

ポリエチレン・加工紙袋 

防湿個装用袋（防湿耐油） 

耐油個装用袋 

防水個装用袋（静帯電防止） 

防水個装用袋（防水） 

防水個装用袋（防水耐油） 

防湿個装用袋（防湿耐油） 

気化性さび止め剤処理の透明袋 

防湿個装用袋（静帯電防止） 

折り畳み紙箱 

組立紙箱 

メタルステッチ付紙箱 

複々両面段ボール箱 

さん付ファイバー箱 

両面段ボール箱 

耐候性段ボール箱 

ファイバー箱 

耐候性ファイバー箱 

複両面段ボール箱 

密閉木箱 

透かし木箱 

密閉腰下付木箱 

さん付き合板箱 

透かし腰下付木箱 

金属容器 

ファイバかん 

金属製小型コンテナ 

金属容器（再使用可能容器） 

金属容器（再使用可能容器） 

 

密閉枠組箱
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表Ｅ.７－ＰＩＦ記入用符号（個装，内装及び外装容器）（続き） 

 

符号 適用仕様書又は規格 材   料   名 

 

  ＭＥ 

  ＷＡ 

  ＷＢ 

  ＷＣ 

 ＷＤ 

  ＺＺ 

  ００ 

 

 

 ＪＩＳ Ｚ １４０３ 

 

破裂強度 196 kpa以上 

 ＰＰＰ－Ｃ－７９５  

 ＪＩＳ Ｚ １５１６ 

 特殊設計       

 

 

透かし枠組箱 

帯鋼又はバンド等による結束 

板紙緩衝材による上包み 

気泡入りプラスチック・フィルム緩衝材による上包み 

段ボールによる上包み 

添付図面又は包装要領による再使用可能容器 

容器を使用しない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

       背 
       ↓ 
 

 品 

 

 

 

 

 名 

 

 

            ＰＩＦ 承 認 願 

 

   調達要求番号（又は契約（認証）番号） 

   

 

  仕様書番号 

    

 

調 
 

達 
 

要 
 

求 
 

番 
 

号 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
契
約
番
号
又
は
認
証
番
号
） 

             

 

  品   名 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    物品製造業者名，住所，電話番号   

                                    物品包装業者名，住所，電話番号 

                                    契約の相手方名，住所，電話番号 

 

 

 

 

 契 

 約 

 の 

 相 

 手 

 方 

 名 

 

        

 

 

 

 

注記 ファイルは，ＪＩＳ Ｐ ０１３８ Ａ列４番とする。 

 

図Ｅ.１－ＰＩＦ表紙の様式 
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                          ＰＩＦ 承 認 願 書 

 

 

                         令和  年  月  日 

 

 防衛装備庁   

  支出負担行為担当官 

  分任支出負担行為担当官   

     ○○地方防衛局等 調達部長等 気付） 

      （航空自衛隊第○補給処長 経由） 

 

                              住     所 

               契約の相手方名               

               代 表 者 名 

 

  下記品目の包装に関するＰＩＦ（と，それに付随する包装図面）を提出します 

 から御承認願います。 

 

                                    記 

 

 １．調達要求番号 

   又は認証番号 

  

 ２．仕様書番号 

           

 ３．品   名 

  

  ４．数   量 

 

  ５．納   期 

 

 ６．納   地 

 

                  連絡担当者名 

                  電 話 番 号 

   

        

 

 

注記 用紙は，ＪＩＳ Ｐ ０１３８ Ａ列４番とする。 

 

図Ｅ.２－ＰＩＦ承認願書の様式（中央調達用） 

殿 
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                          ＰＩＦ 承 認 願 書 

 

                         令和  年  月  日 

 

 航空自衛隊第○補給処   

  分任支出負担行為担当官  殿 

   

     

 

                             住     所  

                              契約の相手方名                          

                              代 表 者 名 

                                            

                                                           

  下記品目の包装に関するＰＩＦ（と，それに付随する包装図面）を提出します 

  から御承認願います。 

   

                                    記 

 

  １．調達要求番号 

 

 ２．契 約 番 号 

           

 ３．仕様書番号 

  

 ４．品    名 

  

 ５．数    量 

 

  ６．納    期 

 

  ７．納    地 

                   

                                    連絡担当者名 

                                   電 話 番 号 

 

         

注記 用紙は，ＪＩＳ Ｐ ０１３８ Ａ列４番とする。 

 

 

図Ｅ.３－ ＰＩＦ承認願書様式（地方調達用） 

 



                                                         

                                                               Ｐ Ｉ Ｆ 目 次 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
9
3
 

             ９
６

 
         

一連番号 業者ＰＩＦ番号 物品番号 部品番号 品      名 ＰＩＦ整理番号 承認月日 備  考 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     注記 用紙は，ＪＩＳ Ｐ ０１３８ Ａ列３番又は４番とする。 
 

図Ｅ.４― ＰＩＦ目次の様式 



       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
9
4
 

              1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

 

2 物品番号 

 

3 部品番号 

 

4 品名 

 

5 PIF 整理番号 

 

   部 

   品 

   本 

   体 

6 寸法(㎝) 

 

7 質量(ｇ又は㎏) 

 

10 仕様書又は技術指令書 

 

 

 

11 包  装 

  ﾚﾍﾞﾙ 

 

 

12 支出負担行為担当官等の承認印及び日付 

 

 

 
8 材料及び仕上げ 

 

9 特 性 

 

  

   個 

 

  装 

 

13 個 数 14 個装法 15 防せい剤 16 緩衝材 17 包 み 18 容  器 19 寸法(㎝) 20 容積(㎝３又はｍ３) 21 質量(ｇ又は㎏) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  内 

 

  装 

22 個装数量 23 緩衝材 24 容 器 25 寸法(㎝) 26 容積(㎝３又はｍ３) 27 質量(ｇ又は㎏) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  外 

 

 

  装 

 

28 個装数量 

 

29 保護の 

    種類 

30 緩衝材 

 

31 容 器 

 

32 ｹｰｽﾗｲﾅｰ 

 

33 寸法(㎝) 

 

34 容積(㎝３又はｍ３) 

 

35 質量(ｇ又は㎏) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 組部品 

 

37 AC 品目 

 

38 改定事項 

 

39 記 事 

 

 

 

40 機 種 

 

41 製作･修理業者名 

 

42 作成者及び日付 

 

43 業者 PIF 番号 

 

                    PIF(Packaging Information Form) 

          ＰＩＦカード作成上の注意事項 
          注記 1 各欄の大きさは上記に準ずるものとする。 
           注記 2 ＰＩＦカードは整理を行うために大きさを一定にする必要がある。このため外枠は設けないよう注意すること。 
          注記 3 用紙は，ＪＩＳ Ｐ ０１３８ Ａ列５番とし，紙質は上質紙 70 ㎏のものを用いること。 
 

図Ｅ.５― ＰＩＦカ－ドの様式 



         共通部品    
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9
5
 

        

部品番号 物品番号 

  部 品 本 体       個   装        内   装      外   装 

  
寸 法 

 （㎝） 
 

 ねじ径  

 （㎝）  

個 数 

 

 質 量 

 （ｇ） 

個 数 

 

質 量 

 （ｇ） 

個 数 

 

 質 量 

 （ｇ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        注記 用紙の大きさ及び紙質は，ＰＩＦカードに同じ。 
 
 
 

図Ｅ.６―共通部品等カードの様式 



                                                 
 キット・リスト           部品番号                                        

   

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9
6
 

       

 

 一連番号 

 

3 

部 品 番  号 

 

 

4 

    品      名 

 

 

 

個 数 

 

キット 

 

 

8 

材料及 

び仕上

げ 

 

13 

 個数 

 

 

 

14 

個装法 

 

 

 

15 

 防せ 

 い剤 

 

 

16 

緩衝材 

 

 

 

17 

包み材 

 

 

 

18 

個装容器 

 

 

 

19 

 寸法 

 

 

 

 

グルー 

プ記号 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      注記 用紙は，ＪＩＳ Ｐ ０１３８ Ａ列４番とする。 
                                                     

図Ｅ.７―キット・リストの様式 



                                                          

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
9
7
. 

  

 

 

 

     契約の相手方 

 

 

              補  給  処  長 

 

    支出負担行為担当官等 

  （地方防衛局等調達部長等） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   中 

 

   央 

 

   調 

 

   達 

 

 

 

 

        ④ 

 

 

 

 

 

 

 

         ① 

 

 

          事前調整（主務担当：品質統制課長） 

              ④ 

 

            ① 

 

 

             ① 

           （事前調整担当課） 

 

 

 

 

                 承 認 

             ③ 

 

 

                        ① 

                      （調達部長等） 

 

 

 

 

 

      契約の相手方               補  給  処  長          分任支出負担行為担当官  

 

 

 

 

   地 

 

   方 

 

   調 

 

   達 

 

 

 

 

         ④ 

 

 

 

 

 

 

 

         ① 

 

 

        事前調整 

           ④ 

 

             ① 

 

 

             ① 

         （事前調整担当課） 

 

 

 

 

               承 認 

                 ③ 

 

 

                          ① 

                      （調達検査課） 

 

 

 

 

 

    

           注記       印は，ＰＩＦの流れを，また○内の数字は部数を表す。 
 
 

図Ｅ.８―ＰＩＦの経路図 


